
備 考

【基礎となる学部】

　薬学部薬学科
  (6年制)

 14条特例の実施

合 計

計

計

（―）

0人0人 ―

（0）

415

（10）

専　　任

新 設 学 部 等 の 名 称

　薬学専攻
[Doctoral Course in
 Pharmaceutical Sciences]

薬学研究科
[Graduate School of
 Pharmaceutical Sciences]

平成31年4月
第1年次

博士（薬学）

所　在　地

年次
人

12

開設時期及
び開設年次

学位又
は称号

大阪府富田林市錦織北
三丁目11番1号

兼 任
教 員 等

職 種

計

修業
年限

3 ―

新
設
分

入学
定員

編入学
定　員

　文学研究科
　　歴史文化学専攻　（博士前期課程）

　　国語学国文学専攻（博士後期課程）

　該当なし

（27） （0）
0人

3

年 人

（―）（27） （0）
27

教育
課程

11科目

新設学部等の名称
講義

講師

新
設
学
部
等
の
概
要

4

薬学研究科 薬学専攻

    同一設置者内における
    変　  更  　状 　 況
    （ 定 員 の 移 行 ，
    名 称 の 変 更 等 ）

計
卒業要件単位数

計

32単位

―

年　月
第　年次

収容
定員

人

12

准教授

実験・実習

3科目

演習

助手

（0）（5）

専任教員等

15人
（15）

27人0人

計助教
学　部　等　の　名　称

15科目

教授

7人
　薬学研究科 薬学専攻（博士課程）

開設する授業科目の総数

（7）

5 0

（7）

（15） （7） （5）
15 7

（0）
5 0人 0人

（5）

0 550

（0）（0） （5）

―

（0）

　　歴史文化学専攻　（博士後期課程）

0 0

0

（0）（5）

1科目

7人5人

5

0 05 4 0 0

（0） （9） （0） （0）（4） （0）（5）

別記様式第２号（その１の１）

新 設 学 部 等 の 目 的

ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ｵｵﾀﾆｶﾞｸｴﾝ

大 学 の 名 称

研究科の設置

大阪大谷大学大学院（Osaka Ohtani University Graduate School）

計 画 の 区 分

フ リ ガ ナ

学校法人　大谷学園

基　本　計　画　書

設 置 者

大 学 本 部 の 位 置

近年の生命科学、化学、情報学、医療等の急速な進歩を踏まえて、多様な課題に高
度かつ先進的な専門知識及び思考力をもって取り組むとともに、新たな道を切り拓
く先導的な人材を育成する。

大 学 の 目 的
大阪大谷大学大学院は、学問の真理と大乗仏教の精神を尊重し、学術の理論および
応用を教授研究し、社会の発展と文化の向上に寄与することを目的とする。

基 本 計 画

事 項

フ リ ガ ナ ｵｵｻｶｵｵﾀﾆﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸｲﾝ

記 入 欄

大阪府富田林市錦織北三丁目11番1号

兼　　任

（4） （0） （0）

11

（14）

25

計

（41） （0）

既

設

分

　文学研究科
    国語学国文学専攻（博士前期課程）

事 務 職 員
112人

0 14 0 ―010 4

1

（―）

（61）

（151）

8

（8）

30

98

（112）

1

1

（1）

（30）

151

（53） （98）

51人教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

（5）（11）

（30）

30

（25） （0）

（51）

（1） （0）

（7）

0

（1）

7

0

61人

そ の 他 の 職 員

技 術 職 員

教

員

組

織

の

概

要

図 書 館 専 門 職 員

9

（0）

53

0 0

（5） （4） （0） （0） （9） （0） （0）

5 0 5 0 5

（5） （0） （0） （0） （5） （0） （5）

4 0 0 9

－1－



研究図書補助手当（18万円）含む

薬学部共同研究費

薬学部共用、電子ジャーナル・

データベース・その他経費含む

薬学部共用

図書・設備については、薬
学部と共用。

大学全体での共用分を含
む。
図書447,669[57,866]冊
学術雑誌3,560[173]誌
電子ジャーナル
8,698[7,444]点
視聴覚資料11,191点
機械・器具28,612点
標本630点

10,000千円10,000千円10,000千円10,000千円

700千円

第２年次

700千円

第４年次第３年次

49,988千円50,238千円50,238千円50,238千円50,238千円

冊 種

450,000

（　　5）

4,748

700千円 ―　千円

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

法人からの繰入収入をもって、充当する。

―　千円

教員１人当り研究費等

共 同 研 究 費 等

図 書 購 入 費

―

―

―

―

―

―

―

5575102〔68〕　

 大学全体

 大学全体

―

5

第５年次 第６年次

区　　　分

380千円

4,748

0㎡

共　　用

点

12,706.73㎡

専　　用

0㎡ 5,194.09㎡

12,706.73㎡

64,906.18㎡

計
共用する他の
学校等の専用

0㎡

小 計

そ の 他 5,194.19㎡

0㎡0㎡

0㎡

教室等

校
　
　
地
　
　
等

校 舎 敷 地

運 動 場 用 地

64室

0㎡

0㎡

0㎡77,612.91㎡

82,807.00㎡

0㎡64,906.18㎡

合 計

46,291.87㎡

専　　用

30室

講義室

（        0㎡）

室

室　　　数

46,291.87㎡

2室

点

77,612.91㎡

（補助職員　0人）

9室

（補助職員　1人）

標本

（46,291.87㎡）

82,807.00㎡

計

0㎡

共用する他の
学校等の専用

点

（46,291.87㎡）

52室

演習室

〔うち外国書〕〔うち外国書〕 電子ジャーナル新設学部等の名称

〔うち外国書〕

学術雑誌図書

実験実習室

薬学研究科 薬学専攻

新設学部等の名称
専 任 教 員 研 究 室

図
書
・
設
備

8,698〔7,444〕　

校　　　舎

（        0㎡）

0㎡

機械・器具視聴覚資料

共　　用

　　薬学研究科
　　薬学専攻

（13,331〔2,777〕）

区　分

収 納 可 能 冊 数

(　555)

図書館

体育館
該 当 な し

面積

経費
の見
積り

開設前年度 第１年次

設 備 購 入 費

閲覧座席数

第３年次 第４年次

体育館以外のスポーツ施設の概要

第２年次

（102〔68〕）
計

14,483〔2,937〕　

380千円 380千円 380千円

(　555) （4,748）

378

面積

3,780.00㎡

575

5,333.42㎡

14,483〔2,937〕　

（13,331〔2,777〕）

8,698〔7,444〕　

（8,698〔7,444〕）

102〔68〕　

（102〔68〕）

語学学習施設

27

情報処理学習施設

学生納付金以外の維持方法の概要

学生１人当り
納付金 900千円

第１年次 第６年次第５年次

（8,698〔7,444〕） （4,748）

（　　5）

該 当 な し

24,450千円 7,700千円46,830千円 7,500千円 7,200千円

大学全体

大学全体

大学全体

－2－



大阪府富田林市錦
織北三丁目11番1号

平成16年度

人

名　　称：薬草園
目　　的：研究・教育教材の提供
所 在 地：富田林市錦織北３丁目942番1
設置年月：平成18年３月
規 模 等：1,500㎡

　　 国語学国文学専攻
　　（博士後期課程）

3 3 ― 9
博士

（文学）
0.00 昭和53年度

　　 歴史文化学専攻
　　（博士後期課程）

3 2 ― 6
博士

（文学）
0.16 平成16年度

　　 歴史文化学専攻
　　（博士前期課程）

2 4 ― 8 修士
（歴史文化学）

0.50

　　 国語学国文学専攻
　　（博士前期課程）

2 6 ― 12
修士

（国語学）
（国文学）

0.16 昭和50年度

　　 スポーツ健康学科 4 100 ― 400 学士
（スポーツ健康学）

1.17 平成24年度

　　 人間社会学科 4 80 ― 320 学士
（人間社会学）

1.08 平成17年度

1.04

　教育学部 1.09

　　 教育学科 4 230 ― 920 学士
（教育学）

　　 歴史文化学科 4 50 ― 200 学士
（歴史文化学）

1.14 平成12年度

1.13

　　 日本語日本文学科 4 50 ― 200 学士
（日本語日本文学）

1.13 昭和41年度

　文学部

所　在　地

大 学 の 名 称

年 人

学士
（薬学）

1.09 平成16年度

　人間社会学部 1.13

　文学研究科

　　 薬学科

　薬学部

収容
定員

附属施設の概要

既
設
大
学
等
の
状
況

修業
年限

編入学
定　員

6

学位又
は称号

入学
定員

開設
年度

定　員
超過率

140

学 部 等 の 名 称

　大阪大谷大学

倍年次
人

― 1.04 平成18年度840

－3－



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

1前 1 ○ 1 兼2 オムニバス

1前～2前 1 ○ 3 2 1
オムニバス・

隔年

1後～2後 1 ○ 1 2
オムニバス・

隔年

1後 1 ○ 5 2 兼1 オムニバス

－ 4 0 0 8 5 1 0 0 兼3 ―

1後～2後 2 ○ 5 1 1 兼1
オムニバス・

隔年

1前～2前 1 ○ 4
オムニバス・

隔年

1後～2後 1 ○ 5 1
オムニバス・

隔年

1前～2前 1 ○ 2 1 1
オムニバス・

隔年

分子病態生化学特論 1後～2後 2 ○ 3 3 兼2
オムニバス・

隔年

細胞工学特論 1前～2前 1 ○ 2 2 兼1
オムニバス・

隔年

1前～2前 1 ○ 2 1 1
オムニバス・

隔年

－ 0 9 0 11 5 2 0 0 兼4 ―

1前 2 ○ 11 3 1 兼1
オムニバス・
共同（一部）

1後 2 ○ 7 4 4 オムニバス

1～4通 4 ○ 11 5 4 共同（一部）

－ 8 0 0 14 6 5 0 0 兼1 ―

1～4通 16 ○ 11 3 1

－ 16 0 0 11 3 1 0 0 0 ―

－ 28 9 0 15 7 5 0 0 兼7 ―

別記様式第２号（その２の１）

教 育 課 程 等 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

食品機能学特論

－

応用生物情報薬学特論

医薬品有機化学特論

複合生命薬学特論

－

－

医療国際比較演習

小計（3科目） －

小計（7科目）

１学期の授業期間 15週

合計（15科目） －

学位又は称号 博士（薬学） 学位又は学科の分野 薬学関係

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

１学年の学期区分 2期
本研究科に在籍し、かつ、基盤科目４単位、専門科目４単位以上、演習
科目８単位及び、特別研究科目16単位、合計32単位以上を修得し、学位
審査に合格した者。

１時限の授業時間 90分

特
別
研
究
科
目

基
盤
科
目

チーム医療薬学特論

薬学総合演習

特別演習

演
習
科
目

特別研究

小計（1科目）

専
門
科
目

地域医療薬学特論

臨床薬物動態学特論

細胞解析学特論

情報薬学特論

小計（4科目）

－1－



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

1前 2 ○ 兼1

2後 2 ○ 兼1

2前 2 ○ 兼1

2後 2 ○ 兼1

1前 2 ○ 1 1 2 4 オムニバス　※講義

1前 1 ○ 2 2 2
オムニバス

※講義、演習

1後 1 ○ 5 4 1 5
オムニバス

※講義、演習

2前 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

1前 1 ○ 兼7

1後 1 ○ 兼7

2前 1 ○ 兼7

2後 1 ○ 兼7

－ 18 0 0 8 7 3 11 0 兼13 ―

1前 1 ○ 兼3

1後 1 ○ 兼4

2前 1 ○ 兼4

2後 1 ○ 兼4

1前 1 ○ 兼1

1後 1 ○ 兼2

2前 1 ○ 兼3

2後 1 ○ 兼2

1前 1 ○ 兼2

1後 1 ○ 兼3

2前 1 ○ 兼2

2後 1 ○ 兼1

1前 1 ○ 兼1 ※講義

1後 1 ○ 兼2 ※講義

2前 1 ○ 兼2 ※講義

2後 1 ○ 兼1 ※講義

1前 2 ○ 兼2 ※講義

1前 2 ○ 兼1

1後 2 ○ 兼1

1前 2 ○ 兼1

1後 2 ○ 兼1

2前 1 ○ 兼2

2後 1 ○ 兼2

1前・後 2 ○ 兼2 ※演習

1後 2 ○ 兼1

1前 2 ○ 兼1

1後 2 ○ 兼1

2前 2 ○ 兼1

1後 2 ○ 3 4 1 4 オムニバス

－ 0 40 0 3 4 1 4 0 兼30 ―

2後 1 ○ 1 1 集中・オムニバス

4前 1 ○ 1 1 集中・オムニバス

－ 0 0 2 1 0 1 0 0 0 ―

中国語ⅠA（コミュニケーション）

中国語ⅠB（コミュニケーション）

中国語ⅡA

中国語ⅡB

朝鮮語ⅠA（コミュニケーション）

朝鮮語ⅠB（コミュニケーション）

朝鮮語ⅡA

朝鮮語ⅡB

キ
ャ

リ
ア

教
育
科
目

NR・ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ養成講座A

－

英語ⅡB

死生学

生命倫理学

情報薬学基礎演習

化学実習

生物学実習

日本語表現 

コミュニケーション論

国際文化交流 

経済学 

倫理学

英会話A

別記様式第２号（その２の１）

授業形態

－

宗教学

小計（29科目）

単位数 専任教員等の配置

フランス語ⅡB

体育(講義を含む） 

ドイツ語ⅠB（コミュニケーション）

ドイツ語ⅡA

ドイツ語ⅡB

フランス語ⅠA（コミュニケーション）

フランス語ⅠB（コミュニケーション）

備考

共
通
教
育
科
目

選
択
科
目

必
修
科
目

小計（12科目） －

教 育 課 程 等 の 概 要

科目
区分

哲学 

（薬学部薬学科）

配当年次授業科目の名称

フランス語ⅡA

看護学

数学・統計学

英語ⅠA（コミュニケーション）

英語ⅠB（コミュニケーション）

英語ⅡA

ドイツ語ⅠA（コミュニケーション）

法学 

英会話B

社会福祉論

地域ネットワーク論 

心理学

小計（2科目）

NR・ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ養成講座B

－1－



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

授業形態単位数 専任教員等の配置

備考
科目
区分

配当年次授業科目の名称

1前 2 ○ 6 3 1 オムニバス　※演習

1後 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

1後 2 ○ 1 ※演習

1後 1 ○ 2 1 1 4 オムニバス　※講義

2前 1 ○ 6 5 3 6 オムニバス　※講義

4前 1 ○ 4 2 1 3 オムニバス　※講義

6前 1 ○ 4 2 1 兼1 オムニバス　※演習　

3後 1 ○ 2 1 オムニバス　※講義

1後 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

2前 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

2後 1 ○ 2 1 1
オムニバス

※講義、演習

2前 2 ○ 2 オムニバス

2後 2 ○ 1

3前 2 ○ 1

2後 1 ○ 3 2 5
オムニバス

※講義、演習

3前 2 ○ 1 ※演習

2前 2 ○ 2 1 オムニバス　※演習

2後 2 ○ 1 1 オムニバス

3前 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

3後 2 ○ 2 オムニバス　※演習

2後 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

3前 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

3前 1 ○ 3 3 3
オムニバス

※講義、演習

4前 2 ○ 3 1 オムニバス　※演習

3前 2 ○ 1 1 1 オムニバス　※演習

3前 1 ○ 2 1 1 1
オムニバス

※講義、演習

2前 2 ○ 1

2後 2 ○ 1 1 オムニバス

3前 2 ○ 1 1 オムニバス

3前 2 ○ 1

3前 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

3後 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

3後 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

4前 2 ○ 3 1 オムニバス　※演習

4前 2 ○ 2 2 オムニバス　※演習

3後 2 ○ 1 1 オムニバス

3後 1 ○ 3 2 1 3
オムニバス

※講義、演習

2後 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

3後 1 ○ 2 3 1 4
オムニバス

※講義、演習

4前 2 ○ 1 兼2 オムニバス　※演習

4前 2 ○ 1 1 1 オムニバス　※演習

4前 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

3後 2 ○ 2 オムニバス　※演習

4前 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

4前 2 ○ 兼1

病態検査学

物理化学B 

物理系薬学実習 

臨床薬学Ⅱ 

薬事法規と制度

薬物治療学C

薬物治療学D

化学療法学

機能形態学B 

薬学概論

薬学英語A（基礎薬学）

物理化学A

機能形態学A

天然薬物学Ⅰ

生化学A（細胞生物学）

生化学B（代謝生物学）

生化学C（分子生物学・遺伝子工学）

分子生体情報学

衛生薬学実習

基礎薬理学

基礎化学

有機化学Ⅰ 

基礎コミュニケーション演習

医療倫理学演習 

有機化学Ⅱ 

化学系薬学実習

食品安全学

専
門
教
育
科
目

専
門
必
修
科
目

生理・薬理学実習

製剤化のサイエンスⅠ 

薬剤・薬物動態学実習 

医薬品開発学A

医療情報薬学

医薬安全情報学

臨床薬学Ⅰ 

医療コミュニケーション演習Ⅰ 

医療コミュニケーション演習

薬理学A

薬理学B

薬物動態学Ⅰ

微生物学

免疫・生体防御学Ⅰ

生物系薬学実習

公衆衛生学

薬物治療学A

薬物治療学B

－2－



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

授業形態単位数 専任教員等の配置

備考
科目
区分

配当年次授業科目の名称

4後 1 ○ 4 3 2 オムニバス　※講義

4後 1 ○ 4 3 1 オムニバス

4後 1 ○ 4 2 1 オムニバス　※講義

4後 1 ○ 4 2 1 オムニバス

4後 1 ○ 2 2 1 兼1 オムニバス　※講義

6通 2 ○ 4 3 2 オムニバス　※講義

6通 1 ○ 5 5 1
集中・オムニバス

※講義

6通 2 ○ 4 3 1 オムニバス

6通 2 ○ 4 2 1 オムニバス　※講義

6通 2 ○ 2 2 オムニバス

6通 2 ○ 3 2 1 オムニバス

6後 1 ○ 1 1 1 兼1 オムニバス　※講義

4後 4 ○ 4 2 1 3 兼1
オムニバス

※講義、演習

5通 10 ○ 4 2 1 3 集中

5通 10 ○ 4 2 1 3 集中

5～6通 12 ○ 18 11 4 15 ※演習

－ 132 0 0 19 12 5 15 0 兼4 ―

卒業研究

医療薬学演習A

医療薬学演習B

－

実務前実習

薬学法規演習A

基礎薬学演習B

基礎薬学演習C

医療薬学演習D

医療薬学演習E

衛生薬学演習B

医療薬学演習C

衛生薬学演習A

基礎薬学演習A

薬学法規演習B

専
門
教
育
科
目

専
門
必
修
科
目

病院実習

薬局実習

小計（61科目）

－3－



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

授業形態単位数 専任教員等の配置

備考
科目
区分

配当年次授業科目の名称

4前 1 ○ 1 1 オムニバス　※講義

3後 2 ○ 2 1 オムニバス

3後 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

4前 2 ○ 2 オムニバス

6前 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

4前 2 ○ 1 ※演習

6前 2 ○ 兼1 ※演習

6前 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

4前 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

6後 2 ○ 2 2 オムニバス　※演習

3後 2 ○ 2 1 オムニバス　※演習

6前 2 ○ 2 1 1 オムニバス

3後 2 ○ 1 1 オムニバス

4前 2 ○ 3 1 オムニバス　※演習

3後 2 ○ 1 ※演習

6前 2 ○ 2 オムニバス

3前 2 ○ 1 1 オムニバス　※演習

5・6前 2 ○ 2 1
集中・オムニバス

※演習

4後 2 ○ 2 1 オムニバス　※演習

6前 2 ○ 3 1 オムニバス

4後 2 ○ 3 オムニバス　※演習

5前 2 ○ 2
集中・オムニバス

※演習

5・6前 2 ○ 1 集中

6前 2 ○ 兼14
集中・オムニバス

※演習

4前 2 ○ 1 兼1 オムニバス

－ 0 49 0 17 9 4 1 0 兼16 ー

－ 150 89 2 19 12 5 15 0 兼30 ―

専
門
選
択
科
目

チーム医療・地域医療薬学

臨床試験概論

薬物動態学Ⅱ

薬物治療学ゼミナール

漢方医療薬学

医療薬物科学特論

授業期間等

－

学位又は学科の分野 薬学関係

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法

学位又は称号 学士（薬学）

合計（129科目）

薬物投与設計学

医薬品開発学B

社会と薬学

小計（25科目）

栄養学

衛生薬学特論

毒性学

環境安全学

病院薬剤師論

保険薬局論

輸液・栄養治療学

2　期

　15　週

90　分

１学年の学期区分

１時限の授業時間

１学期の授業期間

卒業の要件は、修業年限6年以上在学し、以下に定める単位を修得
しなければならない。
（1）共通教育科目は、宗教学2単位、看護学2単位、死生学2単位、
　　 生命倫理学2単位、情報薬学基礎演習2単位、化学実習1単位、
　　 生物学実習1単位、数学・統計学2単位、外国語の英語Ⅰ、
 　　英語Ⅱ各2単位を含め、36単位以上を修得しなければならない。
（2）専門教育科目は、必修科目（132単位）を含めて156単位以上を
　　 修得しなければならない。
（3）最終学年において、卒業研究を提出しなければならない。

履修科目として登録できる各年度の上限単位数は、48単位とする。
ただし、「認定科目」については除く。

－

専
門
教
育
科
目

製剤化のサイエンスⅡ

分子栄養学・免疫学特論

薬学英語B（医療薬学）

医薬品分析学

臨床分析化学

医薬品化学

先端有機化学

天然薬物学Ⅱ

免疫・生体防御学Ⅱ

－4－



授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

基
盤
科
目

情報薬学特論

（概要）
インターネットは研究に必須のツールとなり、その活用に当たって
は、情報に関する深い理解をもつ必要がある。ネットワーク環境の
基礎を修得し、セキュリティーを技術的、社会的に考え、個人情報
などの扱いについても学ぶ。さらに、情報技術のこれまでの進歩を
理解することにより、次世代のシステムを展望し、将来的な課題を
考え、その対応のための基盤的知識と考え方を身につける。また、
薬学における応用等について修得する。

（オムニバス方式/全8回）

（1 那須　正夫/1回）
過去から次世代を展望：情報科学の進歩は著しく、メモリー容量や
通信速度を例にとっても、KからM、そしてG、Tと非常な勢いで発展
している。歴史をもとに、将来像や課題について解説する。

（29 中村　雅司/3回）
ネットワーク環境の基礎と課題1：ネットワークの技術的基盤とし
て、ネットワークの物理的・論理的な接続形態について解説する。
また、OSI参照モデルと現実のプロトコルを照らし合わせながら、プ
ロトコルの階層化の意義を解説する。
ネットワーク環境の基礎と課題2：TCP/IPに関する知識をもとに、
DNS、ルーティングなどインターネットを構成する技術を解説する。
IoTとビッグデータ：IoTは医療機器や福祉機器などにも応用され、
時間的・空間的な広がりを持つビッグデータとして活用の範囲が拡
がる。IoTおよびビッグデータの基盤的知識を紹介する。

（⑤ 高木　達也/4回）
AIの活用：AI技術の歴史、進化、AIによる意思決定の事例紹介とそ
の是非、薬学におけるAIの活用方法について解説する。
セキュリティー、暗号化：ハード・ソフト面のセキュリティー技
術、セキュリティー技術の脆弱性から生じる社会問題、ヒューマン
エラーとセキュリティー技術を解説する。
変貌するインターネット社会：インターネット社会では情報の保護
に十分な配慮が必要であり、個人情報を含む、情報の保護に必要な
技術的背景について概観し、その適用例について解説する。
インターネット社会における薬学：薬学におけるインターネット活
用においては、情報に深い理解を持つ薬学出身者が必要となる。こ
れまでの講義を踏まえて、DI、調剤、ネット流通などにおいて、
データの取り扱いはもちろんのこと、システム構築・改善への関与
に必要な知識について紹介する。

オムニバス方式
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

基
盤
科
目

応用生物情報薬学特論

（概要）
応用生物情報薬学特論では、情報薬学特論を基盤として、生物情報
解析及び臨床試験のデータ解析やデザインなどにおいて基礎となる
知識を修得する。本講義では、オミックス情報解析における考え方
と基本的な方法論を理解し、また生物実験や臨床試験において、統
計学的に適切な研究デザインが行えるよう一般的に用いられる統計
手法について具体例をもとに修得する。さらに検出力検定による適
切な例数の設定方法や、テキストマイニングによるアンケート分析
法など、医療の発展に実践的に繋がる情報薬学全般、および医薬品
開発における情報解析手法を修得する。

（オムニバス方式/全8回）

（3 小西　廣己/1回）
生物統計の方法論：生物情報を解析し、有意義な結論を得るために
は統計手法を駆使する必要がある。本講義では、Fisherの正確確率
検定、カイ二乗検定、分散分析(ANOVA)、多変量分散分析(MANOVA)、
Wilcoxonの符号付順位検定、Mann-WhitneyのU検定などの手法を用い
て、生物情報解析のための実際的な使い分けについて解説する。

（8 中田　雄一郎/1回）
医薬品開発における生物情報解析：医薬品開発における
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD) の重要性が「新医薬
品の承認に必要な用量－反応関係の検討のための指針（ICHE4）」に
明記されている。本講義では、PK/PD解析の方法論について解説し、
申請資料や審査報告書に記載されている臨床開発におけるPK/PD解析
の実際例を紹介する。

（12 名徳　倫明/1回）
医薬品情報データベース：リレーショナルデータベース(RDB）およ
びその制御言語であるSQLは、PMDA医薬品情報提供サービスや電子カ
ルテなどの医療情報システムはもとより、現代社会において情報管
理の基幹を担っている。本講義ではその構造について解説する。

（17 池田　賢二/2回）
臨床統計の方法論：臨床情報を解析し、医薬品の育薬また適正使用
に活かすためには、適切な統計手法を用いて科学的根拠を示さなけ
ればならない。本講義では、臨床試験などにおいて、例数の妥当性
を検定するための検出力検定をはじめ、オッズ比、ハザード比、幾
何平均比、信頼区間などを用いた情報解析による臨床的結論の導き
方について解説する。
テキストマイニングによるアンケート分析：ビッグデータを適切に
管理・解析することで、自由記述からは読み取りにくい極めて有益
な知見を得ることができ、テキストマイニングはビッグデータ解析
手法のひとつである。本講義では、膨大なテキストデータから、あ
る集団がもつ特性を可視化することによってニーズなどを特定する
ための方法論について解説する。

オムニバス方式・
隔年
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

基
盤
科
目

応用生物情報薬学特論

（19 見坂　武彦/2回）
オミックス情報解析の方法論(2)：各種オミックス解析技術は、疾患
のリスク評価、早期診断や治療効果・予後予測を可能にするバイオ
マーカーの探索、常在細菌叢と疾患との関連研究、新規遺伝子や代
謝経路の探索など多様な分野で応用され、その生命情報は臨床情報
等と関連付けてデータベース上で統合されている。本講義ではオ
ミックス情報を活用する方法論とその応用事例について解説する。
生物情報データベース：生命科学研究の中でバイオインフォマティ
クスは不可欠なツールとして広く普及している。その活用のため
に、ゲノム、遺伝子発現、アミノ酸配列、タンパク質立体構造、バ
イオリソースなどに関連したデータベースを紹介する。さらにメタ
ゲノム、パスウェイ解析などの解析ツールを用いた生命現象の理解
につながる情報を取得するための方法論について解説する。

（27 山田　佳太/1回）
オミックス情報解析の方法論(1)：現在の生命科学では、単一の分子
に着目するのではなく、複数の分子の発現や機能及び相互作用を網
羅的に解析し、生命現象を多面的にとらえて理解する考え方が普及
しつつある。オミックス解析の標的とする分子は、DNA、RNA、タン
パク質、脂質、糖鎖、代謝産物等の多岐にわたるため、多用な分析
手法が必要となる。本講義では、生命科学で果たすオミックス解析
の役割を解説するとともに、最新の分析手法について紹介する。

オムニバス方式・
隔年
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

基
盤
科
目

医薬品有機化学特論

（概要）
医薬品は固有の化学構造をもつ化学物質である。本講義では、医薬
品やその薬理作用を有機化学の視点から眺め、化学構造式から得ら
れる情報について学修する。
　例えば、医薬品がどのようにして創製され、改良されてきたか
を、化学構造式の変遷から学ぶ。また、一連の医薬品に共通する部
分構造を比較し、薬理活性の鍵となるファーマコホアについて考察
する。さらに、医薬品と受容体や酵素との相互作用を官能基の物理
的、化学的性質を踏まえて理解する力を修得する。医薬品の作用機
構や代謝機構における化学変化を有機化学の視点で捉え、構造的類
似性という観点から他の医薬品に着目し、医薬品の未知の特性や問
題点を類推する能力を醸成する。

（オムニバス方式/全8回）

（10 前﨑　直容/2回）
中枢神経系に作用する医薬品：代表的な中枢神経系作用薬につい
て、その構造的特徴を有機化学的に理解し、薬理作用との関連につ
いて考察する。
末梢神経系に作用する医薬品：代表的な末梢神経系作用薬につい
て、その構造的特徴を有機化学的に理解し、薬理作用との関連につ
いて考察する。

（16 池尻　昌宏/3回）
循環器系疾患治療薬：降圧剤を中心にその構造的特徴や作用機序を
有機化学的に理解し、ドラッグデザインの要点について考察する。
抗炎症・アレルギー薬：炎症・アレルギーの原因となる生体分子の
構造的特徴について学ぶとともに、これらを阻害する抗炎症・アレ
ルギー薬の開発の歴史やドラッグデザインの意義について学ぶ。
感染症治療薬：感染症治療薬の分類と開発の歴史を学ぶ。その作用
機構や性質を化学構造に基づいて理解するとともに、ドラッグデザ
インの意義について学ぶ。

（23 広川　美視/3回）
代謝系疾患治療薬：生体反応の観点から代謝系疾患治療薬の構造的
特徴について学ぶとともに、ドラッグデザインの意義について学
ぶ。
消化器系疾患治療薬：代表的な消化器系疾患治療薬について、その
構造的特徴を理解し、開発の歴史とドラッグデザインの意義につい
て学ぶ。
抗悪性腫瘍薬：代表的な抗悪性腫瘍薬について、その作用機序や性
質を化学構造に基づいて理解するとともに、ドラッグデザインの要
点について学ぶ。

オムニバス方式・
隔年
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

基
盤
科
目

複合生命薬学特論

（概要）
多岐にわたる分野から構成されている薬学は、人の健康というひと
つの方向性を目指して相互に関係性を持って発展してきた。中でも
生命薬学は新たな医療を開拓していくための中核を成している。本
講義では、まず生命活動の根本的な原理を識るために、生命薬学全
般に関わるゲノム理論を理解する。また、医薬品の薬効、副作用、
相互作用の原理となる細胞応答、および生体バリア機構と免疫系が
協調して働く生体防御機構を分子レベルで理解する。さらに、個別
化医療に応用されているバイオマーカーなどの最新知見、リスクマ
ネジメントに応用されている生命薬学など、医療の質の向上に直接
的に必要となる基盤的知識を修得し、課題解決へと導く複合的な視
点を養う。

（オムニバス方式/全8回）

（4 坂崎　文俊/1回）
変貌する食薬：錠剤型健康食品の普及にともない、通常の食事では
ありえないほど大量の食品成分を摂取する機会が増加し、新たな注
意が必要となっている。健康増進を目的に使用される食品の分子的
作用機構や、併用医薬品の薬効・体内動態に及ぼす健康食品の相互
作用に関して最新の知見を含め解説する。

（6 冨田　晃司/1回）
ゲノム：ゲノムはその生物の遺伝情報の全てを含む。近年ヒトを初
めとしてさまざまな生物の全ゲノムが解読されており、全ゲノムが
解析された生物は哺乳動物約50種、真核生物約400種、バクテリア約
4000種にのぼる。本講義では、ゲノムとはどのようなものかという
知識に始まり、それを今後生命薬学全般にどのように活用していく
かについて解説する。

（7 戸村　道夫/1回）
生体防御：生体バリア機構は、外界からの侵襲に対して働く。一
方、免疫系は、外来異物と共に、がんなどの内的異物を認識して排
除する。そこで、本講義では生体バリア機構と免疫系が協調して働
く生体防御機構について解説する。

（8 中田　雄一郎/1回）
ヒトの健康を保証する：最近承認された医薬品の有効性、安全性、
品質が如何に担保されているかを医薬品の審査報告書等の資料を整
理・分析することで理解する。申請過程で議論になった有効性・安
全性・品質の各課題を検証し、申請業務における有効性・安全性・
品質に関する考え方の実際を解説する。

（12 名德　倫明/1回）
薬物の適正使用：薬物を適正に使用するには、薬理学的、動態学
的、薬剤学的など、様々な要因を総合的に判断する必要がある。ま
た、個々の患者の病態も考慮しなければならない。そこで、医療用
麻薬を例に取って、患者・医薬品情報を読み解き、薬物の適正使用
の判断に繋げる方法を解説する。

オムニバス方式
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

基
盤
科
目

複合生命薬学特論

（17 池田　賢二/1回）
リスクマネジメント：個別化医療の実践のためには、患者のモニタ
リングと医療者への情報提供が不可欠である。患者背景を科学的に
把握することによって、医薬品のベネフィット・リスクバランスを
良好に保つために、遺伝子診断による適正な薬物治療選択法、薬物
代謝酵素やトランスポーターの遺伝子多型による動態変化、および
胎児暴露の影響解析などリスクマネジメント手法について解説す
る。

(22 西中　徹/1回）
細胞応答：生物を構成する細胞は、医薬品などの化学物質や種々の
ストレスに応答し、遺伝子やタンパク質の発現および代謝の変化を
もたらす。これらの変化は疾患の要因となる一方、医薬品の薬効お
よび相互作用発現の原理となる。本講義では、このような細胞応答
のメカニズムについて分子レベルで解説する。

（② 上田　一仁/1回）
個別化医療：近年、免疫チェックポイントを標的にした抗体医薬が
開発され注目を集めている。このような分子標的薬をそれぞれの患
者に適正に使用するためには、その効果や安全性を予測するための
コンパニオン診断が必要である。腫瘍細胞のタンパク発現やゲノム
変異の解析など、コンパニオン診断に用いられるバイオマーカーに
ついて、最新の知見も含め解説する。

オムニバス方式
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

専
門
科
目

地域医療薬学特論

（概要）
医薬品の適正使用、そして地域住民の健康維持向上、地域医療を担
ううえで必要な基盤的知識を学び、薬物共同管理に参画に必要な知
識・技能を習得する。また、セルフメディケーションのあり方やそ
のために必要な定量的評価法を理解する。今後増えることが予測さ
れる在宅医療において、患者の状態からの副作用等の評価方法、ま
た栄養管理や緩和医療における知識を修得する。さらには、地域住
民の予防的健康管理に必須となる感染予防や環境管理、日用品の中
毒などの知識についても修得する。

（オムニバス方式/全15回）

（3 小西　廣己/1回）
在宅医療における感染管理：在宅医療での輸液管理において、感染
制御は薬剤師の重要な役割である。特にカテーテル関連血流感染
（CRBSI）の対策が重要であり、CRBSIの原因や予防対策を理解しな
ければならない。そこで最新の知見をもとに、感染管理について解
説する。

（4 坂崎　文俊/1回）
日用品による中毒：ドラッグストアやホームセンターで住居用殺虫
剤・殺鼠剤および園芸用農薬が販売され、生活環境中では意外にも
多くの有害物質が使用されている。日用品に含有される有害物質
や、中毒情報センターへの問い合わせ事例を紹介し、中毒医療への
薬剤師の貢献について解説する。

（5 谷　佳津治/1回）
地域医療と市中感染：地域医療の推進は市中の易感染者を増やすこ
とである。そのため市中感染においても日和見感染などへの配慮が
必要とされる。ここでは最新の知見をもとに、市中感染の起因微生
物、感染経路さらに感染予防について解説する。

（12 名德　倫明/4回）
地域医療において薬剤師に求められる能力：地域の薬局は地域医療
連携において中心的位置を担い、薬剤師に求められる役割も多様化
してきている。それらに応じていくにあたって、薬剤師に求められ
る資質について解説する。
在宅医療における静脈栄養管理：在宅医療患者の中には栄養状態が
低下している患者も多く、静脈栄養療法（TPN及びPPN）を施行して
いる。しかし、患者の病態により、必要栄養投与量もことなり、患
者個々の処方設計を行わなくてはならない。そこで、患者に最適な
処方設計・支援について解説する。
在宅医療における経腸栄養管理：栄養療法として、消化管機能が正
常の患者には経腸栄養療法が多く行われる。しかし経腸栄養による
有害事象として誤嚥性肺炎や下痢等が起こる。これら有害事象の対
策として栄養剤の半固形化が行われている。そこで半固形に焦点を
あて、適正な経腸栄養剤の使用方法や処方設計、また経腸栄養剤と
薬剤との相互作用を解説する。
在宅医療における疼痛管理：在宅医療患者では多くの終末期患者が
対象となる。終末期患者の治療の中心は疼痛管理であり、オピオイ
ドが汎用される。特に近年多くのオピオイド製剤が使用可能とな
り、使用方法も煩雑となっている。そこで疼痛管理の必要な患者へ
の処方設計・支援について解説する。

オムニバス方式・
隔年
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

専
門
科
目

地域医療薬学特論

（15 米田　耕造/2回）
在宅患者の症状から見る副作用：在宅医療で投与された薬剤で、そ
の副作用が顕在化することはしばしばある。なぜなら患者の大部分
は老齢者で、肝機能、腎機能が低下しているからである。薬疹とは
体内に摂取された薬剤やその代謝産物により誘発される皮膚・粘膜
の発疹である。薬剤ごとに好発病型があることが知られているが、
薬剤歴の聴取も大事である。薬疹の皮膚症状を中心に解説する。
薬剤師の責務～医学の視点から：薬剤師は、近年の医療ならびに医
療制度改革を理解し、地域住民に、医師と共働して、充実した医療
を提供する責務がある。そのためには、疾病の予防・薬物治療・福
祉が三位一体として機能しなければならない。特に薬物治療につい
ては、積極的に提案しなければならない場面も多々あることが予想
される。薬剤師の地域医療における重要性はますます重要になるの
で、医学の視点より薬剤師の責務について解説する。

（18 楠本　豊/1回）
オーラルケアを含めたセルフメディケーション：社会の高齢化に伴
い、齲食や歯周病に加え、嚥下障害、誤嚥性肺炎などが問題とな
り、顎口腔機能の維持が重要視されている。また、種々の疾患と顎
口腔内状態の関係が指摘されている。本講義では、健康維持やこれ
ら疾患に対し、通常用いられるセルフメディケーションに加え、顎
口腔機能維持のためのオーラルケアについて解説する。

（25 長井　克仁/4回）
薬局開設：薬局は地域医療の中で重要な位置を占めるが、単に開設
許可および指定を受けるだけでそれが機能するわけではない。ここ
では、様々な許可・届出を通して地域医療のために必要な薬局開設
の過程を解説する。
薬局製剤：薬局製剤はそこの薬剤師が自ら製造し、販売することが
できる薬局独特のものである。ここでは、薬局製剤の特徴や歴史を
見る中で、一般用医薬品が市販されている中での薬局製剤の意義・
必要性について解説する。
セルフメディケーションのあり方：生活者のセルフメディケーショ
ンに対する関心が高まる中、薬局薬剤師の果たすべき役割は大きく
なっている。ここでは実際の症例を通じて一般用医薬品の選択方法
や受診勧奨すべき事例を紹介・解説する。また、今後も増加が予測
される生活習慣病を未然に防ぐため、食事、運動、睡眠、飲酒およ
び喫煙に対する薬剤師の情報提供のあり方について解説する。
在宅医療における薬剤師の役割：高齢化社会が進む中、在宅医療の
実施が推奨されている。ここでは、医療経済を踏まえて在宅医療の
これまでの流れを理解した上で、今後の在宅医療における薬剤師の
役割を解説する。

（② 上田　一仁/1回）
セルフメディケーションの定量的評価：臨床検査技師等に関する法
律が一部改正され、薬局でも、自己採取法により得た微量検体を用
いた生化学検査や薬物血中濃度測定、いわゆるマイクロTDMが可能と
なった。薬局では、患者から聴き取った情報に加え、マイクロTDMに
よる定量的データを得ることで、薬物治療のより適正な管理が可能
になる。このマイクロTDMに関する最新の知見と、実施するにあたっ
ての注意点および精度管理について解説する。

オムニバス方式・
隔年
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

専
門
科
目

食品機能学特論

（概要）
食品はヒトの健康に深く関わり、その機能は生命維持に必須の栄養
素としてだけではなく、内・外分泌系、免疫系および神経系などを
介した恒常性維持に関わり、生活習慣病の予防や感染防御に寄与す
る。この働きは食品の三次機能とよばれ、今日では健康維持・増進
のために、積極的に活用されつつある。近年の研究により、かつて
は経験的に試みられてきた三次機能の活用に対し、科学的根拠が提
示されつつある。その一方で、いまだに科学的エビデンスが明確で
ないケースも見受けられ、誤った利用は健康を損ね、あるいは医薬
品との併用において医薬品の主作用・副作用に影響を及ぼす。本講
義では、食品成分、健康食品・サプリメント、プロバイオティクス
の生体調整機能や、医薬品との相互作用などについて、分子レベル
から生物個体レベルで理解する。

（オムニバス方式/全8回）

（4 坂崎　文俊/3回）
健康食品・サプリメントの薬学的裏付け：栄養機能食品に適応でき
る栄養素や現在認可されている特定保健用食品および現在届け出ら
れている機能性表示食品について、関与成分と作用機構を紹介す
る。また国立健康・栄養研究所が公開しているデータベース等、薬
剤師が参照すべき適切な情報源を紹介する。
健康食品と医薬品との相互作用：医薬品の効果を損なうことなく、
健康食品を摂取するにあたって、基本となる健康食品の作用機構を
医薬品の作用機構と対比し考察し、薬剤師が適切な指導を行ううえ
で必要な知識について解説する。
臨床における食品機能の活用と栄養指導：健康食品に焦点を絞り、
食品機能の活用と栄養指導における留意点について解説する。

（5 谷　佳津治/1回）
プレバイオティクス・プロバイオティクス、微生物の網羅解析：プ
レバイオティクス・プロバイオティクスによる腸管内微生物叢の
種・機能の変化、さらに腸管内微生物とヒトの健康の関係について
最新の知見をもとに考える。

（6 冨田　晃司/2回）
食品のもつ生体調節機能（1）：食品の生体調節機能にはどのような
ものがあるか、生化学的、分子生物的な面から概説する。
食品のもつ生体調整機能（2）：食品成分の機能性（三次機能）に関
して、法的、生化学的、分子生化学的な面での食品や栄養素の生理
作用を理解したうえで、高血圧、肥満・糖尿病、脂質代謝異常など
様々な疾患に対して食品の生体調節機能が及ぼす作用について概説
する。

（7 戸村　道夫/2回）
食品と免疫：各種食品に含まれる栄養成分による免疫系制御の可能
性について解説する。
腸管免疫：食品の腸管免疫系に対する最新の知見をもとに、食物に
よる腸管免疫系を介した全身の免疫調節作用の可能性を理解する。

オムニバス方式・
隔年
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

専
門
科
目

チーム医療薬学特論

（概要）
医学の進歩や高齢化が進行する中、最適な医療を患者に提供するた
めに、医師、薬剤師、看護師等など各種専門職がそれぞれの専門的
な知識・技能を結集する横断的な「チーム医療」の重要性が増して
おり、その充実が求められている。薬剤師は医薬品の特性をしっか
りと理解し、医薬品を通して患者を診ることが重要である。そのた
めには、薬物の製剤学特性や薬物動態を理解し、また、薬剤の検査
値への影響も重要となる。さらには、情報の適切な利用法も必要が
ある。そこで、薬剤師がチーム医療でその専門性を発揮し、医療現
場における薬学上の問題を解決していく上で基盤となるこれらの専
門的知識を修得する。

（オムニバス方式/全8回）

（3 小西　廣己/2回）：病態と薬物動態の変化
様々な疾患を有する患者の薬物動態学的特性を各種パラメータの変
動に関連させ、薬物療法への応用について解説する。
薬物療法と検査値～薬物投与による検査値の変動：薬物療法を実践
する上で、治療効果の評価や副作用発現の有無の把握するための臨
床検査値の変化の意義およびその活用法と、薬物が検査測定値に与
える影響に関して講義するとともに、臨床検査値に立脚した医薬品
の選択法と用法・用量設定法についても解説する。

（8 中田　雄一郎/1回）
医薬品情報の適切な読み方：医薬品情報、特に副作用情報を適切に
読み解くことは、適正医療の実現において非常に重要である。そこ
でRMP（Risk Management Plan）を概説し、RMPを念頭に置いた医薬
品情報の適切な読み方を解説する。

（12 名德　倫明/1回）
チーム医療での薬剤師の役割：薬剤師は、薬のスペシャリストであ
る。しかし、チーム医療ではその知識を瞬時に判断する能力や他職
種とのコミュニケーション能力がより強く求められる。本講義で
は、栄養管理チーム（NST）での薬剤師の役割を例にとり、医師、看
護師、管理栄養士などとのディスカッションに必要な臨床知識や薬
学的観点について解説する。

（13 村上　正裕/2回）
薬物送達技術の進歩と医療：薬物治療に影響する薬物の送達技術並
びに体内動態の制御技術に対する理解を深めるために、医薬品に応
用されている薬物送達技術やその開発動向について紹介し、治療の
アウトカムや患者のQOLに影響する医薬品の体内動態制御の意義につ
いて解説する。
臨床製剤を考える：術後疼痛やがん性疼痛などの緩和ケアで重要
な、疼痛コントロールに使用される臨床製剤を中心に、高度な製剤
の構造・機能や特徴について解説する。また、症例に応じた適切な
製剤の選択と品質管理などの考察を通して、実務に資する製剤学的
視点を解説する。

（15 米田　耕造/1回）
薬剤師に求めるもの～医師との連携：薬剤師は、チーム医療におい
て医師の負担を軽減し、安全かつ安心できる薬物治療を提供できな
ければならない。すなわちハイリスク患者に対する医薬品の適正使
用を理解し、使用医薬品の副作用・相互作用マネジメントを行い、
医師に伝える必要がある。そして、実際に生じた副作用の回避や難
治の患者への対応について、処方提案ならびに処方設計を行わなけ
ればならない。以上のことをふまえ臨床医学の立場より、チーム医
療について解説する。

オムニバス方式・
隔年
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

チーム医療薬学特論

（17 池田　賢二/1回）
チーム医療における患者モニタリングと情報提供：医療情報検索、
Therapeutic Drug Monitoring (TDM)、医療コミュニケーションなど
の手段を用いた薬学的視点からの全人的な患者モニタリング法、お
よび薬物動態解析や統計解析などによる薬学的解析に基づいた患者
および医療者への情報提供の実例について解説する。

オムニバス方式・
隔年

専
門
科
目
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

専
門
科
目

臨床薬物動態学特論

（概要）
医薬品適正使用にあたっては、薬物の動態学的特性を把握し、解析
し、さらに臨床応用することで、薬物療法のベネフィット・リスク
バランスを改善することが肝要である。薬物の体内動態は、薬物代
謝酵素、トランスポーター蛋白の遺伝子発現や機能変化などの分子
レベルの変動、また年齢や病態などの生理学的な機能変化によって
顕著に影響を受ける。これら体内動態を変動させる因子を考慮した
上で、限られた薬物濃度情報から患者個々の体内動態の推移を予測
し、的確な処方支援を行うことは、薬剤師に課せられた重要な使命
のひとつである。本講義では、薬物治療における薬物動態学の役
割、および実地医療で遭遇する薬物相互作用に関する最新の知見、
発現メカニズムなどを解説し、処方支援に必要な各種動態モデルを
適切に臨床応用するために、Therapeutic Drug Monitoring (TDM)の
概念、Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD)理論の実務的な
活用法を修得する。

（オムニバス方式/全8回）

（3 小西　廣己/2回）
患者病態に応じた薬物動態変動とTDMに基づく処方支援の実践：個々
の患者で得られたTDMデータを薬物動態学的観点から解析することに
よる処方支援の実践例について講義する。
PK/PD理論と臨床応用：薬物動態学的特性と薬理効果や副作用発現な
どの薬力学的作用とを結びつけるPK/PDの考え方を中心に講義する。

（9 橋爪　孝典/3回）
薬物治療における薬物動態学の役割：薬物の体内動態を特徴づける
内的・外的因子などについて最新の知見を紹介し、薬物治療への応
用について講義する。
薬物相互作用とその予測法：日米欧三極の規制当局が推奨する、薬
物代謝酵素を介する薬物相互作用を中心にインビトロ評価法につい
て解説し、創薬の現場で非臨床実験データから臨床での相互作用を
定量的にシミュレートする手法について講義する。
臨床試験による薬物相互作用評価：臨床薬物相互作用試験に関する
ガイダンスを解説し、薬剤師が実地医療で用いる医薬品のインタ
ビューフォームや添付文書などに記載されている薬物相互作用の根
拠となる試験成績について講義する。

（17 池田　賢二/2回）
ポピュレーションファーマコキネティクスの臨床応用：個別化医
療、および育薬に繋がる臨床研究に必要な薬物動態スクリーニング
の実際的な用い方について講義する。
薬物動態パラメータ推定によるPK/PD解析の臨床応用：非線形混合効
果モデル(Nonlinear Mixed Effect Model: NONMEM)解析、およびモ
ンテカルロシミュレーションなどを用いて臨床応用されつつある臨
床薬物動態研究の紹介を含め、薬物動態解析の臨床応用について講
義する。

（25 長井　克仁/1回）
薬物動態とトランスポーター科学：薬物動態に関わるトランスポー
ターの最新の情報を紹介し、また各々のトランスポーターが薬物動
態に影響するか否かの評価方法や、トランスポーターを標的とした
薬物相互作用のスクリーニング方法をin vitro系およびin vivo系
に分けて講義する。

オムニバス方式・
隔年
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

専
門
科
目

分子病態生化学特論

（概要）
病気の発症・進展は、様々な分子の機能変化や分子間の相互作用な
ど、分子レベルでの複雑なイベントに起因する。したがって疾患に
対する治療戦略を立て、薬物治療を行っていく上で、その発症メカ
ニズムや病態を分子レベルで理解することが不可欠である。本講義
では、主要な疾患について、その病態生理学、病態生化学を学ぶと
ともに、最新の知見をもとにその発症・進展メカニズムを分子のレ
ベルで理解し、その知識を基盤として、分子の視点から見た病気の
診断法、予防法、治療法などについて考察する。

（オムニバス方式/全15回）

（5 谷　佳津治/2回）
感染症（1）：グローバルな視点から感染症を取り上げ、病原体の性
状・生態や発症メカニズムについて解説する。
感染症（2）：最新の感染症問題を取り上げ、病原体の性状や感染症
流行の要因などの現状および対処法について解説する。

（6 冨田　晃司/3回）
総論：疾病の原因や発生、進展、転帰を、細胞、組織、臓器の変化
として捉え、それを分子レベルで理解し、どのように治療していく
かについて解説する。
内分泌疾患（1）：甲状腺、副甲状腺の疾患に対する病態生理、検
査･診断法、最新の治療について解説する。
内分泌疾患（2）：視床下部-下垂体系および副腎の疾患に対する病
態生理、検査･診断法、最新の治療について解説する。

（11 水口　博之/2回）
呼吸器疾患：呼吸器疾患の病態や発症メカニズム、および予防・治
療法について解説する。
アレルギー疾患：アレルギー疾患の病態や発症メカニズム、および
予防・治療法について解説する。

（18 楠本　豊/2回）
免疫疾患：自己免疫疾患の関節リウマチの発症メカニズム、および
分子標的医薬である抗体医薬品等を用いた治療の現状について解説
する。
口腔疾患：口腔内の環境の特徴、および、う蝕、歯周病、口腔内腫
瘍、粘膜疾患、顎関節症などの口腔内疾患の発症メカニズムと治療
について解説する。

オムニバス方式・
隔年
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

（21 田中　高志/1回）
代謝性疾患（1）：肥満、メタボリックシンドロームおよび栄養の異
常の生理学と、これらの疾患の発症のメカニズム、病態生理、検査
および最新の治療について解説する。

（22 西中　徹/2回）
代謝性疾患（2）：糖尿病における高血糖状態が及ぼす細胞の機能変
化について、その分子メカニズムについて解説する。
悪性腫瘍：発癌に関与する癌原遺伝子や癌抑制遺伝子等の基本的な
機能、変異と機能変化、および癌化メカニズムについて解説する。

（③ 片岡　葉子/2回）
皮膚疾患（1）：皮膚の構造と機能、皮膚病理組織学、診断学、治療
学、および免疫臓器としての皮膚の機能について解説する。
皮膚疾患（2）：アトピー性皮膚炎と褥瘡について、皮膚の構造と機
能、皮膚病理組織学、診断学、治療学と関連づけて解説する。

（⑥ 山﨑　和裕/1回）
循環器疾患：心不全の基礎疾患である虚血性心疾患や弁膜症、心筋
症、心筋炎を含めた心不全の病態と診断について薬物治療も含めて
解説する。

専
門
科
目

分子病態生化学特論
オムニバス方式・

隔年
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

専
門
科
目

細胞工学特論

（概要）
遺伝子操作技術の進歩はめざましく、医薬品の研究・開発、遺伝子
組換え医薬品、実験動物の作製から遺伝子治療、再生医療まで、幅
広く使用されており、最新の解析技術を基本から精通しておくこと
が重要である。本講義では、遺伝子治療の基本となる遺伝子工学技
術や、再生医療に使用されるES細胞やiPS細胞を用いた細胞工学技術
について最新の知見とともに学び、これらの技術の医学・薬学への
応用について理解する。

（オムニバス方式/全8回）

（7 戸村　道夫/1回）
遺伝子改変技術の進歩とその応用(1)：生命現象の解明に必須な遺伝
子組換え動物の作製法の変遷と進歩、具体的な作製例について解説
する。

（11 水口　博之/1回）
ゲノム編集の基本と遺伝子発現解析：ゲノム編集について、その歴
史や原理、ゲノム編集を利用した遺伝子発現解析、ゲノム編集にお
ける社会的利点と問題点について最新の知見を交えて解説する。

（21 田中　高志/2回）
遺伝子工学(2)：PCR法の原理を詳述し、その応用について解説す
る。
遺伝子工学(3)：遺伝子の導入と遺伝子発現制御の原理と、その応用
について解説する。

（22 西中　徹/2回）
遺伝子工学(1)：遺伝子工学のcDNAクローニングにおいて必要な遺伝
子やプラスミドの構造、また真核および原核細胞における複製・転
写・翻訳機構の詳細と実際のクローニング法およびその応用につい
て解説する。
遺伝子工学技術を利用した医薬品の作製：遺伝子工学を利用した人
工的タンパク質の合成方法とその精製法、および医療への活用につ
いて解説する。

（④ 櫻井　英俊/2回）
遺伝子改変技術の進歩とその応用(2)：遺伝子工学技術を基本とした
遺伝子治療の変遷と進歩、具体的な疾患に対する応用例について解
説する。
遺伝子改変技術の進歩とその応用(3)：組織幹細胞や多能性幹細胞の
特性を理解し、それらを利用した遺伝子改変技術および再生医療へ
の応用について解説する。

オムニバス方式・
隔年
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

専
門
科
目

細胞解析学特論

（概要）
近年、真核生物、原核生物の細胞解析は飛躍的発展を遂げた。特に
光を利用した解析技術の進歩とともに、遺伝子発現、ポストゲノミ
クス解析手法の発展もめざましい。そこで、本講義では、光解析技
術では、バイオイメージングはもとより、免疫学的手法を応用した
免疫イメージング、フローサイトメトリー、さらに光刺激により細
胞を制御するオプトジェネティクスの技術など、細胞解析における
最新の光解析技術を基本原理から理解する。さらに、次世代シーケ
ンサーを用いた遺伝子発現とメタゲノム解析から、プロテオミク
ス、グライコミクス、およびリピドミクス解析に至るポストゲノミ
クス解析手法の原理と、薬学への応用と将来的展開について理解す
る。

（オムニバス方式/全8回）

（7 戸村　道夫/3回）
生命科学における蛍光・発光技術：基礎生物分野から、臨床検査ま
で使用されている蛍光、発光の原理から応用技術までを解説する。
蛍光タンパク質によるin vivoバイオイメージング：蛍光タンパク質
発現細胞および動物を用いたバイオイメージングについて解説す
る。
蛍光タンパク質の生物応用による生体内イベントの可視化と制御：
オプトジェネティクスなどを用いた新規蛍光タンパク質を用いた研
究法について解説する。

（11 水口　博之/1回）
蛍光タンパク質によるin vitro発現解析：蛍光タンパク質の歴史、
遺伝子工学的手法を用いた蛍光タンパク質を融合させた機能性タン
パク質の作製法、およびそれを利用した生理機能解析について解説
する。

（19 見坂　武彦/3回）
原核細胞のバイオイメージング：蛍光染色法を用いて、現存量、生
理活性、種類、機能を迅速に調べる新手法の基本的原理と応用につ
いて解説する。
メタゲノミクスによるマイクロバイオームの解析：次世代シーケン
サーを用いたメタゲノム解析の原理を述べ、臨床診断学、ヒトの腸
内細菌叢と疾患との関連、遺伝子資源の探索等への応用について解
説する。
生物の分子進化解析：遺伝子の変異や伝播等を通じて、生物が多様
化するプロセスを述べ、それらを検出する手法などについて解説す
る。

（27 山田　佳太/1回）
ポストゲノミクスによる細胞解析：ポストゲノミクスの役割および
有用性と、プロテオミクス、グライコミクス、およびリピドミクス
に使用される解析技術と応用について解説する。

オムニバス方式・
隔年
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

演
習
科
目

医療国際比較演習
オムニバス方式・

共同（一部）

（概要）
海外における医薬品開発動向や副作用情報、さらには医薬品の流通
や安全管理等に関する情報を自らがいち早く収集し、社会に還元す
るためには、国際的視野に立ち、考え、行動することが重要とな
る。本演習では、特定のテーマを各学生が選び、情報薬学特論で修
得した知識を活用してネット環境を用いて、海外の情報を収集、分
析、共有し、発表するための能力を培う。

（オムニバス方式/全15回）

（1 那須　正夫/2回）
イントロダクション：演習の目的、進め方について概説し、当日の
情報薬学特論での講義内容を教室のシステムを用いて体験する。
テーマの選択：海外における医薬品開発動向や副作用情報、さらに
は医薬品の流通や安全管理等、当演習でのテーマを各自決定する。

（1 那須　正夫/8回）  （3 小西　廣己/8回） 
（4 坂崎　文俊/8回）  （5 谷　佳津治/8回） 
（6 冨田　晃司/8回）  （7 戸村　道夫/8回）
（11 水口　博之/8回） （12 名德　倫明/8回）
（13 村上　正裕/8回） （14 森本　正太郎/8回）
（15 米田　耕造/8回） （17 池田　賢二/8回）
（19 見坂　武彦/8回） （22 西中　徹/8回）
（25 長井　克仁/8回）
海外情報の収集（1）：インターネットを通じて必要な情報を収集す
る。
海外情報の収集（2）：インターネットを通じて必要な情報を収集す
る。
海外情報の収集（3）：インターネットを通じて必要な情報を収集す
る。
海外情報の分析：収集した情報を精査し、まとめる。
プレゼンテーションの企画（1）：知的財産に考慮し、プレゼンテー
ションに使用する情報を決定する。
プレゼンテーションの企画（2）：プレゼンテーションに使用する情
報を決定する。
発表：各自のテーマについて英語で発表し、質疑応答を行う。
総合討論　

（14 森本　正太郎/1回）
セキュリティー、情報の信頼性：ネット社会におけるリスクを理解
し、その低減法を具体的に紹介する。

（17 池田　賢二/1回）
知的財産の利用法：インターネットにおける国内外の知的財産保護
について実例をもとに具体的に紹介する。

（28 小山　敏子/3回）
英語によるプレゼンテーション準備（1）：英語によるプレゼンテー
ションの基本を解説する。
プレゼンテーション資料の作成：英語によるプレゼンテーション資
料を作成する。
英語によるプレゼンテーション準備（2）：英語による口頭発表原稿
を作成する。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

（概要）
将来遭遇する様々な課題の解決には広い視野からの思考が必要とな
る。本演習では、薬学部各講座のコロキウムなどと連携し、幅広い
分野の多岐にわたる最先端の研究に触れる。そして、薬学の全体像
を把握するとともに、様々な視点から薬学を捉え、各分野における
最新の知見について学ぶことで、得られた科学的データから正しく
判断する力、および問題解決能力を培うことを目指す。

（オムニバス方式/全15回）

（2 伊藤　卓也/1回）
薬用植物や微生物などの天然資源由来の新規生物活性物質の探索研
究、及び最新のバイオテクノロジーを使った新規非天然型類縁体の
創製研究について討論する。

（4 坂崎　文俊/1回）
食品成分による免疫修飾作用に関する最新の知見を紹介し、食品を
通じたアレルギー制御の可能性について討論する。

（5 谷　佳津治/1回）
環境中における微生物・遺伝子の動態に関する最新の知見を紹介
し、ヒトと微生物の関わりについて討論する。

（8 中田　雄一郎/1回）
最近の新薬を例に取り上げ、探索から臨床試験、申請・承認の各段
階でどのような問題が生じ、解決されたかを医薬品医療機器総合機
構等で公開されている情報をもとに討論する。

（10 前﨑　直容/1回）
合成手法や構造活性相関に関する最新の知見を紹介し、化学反応の
反応機構や、生理活性発現の鍵となる化学構造について討論する。

（11 水口　博之/1回）
疾患発症シグナルを標的とした新規治療戦略に関する最新の知見を
紹介し、その有効性について討論する。

（13 村上　正裕/1回）
DDSに関する最新の知見を紹介し、医薬品のパラダイムシフトと求め
られる送達技術の変遷について討論する。

（16 池尻　昌宏/1回）
医薬品化学や生物有機化学に関する最新の知見を紹介し、薬物等の
分子レベルでの作用機序について討論する。

（18 楠本　豊/1回）
ワクチンや抗体医薬など、免疫学を応用した予防・治療法の最新の
知見を紹介し、その有効性ならびに問題点と今後の展望について討
論する。
　

オムニバス方式

演
習
科
目

薬学総合演習
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

演
習
科
目

薬学総合演習

（21 田中　高志/1回）
栄養素による遺伝子発現の制御に関する最新の知見を紹介し、栄養
素の働きと遺伝子の関わりについて分子生物学的な視点より討論す
る。

（22 西中　徹/1回）
疾患関連遺伝子とその働きに関する最新の知見を紹介し、病態の生
化学的メカニズムについて討論する。

（24 宇田川　周子/1回）
薬物治療にあたり、薬物の基本的な物性が及ぼす薬物治療への影響
と物性面から考える最適な薬物療法について、討議する。

（① 竹橋　正則/1回）
薬物治療の効果や安全性を予測するための検査に関する最新の知見
を紹介し、個別化医療の現状について討論する。

（25 長井　克仁/1回）
抗がん剤の副作用軽減に関する最新の知見を紹介し、最適ながん化
学療法のあり方について討論する。

（26 山形　雅代/1回）
疾患関連遺伝子の変異とその病態に関する最新の知見を紹介し、そ
の治療法と問題点について討論する。

オムニバス方式
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

演
習
科
目

特別演習

（概要）
主研究指導教員および副研究指導教員が担当し、特別研究に関連す
る最新の文献調査、発表などを通じて、内外における当該分野の現
状を理解する。また学生も自らの成果を発表する。さらに内外の関
連分野の研究者に最新の動向を発表していただき、学生自らの研究
の方向性、オリジナリティーを確認する。

（全30回）

生体機能薬学分野
（6 冨田　晃司/30回）（21 田中　高志/30回）
　代謝、発生に関わる遺伝子調節機能の理解による病態制御
（7 戸村　道夫/30回）（18 楠本　豊/30回）
　可視化による全身レベルの免疫系制御機構の理解による病態制御
（11 水口　博之/30回）
　疾患発症シグナルを標的とした新規アレルギー疾患治療法の開発
（13 村上　正裕/30回）
　バイオ医薬品を中心とする新規の経粘膜送達技術及び製剤（DDS）
　の開発
（14 森本　正太郎/30回）（24 宇田川　周子/30回）
　医薬品ならびに医薬品関連化合物の磁場効果を利用した品質制御
（22 西中　徹/30回）
　病態下において発現変動するタンパク質の機能と発現調節機構似
　関する研究

臨床薬学分野
（3 小西　廣己/30回）
　薬物相互作用とその発現メカニズムに関する研究
（12 名德　倫明/30回）
　臨床栄養および感染制御に関する研究
（15 米田　耕造/30回）（26 山形　雅代/30回）
　皮膚疾患の病態生理の解明と創薬
（17 池田　賢二/30回）
　妊娠時薬物療法の適正化に向けたin vitroモデルに関する研究
（25 長井　克仁/30回）
　医薬品誘発性組織障害に対する保護物質の探索研究

衛生薬学分野
（1 那須　正夫/30回）
　環境改変と水質・大気質に関する統合的理解
（4 坂崎　文俊/30回）（27 山田　佳太/30回）
　食品成分によるアレルギー症状改善作用の研究
（5 谷　佳津治/30回）
　環境細菌の生態に関する研究
（19 見坂　武彦/30回）
　地球規模での細菌の長距離移動に関する環境微生物学的研究

共同（一部）
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

特
別
研
究
科
目

特別研究

（概要）
特別研究科目では、個別指導により、各研究分野において研究者と
して必要となる高度な専門知識と思考力を身に付けるとともに、自
ら課題を見出し解決する能力を養い、最終的には博士論文を作成す
ることを目的とする。また、学生は、自らの研究を通じて複数の視
点から考え、視野を広げることの重要性を学ぶ。研究テーマは、1年
次に指導教員と学生が十分に相談して決定する。

（1 那須　正夫）
テーマ：環境改変と水質・大気質に関する統合的理解
衛生薬学は、ヒトが健康で安全に、安心して過ごせる環境をつくり
だすことを大きな目的のひとつにしている。生活様式の多様化や健
康に対する意識の変化などにより、身近な生活環境が局所的に改変
され、私たちの健康に影響を及ぼすことがある。生活環境の改変に
あたっては、生態系に対する影響などを複数の視点からとらえるこ
とが重要である。本特別研究では、水環境・大気環境中の微生物と
ナノパーティクルを生活環境の視点から統合的に考察するための学
際的な研究を進める。また閉鎖環境をモデルとして、ヒトと微生物
の関係を考究する。

（3 小西　廣己）
テーマ：薬物相互作用とその発現メカニズムに関する研究
医療現場で遭遇する薬物相互作用は、薬物療法の成否に影響する。
本特別研究では、正常ラットおよび各種の病態モデルラットを用
い、血中薬物濃度推移や組織移行性あるいは血漿タンパク結合能に
基づいた動態解析を行い、臨床上で起こりうる薬物相互作用の可能
性を評価する。さらに、薬物代謝過程に着目し、臓器ミクロソーム
分画中に存在する多様なシトクロムP450（CYP）分子種の代謝活性や
機能特性の変化を酵素反応速度論的に解析し、得られたパラメータ
を指標として考察するとともに、CYPタンパク発現量の変動と当該の
CYP分子に対応するmRNAへの転写調節との関連性などの分子レベルで
の制御機構の有無も明らかにする。このような相互作用の発生メカ
ニズムを多角的に探索することをとおして、その有効な回避法を含
め、医薬品適正使用に向けた基盤情報を得ることを目指す。

（4 坂崎　文俊）
テーマ：食品成分によるアレルギー症状改善作用の研究
免疫機能を修飾する健康食品の開発を目指し、環境因子によって影
響を受ける免疫応答を同定する。これまでに、エストラジオールが
アレルギー修飾作用を有するインターロイキン-18遺伝子発現を増強
することを明らかにしている。そこで他のエストロゲン作用物質、
およびエストロゲン抑制物質のアレルギー修飾作用について研究を
進める。またエタノールや脂質過酸化物に起因する酸化ストレス
や、セレン化合物など抗酸化物質によるアレルギーの感作段階にお
けるエフェクターメモリーTリンパ球の機能変化についても解析す
る。これらの研究を通じて、アレルギー症状を改善する食品の開発
を目指す。

（5 谷　佳津治）
テーマ：環境細菌の生態に関する研究
ヒトは常に多種多様な細菌とともに生活していることから、ヒトの
健康を保証するうえで、共存する細菌を理解することが重要であ
る。培養法は細菌学において基本的かつ重要な技術である一方で、
環境中の細菌の多くが通常法では培養できず、その現存量を見積も
ることさえ困難な場合がある。本特別研究では、蛍光染色法や分子
生物学的手法などの培養に依存しない手法を用いて、ヒトを取り巻
く細菌の現存量や群集構造、また生理活性や機能を明らかにする。
また突然変異や遺伝子水平伝播による環境細菌の機能変化について
解析する。これらの研究は、環境細菌の真の姿に迫るものであり、
得られた知見は、基礎微生物学のみならず、製薬や食品分野などに
おける微生物コントロールや微生物リスクの低減などにも寄与す
る。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

特
別
研
究
科
目

特別研究

（6 冨田　晃司）
テーマ：代謝、発生に関わる遺伝子調節機能の理解による病態制御
発生や代謝に関わる遺伝子の機能、あるいはその遺伝子の発現に関
与する調節因子の機能についてレポータージーンアッセイをはじめ
種々の実験を行うことで解析し、分子レベルで関連する遺伝子発現
の制御機構の解明を試みる。糖尿病およびその合併症などの代謝性
疾患の発症には、遺伝子そのもの、あるいは他の遺伝子発現過程へ
の作用によって引き起こされることがある。分子生物学の手法を用
いてこれらの遺伝子発現のメカニズムを調べることでより深く病態
や発症の機序を理解することを目指す。

（7 戸村　道夫）
テーマ：可視化による全身レベルの免疫系制御機構の理解による病
態制御
色変換蛍光タンパク質発現マウスを用いた臓器間免疫細胞動態評価
系、生理機能を可視化出来る新規蛍光タンパク質発現マウス、およ
び細胞系列特異的に蛍光タンパク質を発現するマウスなどを用い
た、生体イメージングおよび透明化組織の3次元広領域顕微鏡イメー
ジング、単細胞レベルのタンパク質および遺伝子発現解析技術など
最先端の解析手法を組み合わせて用い、免疫系病態モデル、特にア
レルギー、腫瘍、腸管免疫系、および口腔免疫系を解析する。そし
て、免疫系制御機構に関する新しい概念を提唱し、得られた知見を
応用した病態制御を目的として研究する。

（11 水口　博之）
テーマ：疾患発症シグナルを標的とした新規アレルギー疾患治療法
の開発
症状の重篤性に強くリンクする疾患感受性遺伝子の発現シグナルを
標的とする薬物は、次世代治療薬の有力候補である。これまでに、
アレルギー性鼻炎の疾患感受性遺伝子としてヒスタミンH1受容体遺
伝子及びIL-9遺伝子を、また、好酸球性炎症による鼻閉などの慢性
症状の疾患感受性遺伝子としてIL-33遺伝子を見出している。そこ
で、これらの遺伝子発現調節機構を明らかにし、天然物由来遺伝子
発現抑制化合物を用いたアレルギー性鼻炎の克服を目指す。

（12 名德　倫明）
テーマ：臨床栄養および感染制御に関する研究
患者の多くは栄養状態が悪く、輸液や経腸栄養剤にて栄養を補給し
ている。本特別研究では脂肪乳剤での配合変化、薬剤と経腸栄養剤
との相互作用等を評価し、静脈栄養療法や経腸栄養療法を行う上で
の医薬品の適正使用法を探索する。また、医療現場で大きな問題と
なっている感染症の原因となる輸液の微生物汚染の影響を評価し、
適正な使用方法を提案する。さらに、臨床現場で発生する様々な問
題を解決するために、栄養管理チーム（NST）および緩和ケアチーム
(PCT)から得られた臨床データ等を利用して、臨床現場と共同で研究
を行う。

（13 村上　正裕）
テーマ：バイオ医薬品を中心とする新規の経粘膜送達技術及び製剤
（DDS）の開発
生理活性ペプチドや核酸医薬の安定性の確保、有効性及び安全性の
改善のための送達技術並びに製剤の設計・試作・評価、製剤化の方
法を研究・開発する。またバイオ医薬品のCMCに関する研究に取り組
み、次世代医薬品の製剤特性に関する基盤的知見を集積する。さら
には、臨床現場における薬剤学上の課題を解決するため、バイオ医
薬品の新規経粘膜送達技術の開発ならびに、患者への負担の少ない
経口DDSの開発を目指す。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

特
別
研
究
科
目

特別研究

（14 森本　正太郎）
テーマ：医薬品ならびに医薬品関連化合物の磁場効果を利用した品
質制御
常磁性金属を含む溶液に対する磁場効果に由来する擬似無重力状態
の発生により、医薬品関連化合物の良質な結晶の合成が可能であ
る。溶液中の金属イオンの磁性により、金属の結晶成長に伴う、形
成速度や形状を含む金属樹の形成過程には、弱い磁場であっても可
視的に分析可能な磁場効果を与えること明らかとなってきた。既知
の磁場効果を説明するためには、磁場中での溶液の運動に対して、
計算機を用いたシミュレーションによるアプローチを合わせること
が必要不可欠である。既知の磁場効果を踏まえ、実験と計算機シ
ミュレーションの両面から医薬品ならびに医薬品関連化合物の磁場
効果を利用した品質制御への応用を探索する。

（15 米田　耕造）
テーマ：皮膚疾患の病態生理の解明と創薬
近年皮膚の角化のメカニズムが次々と明らかになってきた。それと
同時に分子遺伝学の発展にともない数多くの遺伝性皮膚疾患の原因
となる遺伝子の変異が同定されてきた。しかし、遺伝子変異が具体
的な臨床症状を引き起こす分子レベルでの解析ならびに創薬はまだ
緒に就いたばかりである。これらの分子レベルでの解析を進め、お
のおのの皮膚疾患の病態生理の詳細を明らかにし、それにもとづく
科学的創薬を目指す。

（17 池田　賢二）
テーマ：妊娠時薬物療法の適正化に向けたin vitroモデルに関する
研究
医薬品の胎児安全性は、催奇形性、胎児毒性、胎児移行性などいく
つもの評価項目から総合して判断する必要があるが、正確にヒト胎
児安全性情報を得ることは困難である。中でも、医薬品のヒト胎児
移行性情報は極めて乏しい。母体―胎児血間で物質交換を行ってい
る主要細胞層は、胎盤内絨毛組織の最外殻を構成するシンシチオト
ロホブラスト（栄養膜合胞体）層である。本特別研究では、絨毛が
ん細胞株、およびiPS細胞由来シンシチオトロホブラスト層を用いた
in vitro医薬品胎児移行性モデルを構築し、医薬品のヒト胎児移行
性を評価する。また、胎児血中濃度を予測することによって最適な
妊娠時薬物療法を提案することを目的に、胎児ユニットを付加した
薬物体内動態予測モデルの研究を行う。

（19 見坂　武彦）
テーマ：地球規模での細菌の長距離移動に関する環境微生物学的研
究
微生物は地球上の広い範囲を移動し、生息に適した環境に定着する
と考えられる。渡り鳥とともに細菌が短時間のうちに長距離移動
し、種々の生物の生態やヒトの健康に対して影響を与える場合があ
るものの、その移動の実態についてはいまだ不明な点が多い。蛍光
染色法や分子生態学的手法を用いて、渡り鳥の腸内細菌を対象とし
て、群集構造、抗生物質耐性、ゲノム構造などを解析し、公衆衛生
学観点から危害微生物の地球規模での環境内動態を理解することを
目的として研究を行う。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（薬学研究科薬学専攻）

科目
区分

特
別
研
究
科
目

特別研究

（22 西中　徹）
テーマ：病態下において発現変動するタンパク質の機能と発現調節
機構似関する研究
細胞の癌化や生活習慣等に起因する細胞内外からの種々のストレス
は、一連のタンパク質の発現を変化させ、それが癌や生活習慣病の
悪化の一因となる。そこで、これら病的状況下において発現が変動
するタンパク質を同定し、これらの生理機能や発現調節機構を解析
することにより、疾病やストレスによって引き起こされる細胞機能
の変化や各病態との関係について明らかにする。

（25 長井　克仁）
テーマ：医薬品誘発性組織障害に対する保護物質の探索研究
医療現場において、薬物による組織障害などの副作用は時として致
死的状況に陥ることもある重大な課題であり、特に抗がん剤による
化学療法時に頻繁に遭遇する。本特別研究は、これら副作用を回避
し得る物質を見出すことを目的とする。動物実験で各種組織障害の
指標マーカーの変動や組織形態学的変化を解析して、医薬品副作用
を抑制する物質を探索し、組織障害の原因となる炎症や酸化的スト
レスに対するその物質の関与を検討する。また培養細胞を用いて、
その物質のシグナル伝達系やアポトーシスへの関与を検証する。さ
らに得られた情報を基に、患者のQOLの向上を目指す。
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平成30年度
入学
定員

編入学
定員

収容
定員 　 平成31年度

入学
定員

編入学
定員

収容
定員 変更の事由

大阪大谷大学 大阪大谷大学

　 文学部 　 文学部

　　  日本語日本文学科 50 ‐ 200 　　  日本語日本文学科 50 ‐ 200

　　  歴史文化学科 50 ‐ 200 　　  歴史文化学科 50 ‐ 200

　 教育学部 　 教育学部

　　  教育学科 230 ‐ 920 　　  教育学科 230 ‐ 920

   人間社会学部    人間社会学部

　　　人間社会学科 80 ‐ 320 　　　人間社会学科 80 ‐ 320

　　　スポーツ健康学科 100 ‐ 400 　　　スポーツ健康学科 100 ‐ 400

   薬学部    薬学部

      薬学科（6年制） 140 ‐ 840       薬学科（6年制） 140 ‐ 840

計 650 ‐ 2880 計 650 ‐ 2880

　 教育専攻科 25 ‐ 25 　 教育専攻科 25 ‐ 25

計 25 ‐ 25 計 25 ‐ 25

大阪大谷大学大学院 大阪大谷大学大学院

   文学研究科　    文学研究科　

　　  国語学国文学専攻(M) 6 ‐ 12 　　  国語学国文学専攻(M) 6 ‐ 12

　　  国語学国文学専攻(D) 3 ‐ 9 　　  国語学国文学専攻(D) 3 ‐ 9

　　  歴史文化学専攻(M) 4 ‐ 8 　　  歴史文化学専攻(M) 4 ‐ 8

　　  歴史文化学専攻(D) 2 ‐ 6 　　  歴史文化学専攻(D) 2 ‐ 6

計 15 ‐ 35    薬学研究科 研究科の設置

　　　薬学専攻(4年制D) 3 ‐ 12 （認可申請）

計 18 ‐ 47

学校法人大谷学園　設置認可等に関わる組織の移行表
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１（書類等の題名）

校地校舎等の図面 都道府県内における位置関係の図面

２（出典）

株式会社 昭文社 

３（引用範囲）

大阪府を中心とした近畿地方の部分を引用 

４ （その他の説明） 

本学の校地、校舎の位置関係を示すため、地図上に所要の事項を記入した。
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最寄り駅からの距離や交通機関がわかる図面 

滝谷不動駅か

ら大学までの

距離約 600ｍ 



１（書類等の題名）

校地校舎等の図面 校舎、運動場等の配置図

２（出典）

𠮷𠮷田地図株式会社 

３（引用範囲）

『精密住宅地図 富田林市（南部）』 

  41 ページ、42ページ、55ページ、56ページ、72ページ 

４ （その他の説明） 

本学の校舎、運動場等の位置関係を示すため、地図上に所要の事項を記入した。





亡コ校地面積に算入

'I';" 

• ―-峙ヤ

3



- 1 -

大阪大谷大学大学院学則（案） 

昭和 50年 4月 1日 制定 

平成 31年 4月 1日 改正 

第 1 章 総    則 

第 1 条 大阪大谷大学大学院（以下「本大学院」という。）は、学問の真理と大乗仏教の精神を尊重し、

学術の理論および応用を教授研究し、社会の発展と文化の向上に寄与することを目的とする。 

第 2 条 本大学院は教育研究水準の向上を図り、第 1 条の目的を達成するため、自ら点検・評価に

努める。 

2 点検・評価の実施に必要な事項は、別に定める。 

第 3条 本大学院の課程は、博士課程とする。 

2 博士課程はこれを前期 2年の課程および後期 3年の課程に区分し、その前期 2年の課程を博

士前期課程（以下「前期課程」という。）として取扱い、後期 3 年の課程を博士後期課程（以下「後

期課程」という。）とする。 

3 前項の規定にかかわらず、薬学研究科博士課程については前項の区分を設けないものとする。 

第 4 条 前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力またはこれ

に加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 

第5条 後期課程ならびに薬学研究科博士課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活

動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力およびその

基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

第 6条 本大学院に次の研究科をおき、専攻を設ける。 

研究科 専攻 課程 

文学研究科 

国語学国文学専攻 
博士前期課程 

博士後期課程 

歴史文化学専攻 
博士前期課程 

博士後期課程 

薬学研究科 薬学専攻 博士課程 

2 前項の各専攻の目的は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 国語学国文学専攻

上代から現代に至る日本語と日本文学の諸相、ひいては日本文化についての豊かな学識を備え、

高い研究能力と後進を指導する力を併せ持った人材を育成する。 

(2) 歴史文化学専攻

人類が過去に培い、育んできた歴史文化の諸事象を、歴史学・美術史学・考古学の領域から研究
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し、専門的研究者としての人材を育成する。 

(3) 薬学専攻 

近年の生命科学、化学、情報学、医療等の急速な進歩を踏まえて、多様な課題に高度かつ先

進的な専門知識及び思考力をもって取り組むとともに、新たな道を切り拓く先導的な人材を育成

する。 

第 7条 前期課程の修業年限は 2年、後期課程の修業年限は 3年とする。ただし、薬学研究科博士

課程の修業年限は 4年とする。 

第 8 条 大学院の在学期間は、前期課程においては通算 4 年を超えることはできない。後期課程に

おいては、通算 6年を超えることができない。ただし、薬学研究科博士課程の在学期間は通算 8年

を超えることができない。 

 

第 9条 本大学院の入学定員・収容定員は、次のとおりとする。 

研究科 専 攻 

博  士  課  程 

前期課程 後期課程 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

文学研究科 
国語学国文学専攻 6 12 3 9 

歴史文化学専攻 4 8 2 6 

計 10 20 5 15 

研究科 専 攻 博  士  課  程 

薬学研究科 薬学専攻 
入学定員 収容定員 

3 12 

計 3 12 

 

第 2章 授業科目と単位制 

 

第 10条 本大学院の授業科目・単位数および履修方法については、別表 1において定める。 

第 11 条 文学研究科において、中学校教諭 1 種免許状・高等学校教諭 1 種免許状授与の所要資

格を有する者で、当該免許教科に係る中学校教諭専修免許状・高等学校教諭専修免許状の所

要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法および教育職員免許法施行規則に定める、所

要の単位を修得しなければならない。 

2 専修免許状の所要資格を取得するための教科に関する専門教育科目は、別表 1 に定める授

業科目のうちから修得しなければならない。ただし、下記授業科目は、専修免許状の所要資格

を取得するための単位数に含めない。 

   国語学国文学専攻  「国語」 

     民俗学特殊研究           4単位 
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     日本美術史特殊研究         4単位 

     日本語教育学特殊研究        4単位 

   歴史文化学専攻   「地理歴史」「社会」 

     歴史文化学外書講読Ⅰ         4単位 

     歴史文化学外書講読Ⅱ         4単位 

3 文学研究科において、当該所要資格を取得できる中学校教諭専修免許状・高等学校教諭専

修免許状の免許教科の種類は、次のとおりとする。 

研究科 専 攻 免許教科の種類 

文学研究科 

国語学国文学専攻 国    語 

歴史文化学専攻 
地理歴史(高等学校) 

社会(中学) 

 

第 3章 課程の修了および学位の授与 

 

第 12条 本大学院において、正規の授業を受け、所定の科目を履修した者に対しては、各科目の評

価方法に基づいて評価し、評価基準を満たしたものに所定の単位を与える。 

第 13条 前期課程を修了するためには、当該課程に 2年以上在学し、本大学院学則別表 1に定め

る単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および最終試験に合格しな

ければならない。 

第 14条 後期課程を修了するためには、当該課程に 3年以上、薬学研究科博士課程では 4年以上

在学し、本学大学院学則別表 1 に定める単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、博士

論文の審査および最終試験に合格しなければならない。 

2 後期課程に 3 年以上、あるいは薬学研究科博士課程に 4 年以上在学して所定の単位を修得

した者には、単位修得証書を授与する。 

3 後期課程において所定の期間在学し、所定の単位を修得した者が、博士の学位論文提出の

ため引き続き在学しようとするときは、在学しようとする前年度の 2 月 5 日までに所定の手続きを

経なければならない。 

4 後期課程単位修得退学者が大学を離れた後、改めて博士（課程博士）の学位論文提出を希

望する場合、後期課程に再入学しなければならない。 

第 15 条 学長は研究科委員会及び大学院委員会の議を経て、前期課程を修了した者には修士の

学位を、後期課程または薬学研究科博士課程を修了した者には博士の学位を授与する。 

第 16条 本大学院において授与する学位の種類は、次のとおりとする。 

  文学研究科 

   修士（国語学、国文学、文化財学、歴史文化学） 

   博士（文学） 

  薬学研究科 

   博士（薬学） 
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第 17 条 学位およびその授与についての必要事項は、大阪大谷大学学位規程において、これを定

める。 

 

第 4章 入学・編入学・休学・退学・再入学・復学 

 

第 18条 入学の時期は、学年の始め 4月とする。 

第 19 条 本大学院に入学を志願する者は、本大学院所定の入学手続きによって願い出るものとす

る。 

第 20条 本大学院の前期課程に入学することができる者は、次の各号の一つに該当する者とする。 

(1) 学校教育法に定める大学を卒業した者 

(2)独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者 

(3) 外国において学校教育における 16年の課程を修了した者 

(4) 専修学校の専門課程（修学年限が 4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準

を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定したものを文部大臣が定める日以後に修

了した者 

(5)文部科学大臣が指定した者 

(6)本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で 22歳に達した者 

第 21条 前期課程の入学志願者に対しては、学力検査を行う。 

2 学力検査は、専攻科目についての筆記試験・外国語試験（国語学国文学専攻は外国語試験

を除く。）・口述試験によって行う。 

第 22条 本大学院の後期課程に入学することができる者は、次の各号の一つに該当する者とする。 

(1)修士の学位または専門職学位を有する者 

(2)外国において修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3)文部科学大臣の指定した者 

(4)本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位または専門職学位を有する者と

同等以上の学力があると認めた者で 24歳に達した者 

第 23条 後期課程の入学志願者に対しては、学力検査を行う。 

2 学力検査は、専攻科目についての筆記試験・外国語試験（国語学国文学専攻は外国語試験

を除く。）・口述試験によって行う。 

第 24 条 本大学院の薬学研究科博士課程に入学できる者は、次の各号の一つに該当する者とす

る。 

(1) 6年制の薬学部を卒業した者 

(2) 修士の学位または専門職学位を有する者 

(3) 外国において修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 本大学院薬学研究科において、個別の入学資格審査により、第 1号または第 2号に定める

課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳以上の者 

第 25条 薬学研究科博士課程の入学志願者に対しては、学力検査を行う。 
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2 学力検査は、書類審査、筆記試験・外国語試験・口述試験によって行う。 

第 26条 他の大学院の学生が、所属大学長の承認書を添えて、本大学院文学研究科に編入学を願

い出たときは、欠員のある場合に限り選考の上、これを許可することがある。 

第 27条 入学を許可された者は、所定の期日に、所定の入学手続きを完了しなければならない。 

2 前項の手続きを怠るときは、入学許可を取り消すことがある。 

第 28 条 病気その他やむを得ない事由により、長期にわたり欠席しようとする者は、その事由を明記

し、保証人連署の上、休学を願い出、許可を得て休学することができる。 

2 休学は、当該学年限りとする。ただし、特別の事情のある場合は、引き続き一年に限り許可する

ことがある。 

3 休学期間は、前期課程は通算して 2 年、後期課程は通算して 3 年、薬学研究科博士課程は通

算して 4年を、それぞれ超えることができない。 

4 休学期間は、所定の在学期間に算入しない。 

第 29 条 休学者が復学しようとするときは、保証人との連署の上、復学を願い出、許可を得て復学す

ることができる。 

2 復学の時期は、原則として学年の始めとする。 

第 30 条 病気その他やむを得ない事由により、退学しようとする者および他の大学院へ転学しようと

する者は、その事由を明記し、保証人連署の上、願い出なければならない。 

第 31 条 正当な理由で退学した者または学則第 32条第 3 号による除籍者が、再入学を願い出たと

きには、研究科委員会の議を経て許否を決定する。 

2 再入学の時期は、学年の始めとする。 

3 再入学に関して必要な事項は、別に定める。 

第 32条  次の各号のいずれかに該当する者は除籍する。 

(1)第 8条に定める在学年限を超えた者

(2)第 28条第 3項に定める休学の期間を超えてなお復学できない者

(3)納付金の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

(4)長期にわたり所在不明の者

(5)修業の見込みがないと認められる者

(6)法に定める在留資格が得られない者

(7)死亡した者

第 5章 科目等履修生、聴講生および外国人留学生 

第33条 薬学研究科における授業科目中の、一科目または数科目の履修を希望する者があるときは、

正規の学生の学修に妨げがない限り、選考の上、科目等履修生として当該科目の履修を許可する

ことがある。 

2 科目等履修生に関する手続き等については、別にこれを定める。 

第34条 文学研究科における授業科目中の、一科目または数科目の聴講を希望する者があるときは、

正規の学生の学修に妨げがない限り、選考の上、聴講を許可することがある。 
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2 聴講生に関する手続き等については、別にこれを定める。 

第 35 条 外国人で本大学院に入学しようとする者に対しては、選考の上、外国人留学生として入学

を許可することができる。 

2 文学研究科外国人留学生として入学を志願することができる者は、次の各号の一つに該当する

者に限る。 

前期課程 

(1) 外国において、通常の課程による 16年の学校教育を修了した者。

(2) 日本において、外国人留学生として大学を卒業した者。

(3) 本大学院において、前(1)(2)に掲げる者と同等以上の学力を有すると認めた者。（ただし、日

本において通常の課程による学校教育を受けたと認定した外国人を除く。）

後期課程 

(1) 外国の大学院において、修士の学位に相当する学位を得た者。

(2) 日本の大学院において、外国人留学生として修士の学位を得た者。

3 外国人留学生の取り扱いについては、大阪大谷大学大学院外国人留学生規程の定めるところ

による。 

4  薬学研究科外国人留学生として入学を志願することができる者は、次の各号の一つに該当す

る者に限る。 

薬学研究科博士課程 

（１）外国の大学において、わが国の大学院修士課程または専門職学位課程に相当する学校教育

を修了し、これにより修士の学位に相当する学位を有する者。

第 6章 研 修 生 

第 36 条 修士の学位を有し、本学の施設を使用して研修を希望する者があるときは、選考の上、研

究科委員会の議を経て許否を決定する。 

2 研修生に関する手続き等については、別にこれを定める。 

第 7章 入学検定料・納付金 

第 37 条 入学（編入学・再入学を含む。）志願者は、入学検定料を所定の期日までに納付しなけれ

ばならない。 

2 入学検定料の額は別表 2に定めるところによる。 

3 すでに納付した入学検定料は返還しない。 

第 38条 納付金とは入学金、授業料、科目等履修料、聴講料、研修料をいう。 

2 納付金は所定の期日までに納付しなければならない。 

3 納付金の額は別表 2に定めるところによる。 

4 納付期日等については、別にこれを定める。 

5 休学中の納付金については、その休学期間が各期の全日にわたる場合に限り、別表 2 に定め
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るところとする。 

6 学則第 14 条第 3 項および第 4 項により、博士の学位論文提出のため在学する時の授業料は、

別表 2に定める。 

7 納付金を延納しなければならない事情があるときは、保証人との連署のうえ、所定の様式により延

納願を提出し、許可を受けなければならない。 

8 既納の納付金は、いかなる事情があろうともこれを返還しない。 

9 前項にかかわらず、別表 3 に定める入学試験による合格者が所定の入学辞退期間内に入学辞

退手続きを完了した場合に限り、入学金以外の納付金は返還することができる。 

第 8章 学生研究室 

第 39条 本大学院に、学生研究室を設ける。 

2 学部の施設は、必要に応じ、大学院学生の授業・指導および研究のために用いることができ

る。 

第 9章 賞 罰 

第 40条 人物・学業ともに優秀な者には、表彰することがある。 

第 41 条 学生が本大学院の学則に違反し、もしくは学園の秩序を乱し、または学生の本分に反する

行為があったときは、その状況によって懲戒を行う。 

2 懲戒は、譴責・謹慎・停学および退学の 4種とする。 

第 42条 次の各号の一つに該当するときは、退学させる。 

(1) 第 41条に基づき、本学園の秩序を乱したり、学生としての本分に反した者。

(2) 正当な理由なくして学業を怠る者。

第 43条 賞罰は、大学院委員会の議を経て、学長が行う。 

第 10章 教員および運営組織 

第 44条 文学研究科では、本大学院における授業および研究指導は、「大学院設置基準」第 9条に

規定された資格を有する本学の教授・准教授が担当する。ただし、必要が生じた場合には、教授・

准教授・講師が授業を担当することもある。なお、兼任講師に、授業の担当を委嘱することができ

る。 

2 薬学研究科では、本大学院における授業および研究指導は、「大学院設置基準」第 9条に規定

された資格を有する本学の教授・准教授・講師が担当する。なお、兼任講師に、授業の担当を委

嘱することができる。 

第 45条 本大学院文学研究科ならびに薬学研究科に研究科委員会を置く。 

2 研究科委員会は大学院担当教員をもって組織し、研究科長は、教授より互選する。 

3 研究科長は、研究科委員会を招集し、議長となる。 
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4 研究科委員会の事務処理のため、若干名の職員を置く。 

第 46条 研究科委員会は、次の事項を審議する。 

(1) 学生の入学および課程の修了に関する事項

(2) 学位の授与に関する事項

(3) 研究科の教育課程に関する事項

(4) 研究科の授業科目の増設・変更に関する事項

(5) 研究の指導および学位論文の審査に関する事項

(6) 入学試験に関する事項

(7) 科目等履修生・聴講生・研修生等に関する事項

(8) 学生の留学・休学・復学および賞罰に関する事項

(9) 奨学生に関する事項

(10) 大学院委員会へ推薦する教員の審査に関する事項

(11) その他研究科に関する事項

第 47 条 研究科委員会は、前条第 1 号および第 2 号に定める事項ならびに前条第 3 号から第 10

号までの事項のうちあらかじめ学長が定めるものについて、学長が決定を行うに当たり意見を述べ

るものとする。 

2 研究科委員会は、前項に規定する場合のほか、前条各号に掲げる事項について、学長等の求

めに応じ意見を述べ、または、必要に応じ審議した結果を学長等に述べることができる。 

第 48条 本大学院の統括的運営を図るために大学院委員会を置く。 

2 大学院委員会は、学長、学長補佐、研究科長および各専攻代表委員をもって組織し、学長が

委員長となる。 

3 学長が必要と認めたときは、同委員会に、他の教職員を加えることができる。 

4 学長は大学院委員会を招集し、議長となる。学長に不都合が生じたときは、学長補佐が代行す

る。 

5 大学院委員会の事務処理のため、若干名の職員を置く。 

第 49条 大学院委員会は、次の事項を審議する。 

(1) 大学院学則および規程の改廃に関する事項

(2) 大学院担当教員の選考に関する事項

(3) 学位授与に関する事項

(4) 学生の賞罰に関する事項

(5) 大学院の予算に関する事項

(6) その他大学院に関する事項

第 11章 学年暦 

第 50条 学年は 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

第 51条 一学年を、次の 2期に分ける。 

(1) 前期 4月 1日から 9月 30日まで
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(2) 後期 10月 1日から翌年の 3月 31日まで 

第 52条 休業日は次のとおりとする。授業を行わない。 

(1) 日曜日と国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(2) 本学園創立記念日 10月 14日 

(3) 春季休業     3月 21日から 3月 31日まで 

(4) 夏季休業     8月 1日から 9月 19日まで 

(5) 冬季休業     12月 23日から翌年 1月 6日まで 

2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて、臨時に休業日を定めることができる。 

 

 

附 則 

 本大学院学則は、昭和 50年 4月 1日から施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、昭和 51年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、昭和 53年４月１日から改訂施行する。ただし、昭和 53年３月 31日までに入学し

たもの 

については、従前の規定による。 

附 則 

 本大学院学則は、昭和 56年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、昭和 57年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、昭和 58年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、昭和 59年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、昭和 60年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、昭和 61年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、昭和 62年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

本大学院学則は、昭和 63年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成元年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成２年４月１日から改訂施行する。 
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附 則 

 本大学院学則は、平成３年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成３年７月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成４年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成５年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成６年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成７年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成 10年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成 11年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成 12年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成 13年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成 14年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成 15年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成 16年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成 17年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成 18年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成 19年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成 20年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

本大学院学則は、平成 21年４月１日から改訂施行する。 
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附 則 

 本大学院学則は、平成 22年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成 23年４月１日から改訂施行する。 

附 則 

 本大学院学則は、平成 24年４月１日から改訂施行する。 

附 則  

 本大学院学則は、平成 25年４月１日から改訂施行する。 

附 則  

 本大学院学則は、平成 26年４月１日から改訂施行する。 

附 則  

 本大学院学則は、平成 27年４月１日から改訂施行する。 

附 則  

 本大学院学則は、平成 28年４月１日から改訂施行する。 

附 則  

 本大学院学則は、平成 29年４月１日から改訂施行する。 

附則 

本大学院学則は、平成 30年 4月 1日から改訂施行する。 

附 則 

本大学院学則は、平成 31年 4月 1日から改正施行する。 
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別表 1 

授業科目・単位数および履修方法 

 

 大学院文学研究科の各専攻における授業科目およびその単位数とその履修方法は、次の通りで 

 ある。 

文学研究科 

（1）博士課程前期課程 

 ア 国語学国文学専攻 

授 業 科 目 単位  

A 

国語学演習          4 

国文学演習Ⅰ          4 

国文学演習Ⅱ          4 

国文学演習Ⅲ          4 

国文学演習Ⅳ          4 

国文学演習Ⅴ          4 

漢文学演習          4 

日本語教育学演習 4 

B 

国語学特殊研究          4 

国文学特殊研究Ⅰ          4 

国文学特殊研究Ⅱ          4 

国文学特殊研究Ⅲ          4 

国文学特殊研究Ⅳ          4 

国文学特殊研究Ⅴ          4 

漢文学特殊研究     4 

C 

民俗学特殊研究          4 

日本美術史特殊研究          4 

日本語教育学特殊研究 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜履修方法＞ 

 前期課程 

（1）Aおよび Bの中から 5科目を必修科目とし

て履修する。ただし、国語学を専攻する者は

国語学演習 1 科目を、国文学を専攻する者は

国文学演習または漢文学演習 1科目をこの中

に含むものとする。 

 

（2）上記の 5 科目 20 単位を含め、A および B 

に C を加えた開講科目の中から 32 単位以上

を取得することを要する。 

 

（3）1 年次の履修単位に制限はない。ただし、 

2年次にも 4単位以上を履修するものとする。 

 

（4）学生は入学後所定の期日内に研究指導を

担当する指導教員を選び、その指導のもとに

学位論文を作成する。 
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イ 歴史文化学専攻

授  業  科  目 単位 

A 
歴史文化学研究指導及

び演習 
4 

B 
歴史文化学特殊研究Ⅰ 4 

歴史文化学特殊研究Ⅱ 4 

C 

歴史文化学外書講読Ⅰ 4 

歴史文化学外書講読Ⅱ 4 

歴史文化学史料講読Ⅰ 4 

歴史文化学史料講読Ⅱ 4 

D 

歴史文化学課題研究Ⅰ 4 

歴史文化学課題研究Ⅱ 4 

歴史文化学課題研究Ⅲ 4 

歴史文化学課題研究Ⅳ 4 

歴史文化学課題研究Ⅴ 4 

歴史文化学課題研究Ⅵ 4 

歴史文化学課題研究Ⅶ 4 

＜履修方法＞ 

前期課程 

（1）Aについては、指導教員が担当する授業科目を、1年次

および 2年次に 4単位ずつ、 2年間で 8単位を履修するも

のとする。 

（2）Bについては、いずれか 1科目 4単位を必修とする。

（3）Cについては、外書講読及び史料講読各 4単位を必修

とし、2年間で 8単位以上を履修するものとする。 

（4）D については、2 年間で 8 単位以上を履修するものとす

る。 

（5）A 以外については、すでに単位を修得した授業科目を

重ねて履修することはできない。 

（6）上記条件を満たし、32 単位以上を開講科目の中から修

得することを要する。 

（7）1 年次の履修単位に制限はない。ただし、 2 年次にも

4単位以上を履修するものとする。 

（8）入学後、所定の期日内に研究指導を担当する教員を

決定し、その指導のもとに履修科目を選定し、学位論文を

作成する。 
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文学研究科 

（2）博士課程後期課程

ア 国語学国文学専攻

授 業 科 目 単位 

A 

国語学演習          4 

国文学演習Ⅰ          4 

国文学演習Ⅱ          4 

国文学演習Ⅲ          4 

国文学演習Ⅳ          4 

国文学演習Ⅴ          4 

漢文学演習          4 

日本語教育学演習 4 

B 

国語学特殊研究          4 

国文学特殊研究Ⅰ          4 

国文学特殊研究Ⅱ          4 

国文学特殊研究Ⅲ          4 

国文学特殊研究Ⅳ          4 

国文学特殊研究Ⅴ          4 

漢文学特殊研究 4 

C 

民俗学特殊研究          4 

日本美術史特殊研究          4 

日本語教育学特殊研究 4 

＜履修方法＞ 

後期課程 

（1）Aおよび Bの中から 2科目を必修科目と

し、その 2 科目 8 単位を含め、A および B に

C を加えた開講科目の中から 12 単位以上を

履修する。 

（2）学生は入学後、所定の期日内に研究指

導 

を担当する指導教員を選び、その指導のもと

に履修すべき科目の選定および学位論文を

作成する。 
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イ 歴史文化学専攻

授  業  科  目 単位 

A 
歴史文化学研究指導及

び演習 
4 

C 

歴史文化学外書講読Ⅰ 4 

歴史文化学外書講読Ⅱ 4 

歴史文化学史料講読Ⅰ 4 

歴史文化学史料講読Ⅱ 4 

D 

歴史文化学課題研究Ⅰ 4 

歴史文化学課題研究Ⅱ 4 

歴史文化学課題研究Ⅲ 4 

歴史文化学課題研究Ⅳ 4 

歴史文化学課題研究Ⅴ 4 

歴史文化学課題研究Ⅵ 4 

歴史文化学課題研究Ⅶ 4 

＜履修方法＞ 

  後期課程 

（1）Aについては、指導教員が担当する授業科

目を、1 年次から 3 年次に 4 単位ずつ、 3 年間

で 12単位を履修するものとする。 

（2）Cについては、選択履修科目とし、 4単位

以上を履修するのが望ましい。 

（3）D については、選択履修科目とし、4 単位以

上を履修するのが望ましい。 

（4）A以外については、すでに単位を修得した

授業科目を重ねて履修することはできない。 

（5）入学後、所定の期日内に研究指導を担当す

る教員を決定し、その指導のもとに履修科目を選

定し、学位論文を作成する。 
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薬学研究科 

博士課程 

薬学専攻 

授業科目        単位  

基

盤

科

目 

情報薬学特論 1 

応用生物情報薬学特論 1 

医薬品有機化学特論 1 

複合生命薬学特論 1 

専

門

科

目 

地域医療薬学特論 2 

食品機能学特論 1 

チーム医療薬学特論 1 

臨床薬物動態学特論 1 

分子病態生化学特論 2 

細胞工学特論 1 

細胞解析学特論 1 

演

習

科

目 

医療国際比較演習 2 

薬学総合演習 2 

特別演習 4 

特

別

研

究 

科

目 

特別研究 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<履修方法> 

博士課程 

(1)基盤科目 4 科目を必修科目として 4 単

位を履修するものとする。 

(2)専門科目の中から、4 単位以上を修得

するものとする。 

(3)演習科目 3 科目を必修科目として 8 単

位を修得するものとする。 

(4)特別研究科目では 1～4年生を通じて、

必修科目として 16単位を履修するものとす

る。 

(5)必修科目 8 科目 28 単位を含め、32 単

位以上を開講科目の中から修得することを

要する。 

（6）学生は入学後所定の期日内に研究指

導を担当する指導教員を選び、その指導

のもとに学位論文を作成する。 
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別  表  2 

入学検定料・納付金 

摘要 

種別 
金            額 

入学検定料 35,000円（受験時のみ） 

入学金      200,000円（入学時のみ） 

授業料      
文学研究科 400,000円（年 額     ） 

薬学研究科 600,000円（年 額     ） 

施設費 薬学研究科 100,000円（年 額     ） 

学位（課程博士）取得のための

在籍に伴う授業料 
200,000円（年 額     ） 

科目等履修料 10,000円（1 単 位） 

聴講料      14,000円（1 科 目） 

研修料      100,000円（年 額     ） 

休学中の納付金 

＜在籍料＞ 
60,000円（各   期） 

 

 

 

 

 

 

 

別  表  3 

大学院一般（A日程・B日程・C日程） 

大学院社会人（A日程・B日程・C日程） 

大学院外国人留学生（A日程・B日程） 
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大学院委員会および研究科委員会規程について 

 

 

 本学大学院の運営に関して、標記委員会を『大阪大谷大学大学院学則』において規定

している。 

 内容については、以下のとおり該当部分を抜粋する。 

 

大阪大谷大学大学院学則（昭和 50年 4月 1日制定）（抜粋） 

 

【略】 

 

       第 10章 教員および運営組織 

 

第 44条 文学研究科では、本大学院における授業および研究指導は、「大学院設置

基準」第 9条に規定された資格を有する本学の教授・准教授が担当する。ただし、

必要が生じた場合には、教授・准教授・講師が授業を担当することもある。なお、

兼任講師に、授業の担当を委嘱することができる。 

2 薬学研究科では、本大学院における授業および研究指導は、「大学院設置基準」

第 9条に規定された資格を有する本学の教授・准教授・講師が担当する。なお、

兼任講師に、授業の担当を委嘱することができる。 

 

第 45条 本大学院文学研究科ならびに薬学研究科に研究科委員会を置く。 

2 研究科委員会は大学院担当教員をもって組織し、研究科長は、教授より互選す

る。 

3 研究科長は、研究科委員会を招集し、議長となる。 

4 研究科委員会の事務処理のため、若干名の職員を置く。 

 

第 46条 研究科委員会は、次の事項を審議する。 

(1) 学生の入学および課程の修了に関する事項 

(2) 学位の授与に関する事項 

(3) 研究科の教育課程に関する事項 

(4) 研究科の授業科目の増設・変更に関する事項 

(5) 研究の指導および学位論文の審査に関する事項 

(6) 入学試験に関する事項 

(7) 科目等履修生・聴講生・研修生等に関する事項 

(8) 学生の留学・休学・復学および賞罰に関する事項 
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(9) 奨学生に関する事項 

(10) 大学院委員会へ推薦する教員の審査に関する事項 

(11) その他研究科に関する事項 

 

第 47条 研究科委員会は、前条第 1号および第 2号に定める事項ならびに前条第 3

号から第 10号までの事項のうちあらかじめ学長が定めるものについて、学長が決

定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

2 研究科委員会は、前項に規定する場合のほか、前条各号に掲げる事項について、

学長等の求めに応じ意見を述べ、または、必要に応じ審議した結果を学長等に

述べることができる。 

 

第 48条 本大学院の統括的運営を図るために大学院委員会を置く。 

2 大学院委員会は、学長、学長補佐、研究科長および各専攻代表委員をもって組

織し、学長が委員長となる。 

3 学長が必要と認めたときは、同委員会に、他の教職員を加えることができる。 

4 学長は大学院委員会を招集し、議長となる。学長に不都合が生じたときは、学

長補佐が代行する。 

5 大学院委員会の事務処理のため、若干名の職員を置く。 

 

第 49条 大学院委員会は、次の事項を審議する。 

(1) 大学院学則および規程の改廃に関する事項 

(2) 大学院担当教員の選考に関する事項 

(3) 学位授与に関する事項 

(4) 学生の賞罰に関する事項 

(5) 大学院の予算に関する事項 

(6) その他大学院に関する事項 

 

【略】 



 

大阪大谷大学大学院薬学研究科設置の趣旨等を記載した書類 

 

目 次 

 

①設置の趣旨及び必要性      ・・・ｐ.1 

②研究科、専攻等の名称及び学位の名称    ・・・ｐ.4 

③教育課程の編成の考え方及び特色    ・・・ｐ.5 

④教員組織の編成の考え方及び特色    ・・・ｐ.10 

⑤教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件  ・・・ｐ.11 

⑥施設・設備等の整備計画     ・・・ｐ.18 

⑦基礎となる学部との関係     ・・・ｐ.20 

⑧入学者選抜の概要      ・・・ｐ.20 

⑨「大学院設置基準」第 2条の 2又は第 14条による教育方法の実施 ・・・ｐ.22 

⑩社会人を対象とした大学院教育の一部を本校以外の場所 

（サテライトキャンパス）で実施する場合    ・・・ｐ.24 

⑪管理運営       ・・・ｐ.25 

⑫自己点検・評価      ・・・ｐ.25 

⑬情報の公表       ・・・ｐ.26 

⑭教育内容等の改善のための組織的な研修等   ・・・ｐ.27 
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① 設置の趣旨及び必要性 

 

（ａ） 大阪大谷大学の教育理念と沿革 

大阪大谷大学（以下、「本学」という）は、「大乗仏教の精神」に基づき「報恩感謝」を

建学の精神とし、命の尊さを深く理解し、人を慈しみ、人の立場に立てる寛容な心を持っ

た人材の育成を目的として、昭和 41（1966）年に大谷女子大学として開学した。その後、

社会の急激な変化や多様なニーズにいち早く対応・先導すべく様々な大学改革に取り組み、

平成 18（2006）年には男女共学として、名称を現在の大阪大谷大学と改めた。一方、医療

において高い専門性と臨床能力を有する薬剤師の養成が社会的ニーズとなり、“薬学部”は

本学が標榜する“人と心の教育”が活かされる学部であると判断し、薬学教育 6 年制のス

タートに合わせて、同年、6年制の薬学部を新設した。本学薬学部の使命は、建学の精神お

よび教育理念に基づき“人間性豊かな、かつ、科学者としての薬剤師”を養成することに

あり、平成 24（2012）年 3 月、第一期生が卒業し、これまでに 706 名（薬剤師として 626

名）の卒業生を社会に送り出している。 

 

（ｂ） 薬学研究科設置の必要性 

社会における薬剤師の重要性がこれまで以上に高まるなか、高度な専門的知識及び研究

能力を備えた薬剤師を育成することが強く望まれている。薬剤師としての知識をもち、研

究機関や製薬会社等において医薬品やその関連分野の研究、開発、情報提供等に従事する

研究者や技術者、また公衆衛生等の研究者や行政従事者、薬学教育に関わる教員等、薬学

に携わる多様な人材の養成が必要となっている。このような社会の幅広い要望に応えるた

めには、医療薬学・臨床薬学領域に加えて、薬学に関連する多様な領域の教育・研究の実

践の場としての大学院が必要となり、学部教育から大学院教育にいたる一貫した教育体制

の構築が望まれている。 

本学薬学部は大阪府富田林市に位置し、近畿南部（大阪府南部、奈良県南部、和歌山県）

における唯一の薬学部として地域に根ざした教育に力を入れている。周辺地域は古くから

の文化が栄え、また近年は大阪近郊の住宅地として開発が進み、医療機関も多いことから、

地域の薬剤師会と協定を結び（資料1）、薬剤師を対象とした卒後教育や地域連携を積極的

に進めてきた（資料2）。2014年には大阪市阿倍野区に本学ハルカスキャンパスを開設した

ことから、社会人向けの講座には大阪市内からの受講者も増加している。 

受講者からは大学院博士課程でのさらなる研鑽、特に研究を通じた専門知識の修得を希

望する声も多く、大阪府薬剤師会、大阪府病院薬剤師会からも本学薬学研究科博士課程の
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設置に対して大きな期待が寄せられている（資料3）。また本学部の卒業生においては、毎

年、他大学の博士課程に進学する者がいることより、このような大学院進学希望者に対し

て6年制学士課程の薬学部を基礎とする大学院博士課程を設置することは、大学の責務とい

えるものである。そこで本学では平成31（2019）年4月を目標に既存の6年制の薬学部を母

体とする4年制博士課程である薬学研究科薬学専攻（以下、本研究科という）を設置するこ

ととした。 

 

（ｃ） 本研究科の目的 

本研究科は、建学の精神「報恩感謝」ならびに教育理念「自立・創造・共生」

に基づき、「学問の真理と大乗仏教の精神を尊重し、学術の理論および応用を教

授研究し、社会の発展と文化の向上に寄与すること」を目的とする。すなわち、本

研究科は6年制薬学部を基礎とする薬学研究科薬学専攻の単一専攻科とし、近年の生命科学、

化学、情報学、医療等の急速な進歩を踏まえて、多様な課題に高度かつ先進的な専門知識

及び思考力をもって取り組むとともに、新たな道を切り拓く先導的人材を育成することに

より、薬学、さらには広く社会に寄与することを目的とする。また、それぞれの分野で活

躍するための豊かな人間性と高い倫理観、見識を持ち、自らの知識と経験をもとに、研究

はもとより後進を指導教育する能力を有する人材を養成する。すでに地域の医療施設等に

勤務する薬剤師等に対しては、科学的検証能力を養うための環境を提供し、高度な専門知

識を自らの研究を通じて体系的に修得し、地域医療において先導的に活躍できる人材の育

成を目指す。 

 

（ｄ） どのような人材を養成するか 

高度に専門化された社会においては、自らが専門とする分野における先進的な専門的知

識はもとより、関連する他分野、さらには社会全体を俯瞰できる能力が必要となる。本研

究科では建学の精神である「報恩感謝」に基づき、豊かな人間性をもち、薬学分野はもと

より、情報分野、また国際社会に深い理解を持つ研究者・教育者並びに高い研究能力を持

ち地域医療において先導的に活躍できる人材を養成する。 

専門領域においては、現在、また将来直面するであろう多様な課題に専門的知識と思考

をもとに取り組み、解決し、新たな道を切り拓くことのできる人材を育成する。 

本研究科は、生体機能薬学分野、臨床薬学分野、衛生薬学分野の 3分野より構成する。

生体機能薬学分野においては、薬学の基礎となる生化学、化学、薬理学等の先駆的研究を

通じて、高い専門性と柔軟な思考力を身につけ、研究者、また技術者として科学技術の発
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展と文化の向上に貢献する人材を育成する。臨床薬学分野においては、高い研究能力を持

ち、専門化・高度化する薬物治療を主導し、医薬品の適正使用及び安全使用を支え、医療

現場において生じる多様な課題に対して専門知識をもとに科学的に対応し、チーム医療や

地域医療に先導的に貢献できる人材を育成する。衛生薬学分野においては、医薬品のみな

らず食物、栄養補助食品（サプリメント）、さらには環境学的視点からヒトと環境との関

係について考究し、「衛生」を担保し、関係研究・試験機関等の研究者・技術者として活

躍できる人材を養成する。 

また自ら研究し、得られた結果を世界に広く公表し、新たな分野を切り拓き、社会に貢

献できる人材、大学等における教員、地域に根をおろした薬学の専門家として実践的に行

動できる人材を育成する。 

その基本は、日本学術会議 薬学委員会の報告書『薬学分野の展望 （平成 22 年）』で述

べられている「新しい薬学教育体制の下で、6年制学部に基礎を置く大学院における養成人

材像を考えると、病院・薬局で働く高度な職能を持つ薬剤師の養成に加え、医薬品の研究・

開発・情報提供等に従事する研究者や技術者、医薬品承認審査、公衆衛生等の行政従事者、

薬学教育に携わる教員等、多様な人材が養成されることになる。」という人材育成の考え方

と同じものである。 

本研究科のディプロマポリシーを以下に示す。 

 

ディプロマポリシー 

 

1.報恩感謝の心と幅広い教養  

(1) 互いの「いのち」を尊び、感謝の心で接し合うことができる。 

(2) 生命の尊厳について深い認識をもち、幅広い教養を基に豊かな人間性を

身につけ、広く社会に貢献する使命感と高い倫理感をもつ。 

2.専門的な知識・技能 

  社会の発展と文化の向上に貢献できるよう、薬学領域における専門的な知識･ 

技能を修得している。 

3.問題解決能力 

自ら課題を見出し、問題解決に向けて、修得した知識・技能を基に得た自ら 

の成果を考察し、他者と協働して創造的にアプローチすることができる。 

4.自律的・主体的・共感的態度 

(1) 科学や医療、そして社会の変化や高度化に対応して継続して自己の教養

と専門性を高め、後進を指導・育成する意欲と態度を身につけている。 

(2) 広く社会と連携するためのコミュニケーション能力を有し、他者の立場

に立って行動できる態度を身につけている。 
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5.実践力 

  情報分野、また国際社会に深い理解をもち、専攻分野における高度な専門的知  

識・技能を活用し、広く社会のために行動する力を身につけている。 

 

 

（ｅ） 本研究科修了後の具体的進路 

文部科学省平成28年度大学における医療人養成の在り方に関する調査研究委託事業「薬

学教育の改善・充実に関する調査研究」報告書（平成29年3月 日本薬学会）によると、大

学院4年制博士課程修了生（平成28年3月修了予定者）の進路は、大学教員25%、病院15%、

企業研究職14%、ポスドク（留学を含む）13%、薬局12%の順であった。本研究科修了後

は、薬学分野等の研究・試験機関等、薬学にかかわる多様な分野で、医薬品等の研究・開

発・情報提供等に従事する研究者や技術者、病院や薬局において先導的に活躍する薬剤師、

また公衆衛生等の行政従事者等への進路が想定される。さらには薬学教育機関等における

研究職、技術職、および教育職等での活躍も期待される。すでに地域の医療機関等に勤務

しながら社会人学生として高度な専門知識と基礎・応用研究能力を修得した薬剤師は、将

来の臨床薬学、また医療薬学の新たな道筋を開拓し、地域医療を担う医療機関においての

活躍が期待される。 

 

② 研究科、専攻等の名称及び学位の名称 

 

本研究科は、既存の薬学部を基礎とし、近年の生命科学、化学、情報学等の急速な進歩

を踏まえて、薬学関連分野の研究者・教育者、並びに高度な専門的知識及び研究能力を備

えた薬剤師の育成を目的とすることから、その名称を大阪大谷大学大学院薬学研究科薬学

専攻とする。これにあわせて、授与する学位の名称は、博士（薬学）とする。 

 

研究科の名称：大学院薬学研究科  

      Graduate School of Pharmaceutical Sciences 

専攻の名称： 薬学専攻  

      Doctoral Course in Pharmaceutical Sciences 

学位の名称： 博士（薬学）  

      Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Sciences 
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③ 教育課程の編成の考え方及び特色 

 

（ａ） 教育の編成の考え方 

近年の生命科学や医療、情報学等の急速な進歩をふまえ、基礎薬学から、臨床薬学、衛

生薬学までを包括的に学べるよう、科目を基盤科目、専門科目、演習科目、特別研究科目

より編成した。 

本研究科のカリキュラムポリシーを以下に示す。 

 

カリキュラムポリシー 

 

1. 編成の方針 

建学の精神「報恩感謝」ならびに教育理念「自立・創造・共生」に基づき、

薬学に関わる科目を幅広く履修することによって、自立的に研究を遂行する

ために必要な能力を体系的に修得できるようにする。 

2. カリキュラムの構成 

「基盤科目」、「専門科目」、「演習科目」、「特別研究科目」を設置し、自立的 

に研究を遂行する上で必要な、幅広い教養と専門的な知識・技能、問題解決

能力、自律的・主体的・共感的態度、実践力を有する人材の育成をはかる。 

3. 教育内容・方法  

(1) 報恩感謝の心と幅広い教養 

「特別研究科目」、「演習科目」での個別指導を通じて、報恩感謝の心   

を身につけ、研究者として、自立して研究するために必要な幅広い教

養を修得する。 

(2) 専門的な知識・技能 

「基盤科目」、「専門科目」、「演習科目」、「特別研究科目」の履修によ

り、研究者として必要な高度な専門知識と思考力を身につける。 

(3) 問題解決能力 

 「特別研究科目」、「演習科目」での個別指導を通じて、課題を自ら見出

し、研究を遂行することにより問題解決能力を身につける。 

(4) 自律的・主体的・共感的態度 

 「特別研究科目」、「演習科目」での個別指導を通じて、自ら真理を探求

し、共感的態度を備えて教育・指導するための能力を身につける。 

(5) 実践力 

「基盤科目」、「演習科目」の履修により、情報収集、分析、情報共有・発信能

力を修得し、国際的視野を身につけるとともに、「特別研究科目」、「演習科

目」での個別指導を通じて、成果を広く社会に展開しようとする姿勢を養

う。 
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4．評価の方法 

授業への取り組み、研究成果、発表等での到達度と日常的な研究・教育姿勢

をもとに、総合的に評価する。 

 

本研究科は、高い研究能力を持つ専門職、また教育職を目指す学生には専門知識を基礎

から理解することが肝要であると考え、講義科目、演習科目においては、それぞれの分野

の基盤的知識の充実を目指した。また基礎薬学から臨床薬学、衛生薬学までを幅広く修得

できるよう配慮した。さらに可能な限り分野横断型の講義とし、一つの科目を複数の分野

の教員がそれぞれの専門性から講義しながらも、全体として一つの大きな方向性を示せる

ようにした。 

基盤科目は、将来、薬学出身者として幅広い分野で活躍するにあたって基盤となる知識

を身につけることを目的に、「情報薬学特論」、「応用生物情報薬学特論」、「医薬品有

機化学特論」、「複合生命薬学特論」を必修として配置した。 

研究・教育分野はもとより、あらゆる分野において情報の収集、分析、共有、及び発信

能力は、今後さらに重要になることから、カリキュラム編成においては、情報薬学に関す

る基盤的知識、並びに技能を早期に修得できるよう 1 年次前期に「情報薬学特論」及び 1

または 2 年次前期に「応用生物情報薬学特論」を配置した。前者では情報社会における基

盤的知識である情報ネットワークの原理からシステムの基本概念、情報セキュリティ、後

者ではバイオ・インフォマティクスやテキストマイニング等の最新のデータ解析の現状を

修得できるようにした。いずれの科目も当該分野を俯瞰できる内容とし、特別研究を通じ

てより高い専門性を獲得する上での基盤となるようにした。 

「情報薬学特論」を補完し、ネット環境を介した情報収集を自らが体験するための演習

として「医療国際比較演習」を必修とする。それぞれの学生が選んだテーマに関する海外

の現状を情報収集、分析、そしてセミナー形式で共有、発表することによりその有用性と

課題を考え、同時に国際的視野が自然と身につくようにした。その指導にあたっては、情

報薬学を専門とする教員に加え、学生のテーマに合わせて特別研究を指導する主研究指導

教員や副研究指導教員が担当する。ここでの経験は「特別研究」に直接的に応用でき、自

らの研究をより効率的に進めることができる。 

薬学では化学的視点から構造を捉え、物性や薬効、毒性、さらにはヒトや環境と化学物

質との関係をその構造から考究することは、将来、薬学のいずれの分野に進んだ場合にも

基本となることから、1または 2年次に「医薬品有機化学特論」を配置した。 

薬学は、基礎から臨床、さらには社会を対象とする幅広い学問分野からなる総合健康科

学である。「複合生命薬学特論」では、将来それぞれの専門分野で活躍するために必要とな
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る薬学の幅広い分野の基盤的知識を修得するとともに、同時に開講する「薬学総合演習」

では、本研究科の各研究室で開催される研究発表会等に参加することで薬学を俯瞰的に理

解できるようにした。 

近年、科学、また医療は従来の分野の枠を越えて複合分野として急速に発展している。

したがってその理解のためには、これまでの専門分野の枠組みにとらわれることなく、柔

軟かつ複眼的な視点で最新の知見を深く追求する必要がある。そこで専門科目は、複数の

教員が各科目のテーマに応じて分野横断的にそれぞれの専門分野を担当し、全体として体

系的な理解を促すものとした。 

特別研究は、本研究科において核となる科目である。研究分野は、生体機能薬学分野、

臨床薬学分野、衛生薬学分野の 3 分野とする。個別指導により、学生の科学的・論理的思

考能力を鍛え、自ら課題を見出し解決する能力を養うとともに、各研究分野における高い

専門性を修得する。なお、学生に複数の視点から考え、視野を広げることの重要性を示す

ため、１年次から主研究指導教員に加え、副研究指導教員を決め、定期的に開かれる研究

会はもとより、日常的にもきめ細かな研究指導ができるようにした。特別研究は、所属研

究分野が中心となって開講する特別演習とともにできるだけ早期からの履修が望ましいた

め、1年次前期から設定した。 

ティーチングアシスタント（TA）制度の活用を積極的に推奨し、後進の学生を指導する

ことによって、教えること、また伝えることの面白さと重要性を認識できるようにした（資

料 4）。同時に教育・指導経験が学生自身の能力の向上に大きく役立つことを体験できるよ

うにした。そして教えることから、人のこころを感じ、豊かな人間性と高い倫理観を醸成

できるようにした。なお、TA に従事することで、学生の経済的負担を軽減し、安定した環

境で研究に専念でき、より優れた成果が期待できる。 

 

科目一覧 

基盤科目 

情報薬学特論  必修 

応用生物情報薬学特論   必修 

医薬品有機化学特論   必修 

複合生命薬学特論   必修 

 

専門科目 

地域医療薬学特論   選択 

食品機能学特論   選択 
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チーム医療薬学特論   選択 

臨床薬物動態学特論   選択 

分子病態生化学特論   選択 

細胞工学特論   選択 

細胞解析学特論   選択 

 

演習科目 

医療国際比較演習  必修 

薬学総合演習  必修 

特別演習  必修 

 

特別研究科目 

特別研究  必修 

 

（ｂ） 分野説明と教育・研究内容 

 各研究分野の教育・研究内容を以下に記した。 

・生体機能薬学分野 

 発生、増殖、分化から代謝にかかわるタンパク質の発現変化、機能調節を分子レベルで

明らかにし、疾病のメカニズムや治療戦略を考究する。また、免疫系は多種の細胞が時間・

空間的に制御されている高次複雑系であることから、全身レベルの臓器間細胞移動と移動

した細胞の役割を明らかにし、免疫細胞動態の調節による癌・アレルギー疾患の制御を目

指す。さらには、薬物の設計、治療部位への的確な送達、生命現象解明のための必須ツー

ルといえる細胞機能解析法や細胞工学的技術などについての知識と技能を修得する。 

 

・臨床薬学分野 

医療の専門化、複雑化に伴って、各医療職の協働によるチーム医療が発展してきている。

その中で、薬学的観点から医療に貢献するためには、各疾患における薬物療法を熟知する

とともに、科学的論理思考が必要である。本分野では、臨床栄養、緩和医療、妊婦・授乳

婦の薬物療法の適正化を主要なテーマとする。In vitro、in vivoのモデル実験、臨床デー

タ解析に基づいた適正医療の推進、さらに薬物療法の発展に貢献することにより、セルフ

メディケーションを含めた地域医療の質の向上を目指す。 

 

・衛生薬学分野 

ヒトが健康で安全に、安心して過ごせる環境を作り出すことを本分野の大きな目
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的とする。その実現のため、基礎薬学と臨床薬学との連携など既存の学問分野の壁を超え

た融合的研究を進め、ヒトと化学物質、食品、微生物等との関係、さらには医薬品の持つ

社会的課題についても考究する。とくに、健康を多角的な視点からとらえ、疾病の予防、

医薬品や食品製造における高度な微生物管理、また社会的ニーズの高いサプリメント等に

関する基礎と応用研究を進め、社会に直接的に貢献する。 

 

（ｃ） 教育課程の特色 

 教育課程の特色を以下に示した。本研究科を修了後、幅広い分野で活躍するにあたって

必須となる知識、考え方は「基盤科目」で修得できるよう必修にした。情報薬学に関する

基盤的な知識を「情報薬学特論」で 1 年次前期から学び、その具体的な展開を「医療国際

比較演習」でネット環境を用いて、海外の情報を収集、分析、共有、発表し、さらにその

経験を特別研究に生かすことにより、専門分野の研究を通じて情報と国際感覚が自然に身

につくようにしている点は特色の一つである。これによってネットワーク環境・社会の原

理・原則、またその可能性と課題、情報セキュリティやデータ処理の基本を自らの経験を

もとに理解し、情報を収集、分析、さらには様々な方法で公表できる人材になることが期

待される。「応用生物情報薬学特論」では、「情報薬学特論」を基盤に、薬学研究や臨床試

験のデザイン、またデータ解析において必須となる知識を修得できるようにした。 

 また「医薬品有機化学特論」では、化学の視点から物性、薬効、毒性、さらには環境毒

性等をとらえ、ヒトと化学物質さらには環境との関係をその化学構造から考究できるよう

にした。 

薬学は多様な学問領域から構成されることから、「薬学総合演習」では、本学薬学部全講

座の研究発表会やコロキウム等と連携し、多岐にわたる最先端の研究に触れ、薬学の研究

領域全般を俯瞰的に理解できるようにした。 

専門科目においては、可能な限り分野横断型の講義とし、これまでの専門分野の枠組み

にとらわれることなく一つの科目を複数の分野の教員がそれぞれの専門性から講義し、全

体として一つの大きな方向性を示せるようにした。 

特別研究科目は、研究を通じて高い専門性を習得することを目的とし、本研究科におい

て中心となる科目である。自ら課題を見いだし、自らの成果をもとに考察し、広く世界に

公表することにより、研究者としての基本姿勢を学び、将来、幅広い分野で活躍するため

の基盤を習得する。研究においては日々の個別指導が基本となるが、研究には高い専門性

と広い視野が必要なことから、特別研究科目は、早期から主研究指導教員と副研究指導教

員を中心に複数の教員が連携して指導し、定期的に開催する研究発表会ではその進捗状況
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の確認を副研究指導教員が担当するなど、分野の壁を越えた教育を目指している点も特色

である。 

 

④  教員組織の編成の考え方及び特色 

 

（ａ） 教員組織編成の考え方 

 本研究科には基礎となる薬学部の専任教員 51 名（助教 15 名含む）のうち、生体機能薬

学、臨床薬学、衛生薬学のそれぞれの分野における高い専門性をもととする教育実績及び

優れた研究業績を有する専任教員(教授、准教授、講師)26 名が所属する予定である。また

大学院を専ら担当する専任教員１名を配置する予定である。 

 本研究科に就任予定の 27 名の専任教員（教授 15 名、准教授 7 名、講師 5 名）全員が博

士の学位を有し、各担当分野における十分な教育実績及び優れた研究業績を持つ。本研究

科が掲げる目標を実現するためには、生体機能薬学、臨床薬学、衛生薬学の分野で優れた

実績を持つ教員が密に連携する必要があり、個々の教員の専門性を十分に考慮したうえで、

体系的な教育・研究体制を構築できるよう教員組織を編成した 

専任教員の開設時における年齢構成は、30歳代 1名、40歳代 7名、50歳代 14名、60歳

代 5名であり、運営にあたって社会人も含む多様な入学生の年齢構成に柔軟に対応でき

るようバランスのとれた幅広い年齢層の教員配置とした。本学の定年は 65 歳であり、

完成年度において 65 歳を超えるものは 1 名であるが、「大阪大谷大学大学院 新設研

究科教育職員の任用の特例措置に関する内規」により、研究科等の新設に伴い専任とし

て新規採用する教員で本学の教育・研究の充実及び発展のために特に必要と認められる

教授については理事会の決定により 65 歳を超えて雇用できることとなっている（資料

5）（資料 6）。 

 

（ｂ） 教員組織の特色  

 本研究科の教員組織の特色は、薬学研究の基礎となる科学的知識や思考、技能を実践的

に修得できるよう、教員組織を編成した点にある。その実現のため、生体機能薬学、臨床

薬学、衛生薬学のいずれの分野においても、高い専門性を持つとともに、3分野が一体とな

って教育・研究指導できるよう配慮した。学生の所属する分野の主研究指導教員のほか、

副研究指導教員を決め、日常的な研究指導はもとより、演習等を通じてより幅広い視点か

らのきめこまかな指導が可能となるようにした。幅広い年齢層のバランスのとれた教員配

置により、社会人を含む、多様な学生の年齢構成に対応できるようにした。 



- 11 - 

 

また学生が幅広い視野を持って広く社会に貢献できるよう「情報薬学特論」においては

本学人間社会学部の准教授（情報教育センター副センター長）、「医療国際比較演習」に

おいては本学教育学部の教授（英語教育センター長）を兼担として授業の提供を受ける。 

 

⑤ 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

 

（ａ） 教育方法 

本研究科では、「教育課程の編成の考え方及びその特色」に述べた考え方にもとづき、1、

2年次のうちに将来の進路に必須となる科目を履修する。また入学時より個々の学生に特別

研究のテーマを設定し、主研究指導教員と副研究指導教員が一体となって、個々の学生の

目標及び適性を考慮して、特別研究のテーマをもとに実践的な研究を通じて当該分野の高

い専門性を修得できるようにする。また関連する幅広い専門知識等を修得できるよう研究

科の全教員が協同して目標とする人材の育成を行う。主研究指導教員は、指導を担当する

学生の履修状況、研究の進捗状況等を定期的に研究科委員会に報告し、定期的に開催する

研究発表会では副研究指導教員が座長を務め、幅広い視点からの教育を実現する。 

なお、本研究科の授業は、社会人学生の利便性を考慮して、平日午後の特定時間帯及び

土曜日に通常及び集中講義を行う。特別研究は、主研究指導教員の所属する分野に配属さ

れて、自律して研究を計画、実施、展開できるよう指導を受ける。なお、病院等に勤務す

る社会人は、勤務する病院等で研究環境が整備されている場合、そこでの研究指導も可能

とするが、研究指導教員とはメールや電話会議システム等を用いて密に連絡をとり日常的

な研究指導をうけるとともに、配属された研究室で定期的に開催される演習に参加するこ

とになる。研究成果を定期的に学内で発表するとともに、国内外の学会に積極的に発表で

きるよう指導する。学会発表は自らの研究を広く社会に公表する機会であるとともに、関

連分野の最新情報を収集し、さらには研究を取り巻く環境を実感するための場でもあるこ

とから、本研究科は学生が国内学会はもとより、国際学会に参加し、発表できるよう予算

措置も含めて支援する。 

博士課程修了後は、当該分野で活躍することを目的の一つとしているが、同時に幅広い

視点で、広く社会に貢献できることも必要である。必修科目はそのような視点で編成し、

また専門科目はできるかぎり広く授業科目を選択して、履修できるよう指導する。また、

学部主催のスキルアップセミナー、外部講師による特別セミナー等に積極的に参加し、高

い専門性と幅広い教養を身につけることのできるよう環境を整備する。さらに、ティーチ

ングアシスタント（TA）制度等を積極的に利用し、学部学生の指導を通して、学生自らの
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指導力の向上に努めるよう指導する。各講義科目のシラバスは、学内ネットワーク及びホ

ームページ上に掲載して、公開する。 

 

（ｂ） 履修指導の方法 

入学に先立って研究科委員会で、学生の志望、目的に応じて、専門領域の主研究指導教

員および副研究指導教員を適切に選出する。入学時に学生は、主研究指導教員および副研

究指導教員の助言を受け、適切な授業科目を選択し、履修する。また主研究指導教員およ

び副研究指導教員は、特別研究科目テーマおよび履修スケジュールを学生と十分に相談し

て決定する。 

 

（ｃ） 研究指導の方法 

主研究指導教員は、副研究指導教員の助言並びに研究指導補助教員の補佐を得て、学生

の博士論文の作成のために必要な課題研究を主導し、指導する。課題の選定から、関連情

報の収集・解析、研究計画の策定、実験、研究結果の考察、成果のまとめ、学会発表、学

術雑誌投稿の過程において、学生が主体的に行うように指導する。さらに、当該分野の最

新の学術情報を収集し、セミナー等において積極的に発表するとともに自らの研究にフィ

ードバックするよう指導する。 

研究計画は、必要に応じて予め本学の「動物実験委員会」、「遺伝子組換え実験安全委員

会」、「RI実験室運営委員会」、「放射線安全委員会」に諮り承認を受けることとする。 

動物実験は、「大阪大谷大学動物実験実施規程」に基づいて実施する（資料 16）。また、

学長より委嘱された 5 名の教員から構成される「動物実験委員会」が設置され、実験の実

施に際しては、事前に動物実験に関する教育訓練を受講の上、「動物実験計画書」を提出し、

動物実験委員会による審査承認後に開始できることになっている。また年度毎に動物実験

の自己点検票の提出と、教育訓練の再受講が義務づけられている。 

遺伝子組換え実験は、「大阪大谷大学遺伝子組換え実験安全管理規程」および「大阪大谷

大学遺伝子組換え実験実施規則」に従って実施する（資料 17）（資料 18）。また、学長より

委嘱された 3 名の教員から構成される「遺伝子組換え実験安全委員会」が設置され、実験

の実施に際しては、事前に遺伝子組換え教育訓練を受講の上、「遺伝子組換え実験計画書」

を提出し、遺伝子組換え実験安全委員会による審査承認後に開始できることになっている。

P2レベルの実験に関しては、本学薬学部実験研究棟 P2実験施設にて実施する。また、年度

毎に実施報告書の提出と、教育訓練の再受講が義務づけられている。 

RI実験は、「大阪大谷大学薬学部放射性同位元素実験室放射線障害予防規程」に準じて実
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施する（資料 19）。また、放射線取扱主任者 1 名と薬学部教員 2 名から構成される「RI 実

験室運営委員会」と「放射線安全委員会」が設置され、実験の実施に際しては、事前に RI

実験に関する教育訓練を受講の上、「放射性同位元素等取扱者登録票」を放射線取扱主任者

に提出し、登録後に開始できることになっている。また年度毎に教育訓練の再受講が義務

づけられている。 

 

受験前から課程修了に至る具体的な指導プロセスを以下に示す（資料 7）。 

＜受験前＞ 

大学院入試説明会や特別研究担当教員との面談などを通じて、進学希望者が、研究内容

や研究環境などを理解できるようにする。 

＜入学前＞ 

入学者の特別研究についての希望をもとに、主研究指導教員および副研究指導教員を決

定する。 

＜入学時＞ 

主研究指導教員および副研究指導教員は、特別研究テーマおよび科目履修スケジュール

を学生と十分に相談して決定する。なお、ヒトを対象とした研究にあたっては、「大阪大谷

大学薬学部の生命倫理委員会規程」に準じて、研究目的、研究計画等の事前審査を行う（資

料 8）。 

＜1年次＞ 

決定した履修スケジュールに沿って、基盤、専門および演習科目を履修する。さらに、

決定したテーマに沿って、特別研究および特別演習を開始する。主研究指導教員および副

研究指導教員は、学生から定期的に進捗状況についての報告を受け、その結果について議

論しながら研究を進捗させる。年次末には研究進捗発表会を実施し、学生の特別研究の進

捗状況と 2 年次からの研究計画の見直しの必要性について確認する。また、TA として学部

学生の指導に当たる学生に対しては、学生自らの指導力の向上に努めるよう指導する。 

＜2年次＞ 

決定した履修スケジュールに沿って、基盤および専門科目を履修する。1年次の進捗状況

をもとに、特別研究および特別演習を遂行する。主研究指導教員および副研究指導教員は、

学生から定期的に進捗状況についての報告を受け、その結果について議論しながら研究を

進捗させる。年次末には研究進捗発表会を実施し、学生の特別研究の進捗状況と 3 年次か

らの方向性を確認する。また、2〜4 年次を通して、学内や外部講師による学内セミナー等

に積極的に参加し、高い専門性と幅広い教養を身につけるようにする。 
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＜3年次＞ 

2年次までの進捗状況をもとに、特別研究および特別演習を遂行する。主研究指導教員お

よび副研究指導教員は、学生から定期的に進捗状況についての報告を受け、その結果につ

いて議論しながら研究を進捗させる。一通りの研究成果が得られたら、データを取りまと

め論文執筆の指導をし、専門学術誌へ投稿する。また、国内外の学会で積極的に発表する

よう指導する。年次末には研究進捗発表会を実施し、学生の特別研究の進捗状況と 4 年次

からの方向性を確認する。 

＜4年次＞ 

3年次までの進捗状況をもとに、特別研究および特別演習を遂行する。主研究指導教員お

よび副研究指導教員は、投稿した論文について追加実験や論文修正などの指導をした結果、

受理された時点から、学位論文の作成を指導する。その成果については、国内外の学会で

積極的に発表するよう指導する。学位審査申請後、選出された学位審査委員（主査・副査）

は、提出された学位論文について助言および指導する。学位審査委員会による、原著論文、

学位論文、学位論文研究発表会での質疑応答の審査を経て、研究科委員会が学位審査を最

終的に判定する。 

 

（ｄ） 履修モデル  

 履修モデルを、以下に例示する（資料 9）。 

A. 薬学分野において先導的に活躍する研究者、また教育者を目指す例 

（生体機能薬学分野） 

研究機関や製薬会社で医薬品等の研究・開発・情報提供に従事する研究者や技術者、ま

た薬学教育に携わる教員等、幅広い薬学分野において活躍するための能力を修得する。基

盤科目を履修することで、複合的な薬学的視点を修得するとともに、「分子病態生化学特論」

の履修により、各種疾患の発症メカニズムを最新の知見とともに分子レベルで理解し、分

子をターゲットにした病気の予防法・治療戦略について修得する。さらに、「細胞工学特論」

を履修することで、医薬品の研究・開発に必要な、細胞工学技術・遺伝子治療の基本とな

る遺伝子工学技術を、最新の知見とともに理解し、これらの医学・薬学への応用について

修得する。また「細胞解析学特論」の履修により、免疫学的手法を応用した免疫イメージ

ング、フローサイトメトリー、さらにオプトジェネティクスの技術等、細胞解析における

最新の技術を基本原理から理解し、これを利用した真核細胞、さらには病原細菌・共生細

菌をはじめとする微生物解析等の実際についても修得する。これらの科目履修によって、

薬学分野において活躍する研究者、また教育者を目指す。 
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B. 研究能力をもとに医療現場において活躍する薬剤師を目指す例 

（臨床薬学分野） 

薬剤師が、病院また薬局等の医療機関で、医療人としての職能を十分に発揮し、医療に

貢献する上で必要となる科学的論理思考、さらには臨床における実践的応用力を修得する。

基盤科目の履修により、複合的な薬学的視点を修得するとともに、「食品機能学特論」を履

修することで、生命の基本となる栄養を理解し、医薬品のみならず食品、サプリメント、

プロバイオティクス等について学び、医療における栄養サポート全般を体系的に修得する。

また「地域医療薬学特論」を履修することで、緩和医療、臨床的な栄養管理、セルフメデ

ィケーション、感染予防や環境管理など、地域医療に参画する上で必要な知識、技能を総

合的に修得する。さらに、「チーム医療薬学特論」を履修することで、チーム医療に参画す

る上で必要となる薬学専門的知識を修得し、薬学的視点での実践的な問題解決能力の向上

を目指す。また、「臨床薬物動態学特論」の履修により、実地医療で遭遇する薬物相互作用

に関する最新の知見、および薬物体内動態の臨床的意義の考察から、薬物体内濃度測定と

予測に基づいた的確な処方支援を行える高い専門性を身につける。これらの科目履修によ

って分野横断的かつ専門的な能力を修得し、特別研究における個別研究指導により高い専

門性と研究能力を獲得する。なお、特別研究は所属する医療機関等で実施することも可能

とし、指導教員はインターネット等を活用して日々の研究を指導する。 

6 年制薬学部を卒業後、直接、本研究科に入学し、病院等での臨床研究が必要な場合は、

本学が協定を結んでいる病院との共同研究により、臨床研究を実施する（資料 10）。 

 

C. 衛生薬学分野において活躍する研究者、また教育者を目指す例 

（衛生薬学分野） 

疾病予防や健康維持・増進を通じてヒトの健康確保に貢献できる研究者また教育者とし

て、保健衛生、環境衛生、食品衛生、栄養、化学物質の毒性などに関する専門知識と思考

を身につける。基盤科目を履修することで、複合的な視点で薬学研究の基盤となる知識を

身につける。とくに「医薬品有機化学特論」により分子構造から化学物質の生体や環境へ

の作用などを理解できる能力を修得する。「食品機能学特論」を履修することで、健康維持

の根本となる栄養としての食品機能さらに健康増進を助ける健康食品等の生体調節機能を

理解する。また「地域医療薬学特論」を履修することで感染症予防等、衛生科学、さらに

は地域の衛生管理に関わる最新の知識を修得する。さらに「細胞工学特論」および「細胞

解析学特論」を履修することで最新の細胞・遺伝子工学技術や微生物解析技術を原理から

理解し、公衆衛生・食品衛生における検査・分析などへ応用力を修得する。これらの科目
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履修によって衛生薬学分野における先導的教育・研究者を目指す。 

 

（ｅ） 修了要件 

本研究科のディプロマポリシー（学位授与方針）及び修了要件を、以下に示す。 

 

ディプロマポリシー 

 

1.報恩感謝の心と幅広い教養  

(1) 互いの「いのち」を尊び、感謝の心で接し合うことができる。 

(2) 生命の尊厳について深い認識をもち、幅広い教養を基に豊かな人間性を

身につけ、広く社会に貢献する使命感と高い倫理感をもつ。 

2.専門的な知識・技能 

  社会の発展と文化の向上に貢献できるよう、薬学領域における専門的な知識･ 

技能を修得している。 

3.問題解決能力 

自ら課題を見出し、問題解決に向けて、修得した知識・技能を基に得た自ら 

の成果を考察し、他者と協働して創造的にアプローチすることができる。 

4.自律的・主体的・共感的態度  

(1) 科学や医療、そして社会の変化や高度化に対応して継続して自己の教養

と専門性を高め、後進を指導・育成する意欲と態度を身につけている。 

(2) 広く社会と連携するためのコミュニケーション能力を有し、他者の立場

に立って行動できる態度を身につけている。 

5.実践力 

  情報分野、また国際社会に深い理解をもち、専攻分野における高度な専門的知識・ 

技能を活用し、広く社会のために行動する力を身につけている。 

 

修了要件 

 本研究科に在籍し、（1）基盤科目 4 単位、専門科目 4 単位以上、演習科目 8 単位及び特

別研究科目 16 単位、合計 32 単位以上を修得し、（2）学位審査に合格したものに対して博

士（薬学）の学位を授与する。特別研究科目の単位は、45 時間を 1 単位と定めている。週

4.5 時間、年間 40 週で、1 年あたりに 4 単位に相当することから、特別研究科目に付与す

る 16単位は妥当と判断できる。 

すなわち、本研究科の課程を修了するものは、専門領域に関連する高度で先端的知識を

修得し、かつ常に最新の学術・技術情報等を自律的に収集し、統合的に分析・理解し、か

つ説明する能力を修得していること。また、自己研鑽に努め、修得した高度な薬学の知識
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を活用してその職責を果たし、かつ、自らが得た新たな情報を共有化し、広く社会に貢献

できること。さらに、高い倫理観、豊かな人間性を養い命の尊さを深く理解し、人を慈し

み、人の立場に立てる寛容な心を持って人材育成にたずさわることが期待されること。 

 

（ｆ） 学位審査の方法 

本研究科博士課程の修了要件の（1）を満たす学生から学位審査が申請された場合、研究

科長はできるだけ速やかに研究科委員会内に学位審査委員会（主査 1 名、副査 2 名）を組

織し、査読のある学術雑誌への原著論文、学位論文、学位論文研究発表会における質疑応

答を厳正かつ総合的に審査し、ディプロマポリシーに照らして学位授与の妥当性を判定す

る。（資料 11）。なお、当該分野における専門性を勘案し、学位審査の主査は副研究指導教

員が務め、副査の内 1 名は他分野でかつ専門領域に最も近い本研究科教員が務めるものと

する。研究科委員会が必要と認めた場合には、外部専門家を副査に加えることができるも

のとする。また審査対象の学生が臨床研究等を行った外部協力機関の指導員の意見を聴取

し、それを判定の参考とすることができる。 

学位審査委員会は、上記の審査内容及び判定結果を、研究科委員会に提出する。研究科

委員会は、構成員の 3分の 2以上の出席により、学位審査委員会の判定結果報告をもとに、

課程修了及び学位の授与の可否について無記名投票で議決する。 

 

（ｇ） 博士論文の公表 

博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から 3カ月以内に、学位論文の内容の 

要旨及び論文審査結果の要約を公表する。また、国立国会図書館のリポジトリシステムに

より、博士論文の全文をインターネットを通じて公開する。 

 

（ｈ） 研究の倫理審査体制 

本学薬学部には「生命倫理委員会」、本学には「動物実験委員会」、「遺伝子組換え実験

安全委員会」が設置されており、適切な運営、管理体制のもと本研究科で実施される研究

について倫理的観点から実験並びに試験の目的、計画等の妥当性を審査する。 

「生命倫理委員会」では、ヒトを対象とした医学・薬学の研究についての生命倫理に関

する事項を審議する。本委員会では、「大阪大谷大学薬学部の生命倫理委員会規程」に基

づき、研究目的、研究計画等の事前審査を行う（資料 8）。本委員会は、ヒトを対象とし

た医学・薬学の研究に関して識見を有する薬学部教員（3名）に加え、その他の学識経験

を有する他部局の教員（1 名）で構成されている。このような審査体制によって、本研究
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科で行われる研究についてもその倫理面における妥当性が担保されている。 

「動物実験委員会」は、「大阪大谷大学動物実験実施規程」に基づき、本学で実施され

る動物実験の管理・運営にあたっている（資料 16）。本規程は、「動物の愛護及び管理に

関する法律（昭和 48 年法律第 105号）」、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関

する基準（平成 18年環境省告示第 88 号）」、および「研究機関等における動物実験等の実

施に関する基本指針（平成 18 年文部科学省告示第 71 号）」を踏まえ、動物実験委員会の

設置、動物実験計画の承認手続き等必要な事項を定め、動物実験の適正な実施を確保する

ことを目的としたものである。本委員会は、動物実験等に関して優れた識見を有する薬学

部教員（2 名）と実験動物に関して優れた識見を有する薬学部教員（2 名）に加え、その

他の学識経験を有する他部局の教員（1名）で構成されている。 

「遺伝子組換え実験安全委員会」は、「大阪大谷大学遺伝子組換え実験安全管理規程」

および「大阪大谷大学遺伝子組換え実験実施規則」に基づき、本学で実施される遺伝子組

換え実験の管理・監督にあたっている（資料 17）（資料 18）。本委員会は、遺伝子組換え

実験の経験を持つ教員（3 名）から構成され、実験申請時に提出される「遺伝子組換え実

験計画書」の審査ならびに年度毎の提出が必須である「遺伝子組換え実験実施計画報告書」

の確認、また毎年の教育訓練を実施する。 

 

⑥  施設・設備等の整備計画 

 

（ａ）大学院教育・研究に要する設備および機器の整備状況と計画 

主要施設は薬学部と共有するが、本研究科専用施設として、大学院生研究室(96 ㎡)をは

じめ、セミナー室（18 ㎡）、教員研究室（22 ㎡）、データ解析室（14㎡）、資料室（15㎡）

が新たに薬学部実験研究棟 4階に整備される（資料 12）。薬学部実験研究棟内には、動物実

験室、RI実験室、その他多くの共通機器室があり、様々な特別研究テーマに対応した設備・

機器が設置されている。動物実験室には、マウス約 2,500 匹及びラット約 200 匹が収容で

きる飼育室（一般飼育室 2 室、安全キャビネットが備わった P2 飼育室 1 室、SPF 動物飼育

室 3 室）と実験室 2 室があり、様々な動物実験に対応可能である。RI 実験室は、収容人員

は 10 名で、液体シンチレーションカウンターやガンマカウンター等の RI 専用機器が配備

されており、β線やγ線を放射する種々の核種を用いた実験が可能である。その他の共通

機器室には、様々な特別研究テーマに対応した設備・機器が設置されている（資料 13）。 

また、薬学部実験研究棟１階に臨床薬学教育センターを設け、模擬薬局、待合室、麻薬

管理室、一般製剤室、服薬指導ロールプレイ室、TDM室、抗がん剤製剤室、クリーンルーム
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（無菌製剤）、模擬診察室、DI室などには、薬剤師の実務に関わる特別研究テーマなどに必

要な多くの設備と機器が設置されている。学外の大阪市立大学医学部内には、共同室を含

む床面積 38㎡のサテライト研究室があり、情報検索用端末のあるセミナーブースと、サン

プルの前処置や機器分析などの基礎的化学実験が可能な実験スペースからなり、医学部と

の連携による研究を実施する足場として利用できる。 

上記の設備や機器は、薬学部予算と外部資金に係る間接経費の学部配分予算を利用して、

毎年拡充が図られている。高額な機器については別途予算が設けられ、最新機種への更新

が計画的に行なわれており、研究の遂行に支障をきたすことのないよう整備されている。 

情報教育施設としては、4号館（志学館）に「情報教育センター」が設置され、情報教育

また学内ネットワークの運営や維持管理を担当している。4号館には情報処理演習に必要な

機器を整備した教室が 5 教室あり、さらに 19 号館と 21 号館にも情報処理演習室が 4 教室

ある。各教室には収容人員と同数のパソコンが設置され、プリンター（教室ごとに 1 台か

ら 6台）、スキャナー（教室ごとに 1台または 2台）も設置されている。 

 

（ｂ）図書等の資料および図書館の整備状況と計画 

図書総数は約 45 万冊（平成 29 年 3 月末現在）で、学生一人あたりの蔵書数は 147.6 冊

となり全国の私立大学平均 93.3冊、国公私立大学平均 111.4冊（日本図書館協会調査「大

学図書館統計 2016」）を上回る規模である。 

薬学関連図書については、学科設置時 5,595 冊（視聴覚資料を含む）を準備し、その

後も教員が厳選した推薦書を中心に収蔵に努め、平成 29 年 3 月末現在で 10,826 冊となっ

た。うち視聴覚資料約 470 点は、授業でも使用できるよう極力著作権処理済みのものを収

集している。 

電子書籍は、平成 28 年度に「健康スポーツコレクション」として 464点を購入している。

これはスポーツ健康学科の選書であるが、薬学科学生にも有用な資料である。また平成 29

年度は薬学科に特別予算として 520 万円が組み込まれ、さらなる電子書籍の充実が図られ

る。 

 逐次刊行物は国内外を合わせて 103誌を所蔵している。電子ジャーナルについては、ACS・

EBSCOhost・Elsevier の ScienceDirect等、評価の高いパッケージを中心に契約しており、

平成 29年 5月時点で 8,721誌の閲覧が可能である。データベースとしては、医中誌・メデ

ィカルオンライン・SciFinder・Academic Search Premier等がある。 

図書館システムはネットワークで結ばれており、本学の蔵書検索システム OPAC（Online 

Public Access Catalogue）はもとより、上記データベース検索、電子ジャーナル・電子書
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籍の閲覧、My Library サービス（図書の購入・予約、文献複写・貸借申込み等）が学内外

から利用できる。 

閲覧座席総数は 378席で収容定員（2940名）の約 13％を確保している。またラーニング

コモンズ（グループ学習室）、視聴覚室、演習室を設置して、学生の多様な要望に応えるよ

うにしている。 

 

⑦ 基礎となる学部との関係 

 

 建学の精神の「報恩感謝」に基づく「自立・創造・共生」の教育理念のもと、幅広い教

養と医療に関する専門的な知識や技能・態度を身につけることで、科学者の素養を持った、

人間性が豊かで、患者中心の医療に貢献できる薬剤師の育成を目指して開設した薬学部薬

学科（6年制学士課程）を基礎として、本研究科を設立する。薬学部薬学科の各講座は基礎

薬学系（有機化学講座、分子化学講座、生化学講座、分子生物学講座、衛生・微生物学講

座）、応用薬学系（薬理学講座、薬剤学講座、衛生・毒性学講座、医薬品化学講座、免疫学

講座）、臨床薬学系（臨床薬理学講座、薬物治療学講座、薬物動態学講座、天然薬物学講座、

医薬品開発学講座、臨床薬剤学講座、実践医療薬学講座、医療薬学講座、臨床薬学教育支

援部門）および薬学教育支援・開発センターより構成される。本大学院では、多様な課題

に高度かつ先進的な専門知識及び思考力をもって取り組むとともに、新たな道を切り拓く

先導的人材を育成することを目的に、これらの講座を研究分野に基づいて、生体機能薬学

分野、臨床薬学分野、衛生薬学分野の 3分野に配置する（資料 14）。この 3研究分野の専任

教員は高い専門性を持つとともに、3研究分野の教員が一体となって教育・研究指導し、高

度な研究能力を有し先導的に活躍する薬学研究者および高い専門性と研究能力を持ち医療

分野で活躍する薬剤師の養成を目指す。 

 

⑧ 入学者選抜の概要 

 

1.学生受け入れの方針 

本研究科のアドミッションポリシーを以下に示す。 

 

アドミッションポリシー 

 

大阪大谷大学大学院薬学研究科は、建学の精神「報恩感謝」ならびに教育理念「自立・



- 21 - 

 

創造・共生」に基づき、「学問の真理と大乗仏教の精神を尊重し、学術の理論および応用を

教授研究し、社会の発展と文化の向上に寄与すること」を目的としています。 

 この目的を達成するために一般入試、社会人入試などを行い、以下のような資質を持っ

た研究意欲の高い学生を受け入れます。 

(1) 研究に必要な基礎学力と多様な能力をもつ。 

(2) 各自の専攻領域について、高度な論理的思考力・判断力・表現力をもつ。 

(3) 自ら研究課題を見出し、真理を探求する意欲をもつ。 

(4) 多様な人々と協働して諸課題に取り組み、社会に貢献しようとする姿勢をもつ。 

 

 

2.募集人員 

   一般入試、社会人入試、あわせて 3名 

  科目等履修生 若干名 

 

3.出願資格 

・一般入試 

1)6年制課程の大学を卒業した者および卒業見込みの者 

2)大学院において修士の学位を取得した者および取得見込みの者 

3)本研究科において前記 1)、2)と同等以上の学力があると認められた者 

4)外国の大学において、わが国の大学院修士課程または専門職学位課程に相当する学

校教育を修了し、これにより修士の学位に相当する学位を有する者 

・社会人入試 

1)6年制課程の大学を卒業した者で、3年以上の社会経験を有する者 

2)大学院において修士の学位を取得した者で、3年以上の社会経験を有する者 

3)4年制課程の大学を卒業した者で、3年以上の社会経験を有し、本研究科において前

記 1)、2)と同等以上の学力があると認められた者 

 

・科目等履修生 

   一般入試の出願資格と同等とする。 
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4.選抜方法 

一般入試：書類審査、「英語」、「小論文」、面接試験により選抜する。 

社会人入試：書類審査、面接試験により選抜する。 

 科目等履修生：書類審査、面接試験により選抜する。 

 

5.受け入れる科目等履修生は若干名であり、それに対して専任教員は 27名、授業を実施す

る教室は、17 号館 302 教室（収容定員 24 名）、17 号館 303 教室（収容定員 24 名）、ハル

カスキャンパスセミナー室（収容定員 12 名）であることから、教員数、施設面において

も問題ない。 

 

⑨ 「大学院設置基準」第 2 条の 2 又は第 14 条による教育方法の実施 

 

 本学は大阪府富田林市に位置し、近畿南部（大阪府南部、奈良県南部、和歌山県）にお

ける唯一の薬系大学として地域に根ざした教育に力を入れ、地域の薬剤師に対する生涯教

育も継続的に実施している。この地に薬学研究科博士課程が設置される意義は大きく、薬

剤師等の社会人にとって大学院教育を受け易い環境を整えるため、大学院設置基準第 14条

に基づいた教育を行う。 

 

(ａ) 修業年限 

 標準修業年限は 4年とし、在籍年限は 8年を上限とする。 

 

(ｂ) 履修指導及び研究指導の方法 

社会人学生は業務上の都合で、平日の日中の授業による単位取得は困難であることから、

平日の 18 時 30 分以降または土曜日に講義科目・演習科目を履修することとする。指導教

員は、入学時及び各年度初めに社会人学生と十分に時間をかけて話し合い、業務の都合、

繁忙期や学習条件を十分に考慮して、系統的、計画的な履修計画となるよう指導し、研究

指導を並行して行えるよう履修指導する。勤務する病院等において特別研究を実施する場

合、研究指導教員はメール等を用いて研究指導に当たる。 

 

(ｃ) 授業の実施方法 

  授業については、平日の 09：00～18：05の通常授業に加え、月曜日から金曜日の 18：

30～20：00 および土曜日の 13：05～16：20 に 2コマ開講する。 
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(ｄ) 教員の負担の程度 

大学院教育により、担当教員の授業回数は現状より若干増加するが、大きな負担増とは

ならないと考える。大学院設置基準第 14条特例の実施により平日の夜間および土曜日での

勤務等が発生するが、時間割の編成においては事前に担当の教員と調整し、過度の負担と

ならないようにする。 

 

(ｅ) 図書館・情報処理施設等の利用方法や学生の厚生に対する配慮，必要な職員の配置 

図書館の開館時間は平日 09：00～19：30、土曜日は 09：00～15：00 であるが、社会人

学生が研究上必要とする主要な資料はインターネット経由で学外からも 24時間アクセス可

能で、閉館時間中も教育研究上の支障はないよう配慮している。大学院生が利用可能なパ

ソコン等の情報機器は、各研究室のほか、学部内の各所に設置され、すべて学内 LAN に接

続されている。また学生個人のパソコンやタブレット等も学内 LAN に接続できるほか、学

外からも大学内の情報資源にもアクセスできる環境を整備している。食堂の営業時間は平

日 09:00～20:00、土曜日は 09:00～14:00となっており、十分に対応可能である。薬学研究

科を管轄する事務室に職員を配置しており、学生の状況に応じて必要な対応を行う。 

 

 

(ｆ) 入学者選抜の概要 

社会人を対象とした社会人入試を行う。 

・募集人数   

3名（募集人数には一般入試の募集人数を含む） 

・出願資格 

1)6年制課程の大学を卒業した者で、3年以上の社会経験を有する者 

2)大学院において修士の学位を取得した者で、3年以上の社会経験を有する者 

3)4年制課程の大学を卒業した者で、3年以上の社会経験を有し、本研究科において前

記 1)、2)と同等以上の学力があると認められた者 

・選抜方法 

書類審査、面接試験により選抜する。書類審査では、「実務に関する経歴書」、「研究

業績書」、「研究に対する抱負」によって、実務経験・研究業績を確認し、研究に必

要な基礎学力と多様な能力を評価する。面接試験は、プレゼンテーションおよび口

頭試問により行う。実務経験・研究業績に関するプレゼンテーションにより、各自

の専攻領域における高度な論理的思考力・判断力・表現力を評価する。口頭試問に

より、自らの課題を見出し、真理を探究する意欲、多様な人々と協働して諸課題に
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取り組み、社会に貢献しようとする姿勢を確認する。 

 

(ｇ) 必要とされる分野であること 

病院に勤務する薬剤師はもとより開局薬剤師からの大学院教育に対する期待は大きい。

本学の実務実習関連施設等に所属する薬剤師 103 名を対象にしたアンケートの結果では、

薬学研究科博士課程に「進学したい」が 7名（6.8%）で、「関心がある」が 27名（26.2%）、

「やや関心がある」が 30 名（29.1%）となっており、これらの合計は 64 名（62.1%）で、

回答者の 6割以上が薬学研究科博士課程に何らかの興味・関心を持っている。 

さらに、薬学研究科博士課程について「進学したい」「関心がある」「やや関心がある」

を選択した回答者 64 名に対して、大阪大谷大学大学院薬学研究科博士課程への興味・関心

についても質問した結果、本研究科に「進学したい」が 2 名（3.1%）、「関心がある」21 名

（32.8%）、「やや関心がある」が 27名（42.2%）でこれら合計 50名（78.1%）の 8割近くが

本学の薬学研究科になんらかの興味・関心をもっている（資料 15）。また大阪府薬剤師会、

大阪府病院薬剤師会からも本学薬学研究科博士課程の設置に対する要望書が寄せられてお

り、薬剤師等社会人からも必要とされる分野といえる（資料 3）。 

 

(ｈ) 大学院を専ら担当する専任教員を配置するなどの教員組織の整備状況等 

学部科目も含めた担当コマの調整を行うことで、過度な負担とならないよう配慮すると

ともに、大学院を専ら担当する専任教員１名を配置している。 

 

⑩ 社会人を対象とした大学院教育の一部を本校以外の場所（サテライトキャンパス）で実

施する場合 

 

 大阪大谷大学ハルカスキャンパスは、大阪市南部の中心地に位置する。本学におけるこ

れまでの社会連携事業において、交通の便のよいサテライトキャンパスでの開講を望む声

が多く、社会人学生及び科目等履修生として受講を希望する社会人の利便性に配慮した。

一方、6年制薬学部からの進学者にとっては、科目等履修生として受講する社会人との交流

は有益な経験となるものであり、前期・後期の土曜日に同キャンパスにおいて開講する予

定である。 
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⑪ 管理運営 

 

本研究科に大学院担当教員をもって組織する研究科委員会を置き、以下の事項について

審議する。（大学院学則第 45条） 

(1) 学生の入学および課程の修了に関する事項 

(2) 学位の授与に関する事項 

(3) 研究科の教育課程に関する事項 

(4) 研究科の授業科目の増設・変更に関する事項 

(5) 研究の指導および学位論文の審査に関する事項 

(6) 入学試験に関する事項 

(7) 科目等履修生・聴講生・研修生等に関する事項 

(8) 学生の留学・休学・復学および賞罰に関する事項 

(9) 奨学生に関する事項 

(10) 大学院委員会へ推薦する教員の審査に関する事項 

(11) その他研究科に関する事項 

また、本学大学院の統括的運営を図るために、本学の大学院学則第 48 条に基づき、大学

院委員会を置いている。大学院委員会は、学長、学長補佐、研究科長および各専攻代表委

員をもって組織し、以下の事項について審議を行っている。 

(1) 大学院学則および規程の改廃に関する事項 

(2) 大学院担当教員の承認に関する事項 

(3) 学位授与に関する事項 

(4) 学生の賞罰に関する事項 

(5) 大学院の予算に関する事項 

(6) その他大学院に関する事項 

 

⑫ 自己点検・評価 

 

本学は、平成29（2017）年3月に日本高等教育評価機構による認証評価を受審し、評価の

結果、同機構が定める大学評価基準に「適合」していると認定された。評価結果及び自己

点検評価書は、大学ホームページに公開するなど広く社会へ公表している。 

本学の自己点検・評価については、「大阪大谷大学自己点検・評価に関する規程」に基

づき、本学の自己点検・評価全体を統括する大学自己点検・評価委員会を設置するととも
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に、その下部組織として、学部・大学院・事務局ごとの自己点検・評価委員会を設置する

ことで学部や大学院、部局ごとの点検・評価も可能な体制を整備している。 

自己点検・評価は、原則3年ごとに実施することとし、持続的な点検・評価体制を構築し

ている。評価基準は、同機構が定める基準を参考に、使命・目的等、学修と教授、経営・

管理と財務、自己点検・評価の4つの基準に地域社会貢献・連携を加えた5つの基準で構成

している。 

さらに、薬学部では、薬学教育評価機構の評価基準を基に「自己評価 21」を平成 21(2009)

年度に実施し、質の高い 6 年制薬学教育が行われていることを確認している。これらの評

価基準に対する評価の結果については、「自己評価書」として、他の報告書と同様に本学ホ

ームページで公表している。 

 

⑬ 情報の公表 

 

本学は、これまでから大学ホームページ（http://www.osaka-ohtani.ac.jp）等を通じて、

広く社会に向けて積極的な情報の公表に努めてきた。特に、学校教育法第 113 条及び学校

教育法施行規則第 172 条の 2 への対応としては、大学ホームページに「情報の公表」のペ

ージを設け（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/about/disclosure/）以下のような内容を公

表している。 

 

1.教育研究上の目的に関すること 

2.教育研究上の基本組織に関すること 

3.教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

4.入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修

了した者の数 

5.授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

6.学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

7.校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

8.授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

9.大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

10.設置申請・届出関係書類に関すること 

11.認証評価及び自己点検・評価に関すること 

12.社会貢献活動に関すること 

http://www.osaka-ohtani.ac.jp/about/disclosure/
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13.学則等に関すること 

14.財務情報について 

15.沿革について 

16.教職課程に関すること 

 

⑭ 教育内容等の改善のための組織的な研修等   

 

ファカルティ・デベロップメント（FD）等の取組みについては、学長を委員長とする自

己点検・評価委員会における「自己点検・評価に関する規程」第 12条の規定に基づき、FD

部会を設置している。FD 部会は教務部長を部会長とし、教務部長補佐、各学部長、各学科

の選出された教務委員（各 1人）、事務局長を委員として、授業改善のための基本方針の策

定、研修会及び講習会の開催、教員の教授活動相互研鑽、学生による授業評価の実施、学

生の勉学能力の育成、学部間共通カリキュラムの開発支援等を行っている。 

部会長は部会で審議、検討し、承認事項を自己点検・評価委員会に報告した後、教授会

で周知する体制がとられている。FD 等の活動は「報告書」としてまとめられ、専任教員全

員及び学園内の各部署に配布される他、文部科学省高等教育局、日本高等教育評価機構等

関係機関に送付している。 

評価体制については、教員と学生の双方向からの評価（「教員による授業評価」及び「学

生による授業評価」）をそれぞれ実施している。 

「教員による授業評価」は、各教員の担当科目の授業を DVD に記録し、その DVD を各教員

が自ら分析し評価することを通して行っている。教員の授業評価報告書は 5 段階評価と自

由記述の 2 段構えで作成している。前者は 10 の設問について、DVD 確認前の自己評価と確

認後の自己評価を 5 段階の数字で記入する。後者は、課題・改善工夫等 5 つの項目につい

て記述する。 

「学生による授業評価」は平成 20(2008)年度からその実施対象及び回数を広げ、原則と

して専任教員及び非常勤教員の担当する全授業について、前期と後期の 2 回実施する体制

をとっている。薬学部では学生は 18項目についての評価をマークシート方式で記載し、自

由記述欄も設けている。学生による授業評価の結果に対して、教員はその評価結果の検討、

改善計画を記入した「評価考察シート」を作成し、授業改善の方策を考察する体制をとっ

ている。なお、「学生による授業評価アンケート」の結果については、平成 24（2012）年度

以降の結果より大学の Webポータルサイト「Active Academy」上で閲覧を可能にしている。 

また、2 年毎に各授業評価の結果や研修会及び講習会の記録を FD 報告書としてまとめてい
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る。 

平成 26（2014）年度には、教育内容・方法の改善に係る基礎資料を収集・分析するため、

IR委員会を設置し、平成 27（2015）年度に「学修行動調査」を実施し、以後、同調査を毎

年実施することとしている。その他、3月末には「卒業時アンケート調査」も実施している。 



大阪大谷大学大学院薬学研究科設置の趣旨等を記載した書類 

資料目次 
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資 料 １ 



大阪狭山市薬剤師会と大阪大谷大学薬学部との地域学術交流に関する協定書

(目 的)

第1条 大阪狭山市薬剤師会 (以下「甲」という)と大阪大谷大学薬学部 (以下「乙」という)は、教育・研究活

動および地域医療等の全般における交流・連携を推進し、相互の教育口研究や薬剤師の資質向上の一層

の進展と地域住民の健康の向上に資することを目的として、地域学術交流に関する協定 (以下「本協定」と

いう)を締結する。

(連携事項 )

第2条 本協定による主な連携事項は、次のとおりです。

(1)教育口研究・実務などに関する相互支援に関すること

(2)薬剤師会会員口教職員口薬学生の相互交流に関すること

(3)地域医療等への貢献に関すること

(4)研修会等の共同開催に関すること

(5)薬剤師ならびに薬学生の資質向上のための教育に関すること

(6)その他甲及び乙が協議し同意した連携事業に関すること

(連絡調整窓国の設置 )

第3条 前条に掲げる連携を円滑に進めるため、甲及び乙に窓口を設置し、必要な連絡調整を行う。

(経費 )

第4条 本協定に基づく連携の実施に要する経費は、原則として、甲及び乙の双方においてそれぞれ応分

に負担することとする。

(協定期間)

第5条 本協定の有効期間は、協定締結日より1年間とし、特段の事情がない限り1年毎に自動的に更新

するものとする。ただし、協定を終了する場合は、有効期間満了の3か月前までに本協定の更新について

協議する。

(その他 )

第6条 本協定に定めない事項又は本協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の両者が協議の上定

めるものとする。

本協定締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が各自1通を保有する。

2013年 12月 1日

(甲 )大阪狭山市西山台3丁 目5-16
大阪狭山市薬剤師会 会長

や 
ラ協υ

(乙 )富田林市錦織北 3-11-1 ″

勅 熔 婢 紳 線  7手 三秤 久



河内長野市薬剤師会と大阪大谷大学薬学部との地域学術交流に関する協定書

(目 的)

第1条 河内長野市薬剤師会 (以下「甲」という)と大阪大谷大学薬学部 (以下「乙」という)は、教育・研究活

動および地域医療等の全般における交流・連携を推進し、相互の教育・研究や薬剤師の資質向上の一層

の進展と地域住民の健康の向上に資することを目的として、地域学術交流に関する協定 (以下「本協定」と

いう)を締結する。                            ・

(連携事項 )

第2条 本協定による主な連携事項は、次のとおりです。

(1)教育口研究口実務などに関する相互支援に関すること

(2)薬剤師会会員・教職員口薬学生の相互交流に関すること

(3)地域医療等への貢献に関すること

(4)研修会等の共同開催に関すること

(5)薬剤師ならびに薬学生の資質向上のための教育に関すること

(6)その他甲及び乙が協議し同意した連携事業に関すること

(連絡調整窓回の設置 )

第3条 前条に掲げる連携を円滑に進めるため、甲及び乙に窓口を設置し、必要な連絡調整を行う。

(経費 )

第4条 本協定に基づく連携の実施に要する経費は、原則として、甲及び乙の双方においてそれぞれ応分

に負担することとする。

(協定期間)

第5条 本協定の有効期間は、協定締結日より1年間とし、特段の事情がない限り1年毎に自動的に更新

するものとする。ただし、協定を終了する場合は、有効期間満了の3か月前までに本協定の更新について

協議する。

(その他 )

第6条 本協定に定めない事項又は本協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の両者が協議の上定

めるものとする。

本協定締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が各自1通を保有する。

2013年 12月 1日

(甲 )河内長野市菊水町2-13
河内長野市薬剤師会 会長

(乙 )富田林市錦織北 3-11-1  っ

大阪大谷大学 薬学部長
   筍弓

ЪT擁
手静z登■



富田林薬剤師会と大阪大谷大学薬学部との地域学術交流に関する協定書

(目 的)

第1条 富田林薬剤師会 (以下「甲」という)と大阪大谷大学薬学部 (以下「乙」という)は、教育・研究活動お

よび地域医療等の全般における交流・連携を推進し、相互の教育口研究や薬剤師の資質向上の一層の進

展と地域住民の健康の向上に資することを目的として、地域学術交流に関する協定 (以下「本協定」という)

を締結する。

(連携事項)

第2条 本協定による主な連携事項は、次のとおりです。

(1)教育・研究・実務などに関する相互支援に関すること

(2)薬剤師会会員口教職員・薬学生の相互交流に関すること

(3)地域医療等への貢献に関すること

(4)研修会等の共同開催に関すること

(5)薬剤師ならびに薬学生の資質向上のための教育に関すること

(6)その他甲及び乙が協議し同意した連携事業に関すること

(連絡調整窓回の設置 )

第3条 前条に掲げる連携を円滑に進めるため、甲及び乙に窓口を設置し、必要な連絡調整を行う。

(経費 )

第4条 本協定に基づく連携の実施に要する経費は、原則として、甲及び乙の双方においてそれぞれ応分

に負担することとする。

(協定期間)

第5条 本協定の有効期間は、協定締結日より1年間とし、特段の事情がない限り1年毎に自動的に更新

するものとする。ただし、協定を終了する場合は、有効期間満了の3か月前までに本協定の更新について

協議する。

(その他 )

第6条 本協定に定めない事項又は本協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の両者が協議の上定

めるものとする。

本協定締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が各自1通を保有する。

2013年 12月 1日

(甲 )富 田林市向陽台1丁 目3-38
富田林薬斉1師会 会長

(乙 )富田林市錦織北 3-11-1
大阪大谷大学 薬学部長

太嬌 7■希

ノ
π手 澤、ム



羽曳野市薬剤師会と大阪大谷大学薬学部との地域学術交流に関する協定書

(目 的)

第1条 羽曳野市薬剤師会 (以下「甲」という)と大阪大谷大学薬学部 (以下「乙」という)は 、教育・研究活動

および地域医療等の全般における交流・連携を推進し、相互の教育・研究や薬剤師の資質向上の一層の

進展と地域住民の健康の向上に資することを目的として、地域学術交流に関する協定 (以下「本協定」とい

う)を締結する。

(連携事項 )

第2条 本協定による主な連携事項は、次のとおりです。

(1)教育・研究・実務などに関する相互支援に関すること

(2)薬剤師会会員・教職員・薬学生の相互交流に関すること

(3)地域医療等への貢献に関すること

(4)研修会等の共同開催に関すること

(5)薬剤師ならびに薬学生の資質向上のための教育に関すること

(6)その他甲及び乙が協議し同意した連携事業に関すること

(連絡調整窓国の設置 )

第3条 前条に掲げる連携を円滑に進めるため、甲及び乙に窓口を設置し、必要な連絡調整を行う。

(経費 )

第4条 本協定に基づく連携の実施に要する経費は、原則として、甲及び乙の双方においてそれぞれ応分

に負担することとする。

(協定期間)

第5条 本協定の有効期間は、協定締結日より1年間とし、特段の事情がない限り1年毎に自動的に更新

するものとする。ただし、協定を終了する場合は、有効期間満了の3か月前までに本協定の更新について

協議する。

(その他 )

第6条 本協定に定めない事項又は本協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の両者が協議の上定

めるものとする。

本協定締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が各自1通を保有する。

2013年 12月 1日

(甲 )羽曳野市誉田4-2-3

11曳
野市薬剤師会 会長

   htt FD髪 彗、ラ
珂

(乙 )富田林市錦織北 3-11-1
大阪大谷大学 薬学部長

  衝翠



藤井寺市薬剤師会と大阪大谷大学薬学部との地域学術交流に関する協定書

(目 的)

第 1条 藤井寺市薬剤師会 (以下「甲」という)と大阪大谷大学薬学部 (以下「乙」という)は、教育・研究活動

および地域医療等の全般における交流・連携を推進し、相互の教育口研究や薬剤師の資質向上の一層の

進展と地域住民の健康の向上に資することを目的として、地域学術交流に関する協定 (以下「本協定」とい

う)を締結する。                             ・

(連携事項)

第2条 本協定による主な連携事項は、次のとおりです。

(1)教育・研究・実務などに関する相互支援に関すること

(2)薬剤師会会員口教職員・薬学生の相互交流に関すること

(3)地域医療等への貢献に関すること

(4)研修会等の共同開催に関すること
・
(5)薬剤師ならびに薬学生の資質向上のための教育に関すること

(6)その他甲及び乙が協議し同意した連携事業に関すること

(連絡調整窓回の設置 )

第3条 前条に掲げる連携を円滑に進めるため、甲及び乙に窓口を設置し、必要な連絡調整を行う。

(経費 )

第4条 本協定に基づく連携の実施に要する経費は、原則として、甲及び乙の双方においてそれぞれ応分

に負担することとする。

(協定期間)

第5条 本協定の有効期間は、協定締結日より1年間とし、特段の事情がない限り1年毎に自動的に更新

するものとする。ただし、協定を終了する場合は、有効期間満了の3か月前までに本協定の更新について

協議する。

(その他)

第6条 本協定に定めない事項又は本協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の両者が協議の上定

めるものとする。

本協定締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が各自1通を保有する。

2013年 12月 1日

(甲 )藤井寺市小山9丁 目4-33
藤井寺市薬剤師会 会長

轟 永 教 氏

(乙 )富 田林市錦織北 3-11-1
大阪大谷大学 薬学部長 ′

Z千 憚2五



一般社団法人松原市薬剤師会と大阪大谷大学薬学部との地域学術交流に関する協定書

(目 的)

第1条 松原市薬剤師会 (以下「甲」という)と大阪大谷大学薬学部 (以下「乙」という)は、教育・研究活動お

よび地域医療等の全般における交流口連携を推進し、相互の教育・研究や薬剤師の資質向上の一層の進

展と地域住民の健康の向上に資することを目的として、地域学術交流に関する協定 (以下「本協定」という)

を締結する。                              ・

(連携事項)

第2条 本協定による主な連携事項は、次のとおりです。

(1)教育口研究・実務などに関する相互支援に関すること

(2)薬剤師会会員口教職員・薬学生の相互交流に関すること

(3)地域医療等への貢献に関すること

(4)研修会等の共同開催に関すること

(5)薬剤師ならびに薬学生の資質向上のための教育に関すること

(6)その他甲及び乙が協議し同意した連携事業に関すること

(連絡調整窓回の設置 )

第3条 前条に掲げる連携を円滑に進めるため、甲及び乙に窓口を設置し、必要な連絡調整を行う。

(経費 )

第4条 本協定に基づく連携の実施に要する経費は、原則として、甲及び乙の双方においてそれぞれ応分

に負担することとする。

(協定期間)

第5条 本協定の有効期間は、協定締結日より1年間とし、特段の事情がない限り1年毎に自動的に更新

するものとする。ただし、協定を終了する場合は、有効期間満了の3か月前までに本協定の更新について

協議する。

(その他 )

第6条 本協定に定めない事項又は本協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の両者が協議の上定

めるものとする。

本協定締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が各自1通を保有する。

2013年 12月 1日

(甲 )松原市田井城3丁 目104-2

松原市薬剤自T会 会長
    ァ

(乙 )富田林市錦織北 3-11-1 、

大阪大谷大学 薬学部長
 衝理 千 ■

,
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開催日 参加人数

第 1 回 H18年11月11日 医療制度改革と今後の展望 144名
・ 「処方せん様式変更に伴う後発医薬品の活用」

 廣谷芳彦（大阪大谷大学薬学部　教授）
・ 「医薬品の安全対策の新展開と薬剤師の役割」

平山佳伸（大阪市立大学医学部　教授）
・ 「大阪府の薬務行政」

藤田敬三（大阪府健康福祉部薬務課　課長）

第 2 回 H19年 3月17日 135名
・ 「循環器病の治療薬」

雪村時人（大阪大谷大学薬学部　教授）
・ 「胃癌治療の現況と栄養療法」

飯島正平（箕面市立病院胃腸センター外科　副部長）

第 3 回 H19年 5月19日 180名
・

 谿　忠人（大阪大谷大学薬学部　教授）
・ 「漢方診療の基本と「氣」の失調に繁用される処方解説」

 新谷卓弘（近畿大学東洋医学研究所　教授）

第 4 回 H19年 7月14日 127名
・ 「副作用情報を患者にどう伝えるか」

小川雅史（大阪大谷大学薬学部　教授）
・ 「泌尿器科領域の薬剤副作用とその対策」

杉村一誠（太成学院大学看護学部　教授）

第 5 回 H19年 9月15日 150名
・

 田中静吾（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

谷口典男（浅香山病院　副院長）

第 6 回 H20年 5月10日 169名
・

 谿　忠人（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

伊藤壽記 （大阪大学医学部　教授）

第 7 回 H20年 7月  5日 204名
・

山本新一郎 （山本保健薬局）
・

名徳倫明 （大阪大谷大学薬学部　准教授）
・

後明郁男 （彩都友紘会病院　副院長）

第 8 回 H20年 9月13日 149名
・

東田有智 （近畿大学医学部 教授）
・

石原英樹 （大阪府立呼吸器・アレルギーセンター　部長）

第 9 回 H21年 5月 ９日 141名
・

楠本茂雅 （ベルランド総合病院医療安全管理室）
・

大城　孟 （おおしろクリニック　院長）

大阪大谷大学薬学部地域連携学術交流会 開催状況

回数 テーマ・演題・演者

各疾患の病態と最新治療薬

漢方製剤の経験知と科学知及び漢方診療

薬剤副作用情報とその対策

「漢方製剤の「使用上の注意」における経験知と科学知
－理氣剤と補氣剤を中心にして－」

医療安全と薬剤師の役割

精神・神経領域の治療薬とその臨床

補完代替医療と薬剤師

緩和医療と薬剤師の役割

呼吸器疾患とその薬物治療

「神経内科領域の疾患と治療薬」

「精神科領域の疾患と治療薬 －統合失調症、うつ病を中心に－」

「現代医療の3Pと漢方製剤療法」

「緩和医療における薬局薬剤師の役割」

「補完代替医療とその臨床」

「緩和医療における病院薬剤師の役割」

「緩和医療とその臨床」

「呼吸器疾患に用いられる治療薬とその使用上の注意」

「呼吸器疾患における臨床と薬物療法」

「薬剤関連事故とシステムエラー」

「医療安全対策の現状と今後」
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第 10 回 H21年 7月18日 184名
・

西野隆雄 （病院・薬局実務実習近畿調整機構　事務局長）
・

土屋照雄 （岐阜薬科大学薬学科　教授）
・

山元　弘 （大阪大学薬学研究科　教授）

第 11 回 H21年 9月12日 140名
・

前田和久 （大阪大学大学院医学系研究科　准教授）
・

幸原晴彦 （大阪南医療センター第三内科　医長）

第 12 回 H22年 5月 8日 161名
・

野口民夫 （大阪大谷大学薬学部　教授）
・

山中英治 （若草第一病院　院長）

第 13 回 H22年 7月17日 160名
・

 石村栄治（大阪市立大学大学院学医学研究科　准教授）
・

竹内一秀（大阪市立大学大学院医学研究科　教授）

第 14 回 H22年 9月 4日 169名
・

中尾絵莉奈、和田 宏美（大阪大谷大学5回生)
・

小西廣己（大阪大谷大学　教授）
田中高志（大阪大谷大学　講師）

・
竹内昌司（市立総合医療センター　薬剤部長）
谷澤 靖博（長崎屋薬局　代表取締役）

・
掛見正郎（大阪薬科大学　教授）

第 15 回 H23年 5月  7日 201名
・

前田頼伸（大阪労災病院　薬剤部長）
・

永井崇之（大阪府立呼吸器・アレル ギー医療センター　部長）

第 16 回 H23年 7月16日 精神科領域における臨床と薬物治療 165名
・

小山　豊（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

白川　治（近畿大学医学部　教授）

第 17 回 H23年 9月10日 薬学生実務実習のさらなる充実に向けて 114名
・

小川雅史（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

西野隆雄（近畿調整機構　事務局長）
・

竹内昌司（市立総合医療センター　薬剤部長）
・

谷澤靖博（長崎屋薬局　代表取締役）

薬学６年制における実務実習に向けて
「病院・薬局実務実習近畿調整機構の取り組み」

よりよい薬学実務実習に向けて

「CKDから見た高血圧治療と腎機能低下の予防 」

「虚血性心疾患から見た高血圧 」

糖尿病の発症及び治療の最前線
「メタボリックシンドロームのメカニズムと食事戦略について」

「糖尿病合併症予防に向けた最新治療」

栄養の新知見と臨床栄養の役割
「栄養素と遺伝子発現」

「モデルコアカリキュラムに準じた実務実習の取り組み」

「薬学教育改革 －これまでの取り組み－」

「医療における栄養療法の役割と今後」

循環器病（高血圧）の治療とその予防

「呼吸器感染症における臨床とその治療」

感染症における薬物治療と薬剤師の役割

「抗精神病薬の薬効評価と最近の話題」

「うつ病の診断と抗うつ薬治療の現在」

「学生からの病院・薬局実務実習報告」

｢訪問担当教員からの病院・薬局実務実習報告」

｢指導薬剤師からの病院・薬局実務実習報告」

「近畿調整機構による病院・薬局実務実習の取り組みと展望」

「抗菌薬適正使用における薬剤師の役割」

「病院・薬局実務実習での大阪大谷大学の取組み」

「病院・薬局実務実習近畿調整機構の取組み」

｢指導薬剤師からの病院実務実習の取組み」

｢指導薬剤師からの薬局実務実習の取組み」
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第 18 回 H24年 5月19日 134名
・

森田みつ子（SMC代表）
・

藤崎和彦（岐阜大学医学部　教授）

第 19 回 H24年 7月28日 155名
・

但馬重俊（八尾市立病院　薬剤部長）
・

狭間研至（ファルメディコ（株）　代表取締役社長）　

第 20 回 H24年 9月12日 193名
・

橋本 淳（大阪南医療センター　部長）
・

乾健太郎（東住吉森本病院整形外科　部長）

第 21 回 H25年 5月11日 141名
・

小川雅史（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

平田収正（大阪大学薬学研究科　教授）

第 22 回 H25年 7月13日 101名
・

池邉一典（大阪大学歯学部　講師）
・

北村正博（大阪大学歯学部　准教授）

第 23 回 H25年 9月14日 142名
・

平田純生（熊本大学薬学部　教授）
・

山内　淳（大阪労災病　院副院長）

第 24 回 H26年 5月10日 145名
・

小川雅史（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

平田収正（大阪大学薬学研究科　教授）

第 25 回 H26年 7月  5日 103名
・

小川雅史（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

見田　活（医薬品医療機器総合機構　課長）　　
・

林　昌洋（虎ノ門病院薬剤部　部長）

第 26 回 H26年 9月13日 113名
・

吉原正治（大阪労災病院　副院長）
・

富永和作（大阪市立医大学医学研究科　准教授）

第 27 回 H27年 5月16日   91名
・

名徳倫明（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

西野隆雄（大阪大学薬学研究科　特任教授）
・

平田収正（大阪大学薬学研究科　教授）

「患者さんとのコミュニケーションについて」

「医療コミュニケーションの重要性を考える」

在宅医療と病院・薬局との連携
「外来患者のための地域医療連携と病院薬剤師の役割」

「在宅医療への参画と地域医療における薬局薬剤師の役割」

医療コミュニケーションの重要性を考える

「病院・薬局実務実習の充実に向けて」

口腔ケアと全身疾患との関わり
 「高齢者の歯と栄養摂取」

 ｢歯周病と全身との関連」

腎臓疾患領域の臨床と最新治療

整形外科領域の臨床と最新治療
｢骨粗鬆症の臨床と最新治療」

「関節リウマチの臨床と最新治療」

病院・薬局実務実習の充実に向けて
「大阪大谷大学の実務実習への取組み」

病院・薬局実務実習の現状と問題点
「大阪大谷大学の実務実習への取組み」

「平成26年度近畿地区病院・薬局実務実習報告」

「実務実習の充実の現状と問題点～新実務実習制度に向けて～」

｢慢性腎臓病治療における薬剤師の役割」

「腎臓疾患領域の臨床と最新治療」

病院・薬局実務実習の充実に向けて

医薬品の適正使用情報の活用と安全性の評価
「医薬品情報の過去・現在・未来」

「医薬品副作用被害救済制度について」

「医薬品適正使用のための安全性評価と安全対策の実践」

消化器疾患領域の臨床と最新治療
「ウィルス性慢性肝炎の臨床と最新治療」

「機能性胃腸障害における臨床と最新治療」

「大阪大谷大学の実務実習への取組み」

「病院・薬局実務実習の充実に向けて」
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第 28 回 H27年 7月11日 137名
・

大野能之(東京大学医学部附属病院薬剤部　副部長)
・

谷山佳弘（近畿大学医学部　准教授）

第 29 回 H27年 9月12日   96名
・

中川浩一(大阪府済生会富田林病院　部長)
・

片山一郎(大阪大学大学院医学系研究科　教授)

第 30 回 H28年 5月13日 156名
・

松原和夫（京都大学大学院医学系研究科　教授・薬剤部長）
・

鈴木　匡（名古屋市立大学大学院薬学系研究科　教授）

第 31 回 H28年 7月 9日 141名
・

冨田晃司（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

室井延之（赤穂市民病院　薬剤部長）

第 32 回 H28年 9月10日 140名
・

上島悦子（大阪大学薬学研究科　教授）
・

久米典昭（神戸学院大学薬学部）

第 33 回 H29年 5月13日 169名
・

上島悦子（大阪大学薬学研究科　教授）
・

林 哲也（大阪薬科大学薬学部　教授）

第 34 回 H29年 7月 8日 134名
・

徳山尚吾（神戸学院大学薬学部　教授）
・

田中静吾（大阪大谷大学薬学部　教授）

第 35 回 H29年 9月 9日 145名
・

前田朋子（医療法人杏和会阪南病院　薬剤課長）
・

 田中静吾（大阪大谷大学薬学部　教授）

「アレルギー性皮膚炎の診断と最新治療～皮膚外用療法を中心に～」

高齢者薬物治療における薬剤師の役割

薬剤師のための実践的薬物治療講座～第5回精神神経疾患～
「精神神経疾患における薬物療法と薬剤師の役割」

「神経変性疾患の病態と薬物治療」

「心疾患における薬物療法の実際」

「心不全の病態と薬物治療」

薬剤師のための実践的薬物治療講座～第４回脳血管障害～
「脳血管障害における薬物療法と薬剤師の役割」

「急性期脳梗塞の診断と薬物治療」

「糖尿病薬物療法の基礎知識」

薬剤師のための実践的薬物治療講座 ～第２回高血圧症～
「高血圧症における薬物療法の実際」

「病態に応じた高血圧症薬の使い分けと副作用対策」

薬剤師のための実践的薬物治療講座 ～第３回心疾患～

今後の薬剤師職能と薬剤師の未来
「今後の薬剤師職能とチーム医療」

「地域医療に真に貢献する薬局薬剤師を目指して」

薬剤師のための実践的薬物治療講座  ～第１回糖尿病～
「糖尿病の病態と薬物治療」

「高齢者における薬物動態と医薬品使用時の留意点」

「高血圧症治療のポイント」

皮膚疾患領域の臨床と最新治療
「皮膚がんの診断と最新治療」



資 料 ３ 







資 料 ４ 



- 1 -

大阪大谷大学ティーチング・アシスタント規程 

（平成 21年４月１日 制定） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、大阪大谷大学（以下「本学」という）におけるティーチング・アシスタント

制度（以下「ＴＡ制度」という）に関して必要な事項を定める。 

（目的） 

第２条 ＴＡ制度は、本学大学院に在学する学生の教育研究の充実振興および学部教育の充実なら

びに教育研究の後継者の育成を図ることを目的とする。 

（定義） 

第３条 この規程において「ＴＡ」とは、所定の手続きを経て学校法人大谷学園（以下「本学園」

という）と雇用契約を締結し、教員の補助者として授業に関する教育補助業務に従事する者を

いう。 

（職務） 

第４条 ＴＡは、科目担当教員の指示監督のもとで、次の各号に掲げる教育補助業務に従事する。 

(1) 講義および演習の補助

(2) 実験・実習の補助（技術上の助言、準備および機器の整備等を含む）

(3) その他ＴＡを必要とすると認められた授業科目に関する教育業務の補助

２ 科目担当教員は、所属ＴＡの業務従事状況を適切に把握しなければならない。 

（配置申請） 

第５条 学部長は、ＴＡを置く必要があると認めたときは、次の事項を明記した配置申請書（別記

様式１）を、教務部長を通じて学長に提出しなければならない。 

(1) ＴＡを置くことを必要とする理由および効果

(2) 配置する期間および時間

(3) その他必要な書類

（提出書類） 

第６条 ＴＡに応募しようとする者は、次の各号に掲げる書類を教務課に提出しなければならない。

ただし、第２号に掲げる健康診断書は採用が決定した場合に限るものとする。 

(1) 履歴書

(2) 健康診断書（最近３ヶ月以内受診のもの）

(3) 写真（最近３ヶ月以内に撮影されたもの）

(4) 指導教員の承諾書

(5) その他本学が必要と認める書類

（選考および採用） 

第７条 ＴＡの選考は、本学大学院に在籍する学生の中から、専攻代表の推薦する成績優秀で教育

的指導力を有する者を対象として行うものとし、学部長・研究科長で協議の上、学長が採用者

を決定し、その採用について理事長に上申して決裁を得るものとする。 

２ ＴＡを採用することができる人数は、原則として、各専攻若干名とする。 
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３ 法人本部事務局において、第１項の規定による採用決定者（健康診断の結果が「就労可能な

者」に限る）と労働契約書を締結する。 

（雇用期間） 

第８条 ＴＡとしての雇用期間は、１年以内とする。ただし、本学大学院に在籍している間は、更

新することができる。 

２ ＴＡの採用の始期は、４月１日とし、終期は翌年３月 31日とすることを原則とする。 

（業務従事時間） 

第９条 ＴＡの業務従事時間は、原則として週１コマ、年間 30コマとする。 

（給与） 

第 10 条 ＴＡの給与（手当）は、別途法人本部事務局にて定める。 

（採用取消し） 

第 11 条 ＴＡが次の各号の一に該当すると認めたときは、研究科委員会の議を経て学長が採用取

り消しを理事長に上申して決裁を得るものとする。 

(1) 学業をおろそかにしていると認められるとき。

(2) 大阪大谷大学大学院学則第 34条の規定により、懲戒の処分を受けたとき、またはこれに

相当すると認められるとき。 

(3) 休学、若しくは退学したとき、または成業の見込みがないとき。

(4) 業務につき、授業科目の担当教員の指示監督に従わないとき。

(5) 本人から採用辞退の申出があったとき。

(6) その他前各号に相当する特別の理由があるとき。

（服務） 

第 12 条 ＴＡは、当該授業科目の担当教員の命に服して業務を行なわなければならない。 

２ ＴＡは、業務上知り得た秘密および学生の個人情報を他に漏らしてはならない。 

３ ＴＡは、業務終了の都度、各専攻事務室に備付けるＴＡ業務確認票（別記様式２）に記入し、

押印しなければならない。 

４ ＴＡが、病気等本人の都合により所定の業務に就くことができなかったときは、欠勤とし、

当該手当は支給しない。 

（実績報告） 

第 13 条 学部長は、毎年度の終わりに当該年度のＴＡに係る実績報告書（別記様式３）を、学長

および研究科長に提出しなければならない。 

（改廃） 

第 14 条 この規程の改廃は、各学部教授会の意見を聴き、大学院委員会の議を経て行う。 

附 則 

 この規程は、平成 21年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 23年４月１日から改正施行する。 

附 則 
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 この規程は、平成 27年４月１日から改正施行する。 

附 則 

この規程は、平成 31年４月１日から改正施行する。 
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大阪大谷大学大学院 新設研究科教育職員の任用の特例措置に関する内規

平成 30 年 1 月 30 日制定 

（目的）

第 1 条 この内規は、大阪大谷大学大学院に研究科を新設するにあたり、満 65 歳を超える

教育職員の特例による任用を定めたものである。

（任用）

第 2 条 理事長が特に必要と認める場合には、大阪大谷大学・大学院定年規程にかかわらず、

65 歳を超える専任の教育職員を当該研究科の教授として新たに任用することができる。 
２ 当該教育職員の任用は、大阪大谷大学教育職員任用基準および大阪大谷大学教育職員

資格審査規程に準拠し、理事長が行う。

（任用期間）

第 3 条 当該教育職員の任用期間は、原則として、当該研究科の完成年度までの期間とする。 

（勤務・給与等）

第 4 条 当該教育職員の授業担当時間数、勤務日数、勤務内容、給与等については、契約時

に定めるものとする。

附則

この内規は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 
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入学から修了までの研究指導スケジュール 

内容 指導者または担当 

受験前 

10～12 月 ・大学院入試説明会

・進学希望者との面談

研究科委員会 

特別研究担当教員 

入学前 

3月 ・主および副研究指導教員の決定 研究科委員会 

入学時 

4月 ・特別研究テーマの決定

必要に応じて生命倫理委員会への申請

・履修スケジュールの決定

主・副研究指導教員 

生命倫理委員会 

主・副研究指導教員 

1年次 

4月 

4月～ 

4月～ 

1～3月 

1～3月 

通年 

・特別研究・特別演習の開始

・基盤および専門科目の履修

・演習科目の履修

・研究進捗発表会

・研究の進捗状況確認

・TAとしての学部生指導

主・副研究指導教員 

各科目担当教員 

各科目担当教員 

全教員 

研究科委員会 

担当教員 

2年次 

通年 

4月～ 

随時 

1～3月 

1～3月 

通年 

・特別研究・特別演習の遂行

・基盤および専門科目の履修

・学内セミナーの参加

・研究進捗発表会

・研究の進捗状況確認

・TAとしての学部生指導

主・副研究指導教員 

各科目担当教員 

担当教員、外部講師も含む 

全教員 

研究科委員会 

担当教員 

3年次 

通年 

随時 

1～3月 

1～3月 

通年 

随時 

随時 

・特別研究・特別演習の遂行

・学内セミナーの参加

・研究進捗発表会

・研究の進捗状況確認

・TAとしての学部生指導

・国内（外）学会での発表

・専門学術誌への投稿準備・投稿

主・副研究指導教員 

担当教員、外部講師も含む 

全教員 

研究科委員会 

担当教員 

主・副研究指導教員 

主・副研究指導教員 

4年次 

通年 

随時 

随時 

通年 

～12月 

～12月 

～12月 

～2 月 

1～2月 

1～2月 

2～3月 

・特別研究・特別演習の遂行

・学内セミナーの参加

・国内（外）学会での発表

・TAとしての学部生指導

・専門学術誌への受理

・学位論文作成および学位審査申請

・学位審査委員（主査・副査）の選出

・論文指導

・学位論文研究発表会

・原著論文、学位論文、学位論文研究発表

会での質疑応答の審査

・学位審査の判定

主・副研究指導教員 

担当教員、外部講師も含む 

主・副研究指導教員 

担当教員 

主・副研究指導教員 

主・副研究指導教員 

研究科委員会 

学位審査委員会 

研究科委員会 

学位審査委員会 

研究科委員会 
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履修モデル 

A.薬学分野において先導的に活躍する研究者、また教育者を目指す例

（生体機能薬学分野） 

年次 講義科目 演習科目 特別研究科目 

1年次 ○△□複合生命薬学特論

○△□情報薬学特論

○△□応用生物情報薬学特論

○分子病態生化学特論

○△□医療国際比較演習

○△□薬学総合演習

○特別演習（生体）

○特別研究（生体）

2年次 ○△□医薬品有機化学特論

○□細胞解析学特論

○□細胞工学特論

○特別演習（生体） ○特別研究（生体）

3年次 ○特別演習（生体） ○特別研究（生体）

4年次 ○特別演習（生体） ○特別研究（生体）

○生体機能薬学分野、△臨床薬学分野、□衛生薬学分野

B.研究能力をもとに医療現場において活躍する薬剤師を目指す例

（臨床薬学分野） 

年次 講義科目 演習科目 特別研究科目 

1年次 ○△□複合生命薬学特論

○△□情報薬学特論

○△□応用生物情報薬学特論

△□地域医療薬学特論

△□食品機能学特論

○△□医療国際比較演習

○△□薬学総合演習

△特別演習（臨床）

△特別研究（臨床）

2年次 ○△□医薬品有機化学特論

△チーム医療薬学特論

△臨床薬物動態学特論

△特別演習（臨床） △特別研究（臨床）

3年次 △特別演習（臨床） △特別研究（臨床）

4年次 △特別演習（臨床） △特別研究（臨床）

○生体機能薬学分野、△臨床薬学分野、□衛生薬学分野



- 2 -

C.衛生薬学分野において活躍する研究者、また教育者を目指す例

（衛生薬学分野） 

年次 講義科目 演習科目 特別研究科目 

1年次 ○△□複合生命薬学特論

○△□情報薬学特論

○△□応用生物情報薬学特論

△□地域医療薬学特論

△□食品機能学特論

○△□医療国際比較演習

○△□薬学総合演習

□特別演習（衛生）

□特別研究（衛生）

2年次 ○△□医薬品有機化学特論

○□細胞解析学特論

○□細胞工学特論

□特別演習（衛生） □特別研究（衛生）

3年次 □特別演習（衛生） □特別研究（衛生）

4年次 □特別演習（衛生） □特別研究（衛生）

○生体機能薬学分野、△臨床薬学分野、□衛生薬学分野
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大阪大谷大学学位規程 

（昭和 50 年 4 月 1 日 制定） 

第 1 章 総則 

（趣    旨） 

第 1 条 この規程は、学位規則（昭和 28 年文部省令第 9 号）第 13 条の規定に基づき、本学において

授与する学位の種類、学位論文の審査方法、試験および学力の確認の方法、その他学位に関して

必要な事項を定めるものとする。 

（学位の種類） 

第 2 条  本学が授与する学位は、学士、修士、博士とする。

（1） 学士学位

学 部 学科・専攻 学  位

文学部
日本語日本文学科 日本語日本文学

歴史文化学科 歴史文化学

教育学部 教育学科 教育学

人間社会学部
人間社会学科 人間社会学

スポーツ健康学科 スポーツ健康学

薬学部 薬学科 薬学

（2） 修士学位

研究科 専攻 学  位

文学研究科

国語学国文学専攻 国語学

国文学

歴史文化学専攻 歴史文化学

（3） 博士の学位

研究科 専攻 学 位

文学研究科
国語学国文学専攻

歴史文化学専攻
文学

薬学研究科 薬学専攻 薬学

第 2 章 学士の学位 

学士の学位授与は、本学学則によるほか次に定めるところによるものとする。 

（学士の学位授与の要件） 

第 3 条 文学部、教育福祉学部、教育学部、人間社会学部においては４年以上、薬学部においては６

年以上本学に在学し、本学学則第 27 条に定める所定の単位を修得した者に学士の学位を授与す

る。 
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（学士の学位授与の決定） 

第 4 条 本規程第３条に定める学士の学位授与の可否は、教授会の議を経て学長が決定する。 

（学位の授与） 

第 5 条 前条の決定にもとづき、学長が学士の学位を授与する。 

（記録の保存） 

第 6 条 本学が学士の学位を授与したときは、卒業研究等の標題および必要事項を記録した学士授与

記録簿を作成し、これを保存するものとする。 

第 3 章 修士の学位 

修士の学位授与については、本学大学院学則によるほか、次に定めるところによるものとする。 

（修士の学位授与の要件） 

第 7 条 修士の学位は、本学大学院博士前期課程に 2 年以上在学して、所定の単位を修得し、修士論

文の審査および最終試験に合格した者に、これを授与することができる。 

（修士の学位授与の時期） 

第 8 条 修士の学位を授与する時期は、学年末および前期末とする。 

（修士の学位授与の申請） 

第 9 条 修士の学位の授与を申請する者は、学位論文審査願書（様式第 1 号－1）に学位論文 3 部を

添えて、研究科委員会に申請するものとする。 

2 修士の学位論文の提出の時期は、別に定める。 

第 10条 修士の学位の授与を申請し得る者は、博士前期課程の在学者で、所定の単位を修得した者、

または、論文審査終了までに所定の単位を修得し得ると認められた者に限る。 

第 11 条 修士の学位論文を提出しようとするときは、論文の題目とその研究計画書（様式第 2 号－1）に

ついて、あらかじめ指導教員の承認を受けなければならない。 

（修士の学位論文の審査および最終試験） 

第 12 条 修士の学位論文の審査および最終試験は、研究科委員会の選出した審査委員が、これを行

う。 

2 審査委員は、指導教員を主査として、研究科委員会の委員 2名以上から構成される審査委員会を

設け審査を行なう。ただし、必要があれば、他の教員を加えることができる。 

第13条 修士の学位に関する最終試験は、学位論文を中心として、審査委員が口頭試問の方法によっ

て行う。 

第 14 条 審査委員は、修士の学位論文の審査の結果ならびに最終試験の結果を、研究科委員会に報

告しなければならない。 

2 研究科委員会は、前項の報告を検討し、得られた結果を大学院委員会に報告する。 

（論文審査および最終試験の期間） 

第 15 条 修士の学位論文の審査および最終試験は、在学期間中に終了しなければならない。 

（大学院委員会の審議および報告） 

第 16条 大学院委員会は、研究科委員会の報告にもとづいて、修士の学位の授与の可否を審議する。 



- 3 -

（修士の学位授与の決定） 

第 17 条 学長は、大学院委員会の議を経て、修士の学位授与を決定する。 

（学位の授与） 

第 18 条 学長は、前条の結果にもとづいて、修士の学位記（様式第 3 号－1）を授与する。 

（学位論文の保存） 

第 19 条 学位論文は、本学図書館に保管する。 

（記録の保存） 

第 20 条 大学は、学位を授与したとき、論文審査の要旨およびその他必要事項を記録した学位授与記

録簿を作成し、これを保存するものとする。 

第 4 章 博士の学位 

  博士の学位授与については、本学大学院学則によるほか、次に定めるところによるものとする。 

（博士の学位授与の要件） 

第 21 条 博士の学位は、本学大学院博士後期課程ならびに薬学研究科博士課程を修了した者に、こ

れを授与することができる。 

2 博士の学位は、本学大学院の博士後期課程または薬学研究科博士課程を経ない者であっても、

学位論文を提出して、その審査に合格し、かつ専攻学術に関して、本学大学院博士後期課程または

薬学研究科博士課程修了者と同等以上の学力を有すると認められた場合には、これを授与すること

ができる。 

3 前項の学力の確認は、試問による口頭または筆記、書類審査により、専攻学術に関し、博士後期

課程または薬学研究科博士課程修了者と同等以上の学力を有するかの審査を行なう。  

（博士の学位授与の時期） 

第 22 条 博士の学位を授与する時期は、学年末および前期末とする。 

（博士の学位授与の申請） 

第 23 条 第 21 条第 1 項の規定により、博士の学位の授与を申請する者は、学位論文審査願書（様式

第 1号－2）に、論文目録・論文・論文要旨・履歴書の各 4部・学位論文審査手数料を添えて、研究科

委員会に申請するものとする。 

2 学位論文審査手数料の額は別表に定めるところによる。 

3 博士の学位論文の提出時期は、別に定める。 

第 24 条 博士の学位の授与を申請し得る者は、第 21 条第 2 項に定められた場合のほかは、博士後期

課程または薬学研究科博士課程の在学者で、所定の単位を修得した者、または、論文審査終了まで

に所定の単位を修得し得ると認められた者とする。 

2 博士後期課程に 3 年以上在学し、学則別表 1 で定めた単位をすべて修得した者で、博士の学位

論文未提出の者が申請する場合は、学則に定める期日までに「大阪大谷大学博士後期課程在学願」

を教務課に提出し、博士後期課程に在学して担当教員の指導を受けなければならない。この期間の

授業料は別途学則に定める。ただし、博士後期課程における在学期間は通算 6 年をこえることはでき

ないため、この期間内に博士論文を提出しなければならない。 
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3 博士後期課程単位修得退学者が大学を離れた後、改めて博士（課程博士）の学位論文提出を希

望する場合、博士後期課程に再入学しなければならない。再入学者の在学期間は、再入学前の在

学期間と合わせて通算 6年以内とする。博士の学位論文提出のため再入学した者の授業料は、別途

学則に定める。 

4 薬学研究科博士課程単位修得退学者が大学を離れた後、博士（課程博士）の学位論文提出を希

望する場合、第 21 条第 1 項および第 23 条の規定によるものとする。 

第 25 条 文学研究科では、博士の学位論文を提出しようとするときは、論文の題目とその研究計画書

（様式第 2 号－2）について、あらかじめ指導教員の承認を受けなければならない。 

第 26 条 第 21 条第 2 項の規定により、博士の学位を申請しようとする者は、所定の学位論文審査願書

（様式第 1 号－3）に、論文目録・論文・論文要旨・履歴書の各 4 部・学位論文審査手数料を添えて、

研究科委員会に申請するものとする。 

2 本学大学院博士後期課程または薬学研究科博士課程を退学した後、博士の学位論文を提出しよ

うとする者の学位申請手続は、前項のとおりとする。 

3 学位論文審査手数料の額は別表に定めるところによる。 

（博士の学位論文の審査および最終試験） 

第 27 条 博士の学位論文の審査および最終試験は、研究科委員会の選出した審査委員が、これを行

う。 

2 文学研究科の審査委員は、指導教員を主査として、研究科委員会の委員 2名以上から構成される

審査委員会を設け審査を行なう。ただし、必要があれば、他の教員を加えることができる。 

3 薬学研究科の審査委員は、副研究指導教員を主査として、研究科委員会の委員 2 名以上から構

成される審査委員会を設け審査を行なう。ただし、副査のうち 1 名は、他分野でかつ専門領域に最も

近い研究科委員会の委員が務める。また、研究科委員会が妥当と認めた場合には、外部専門家を副

査に加えることができる。 

第 28 条 文学研究科における博士の学位に関する最終試験は、学位論文を中心として、広くこれと関

連した科目の試問（口頭または筆頭）によって行なう。 

2 薬学研究科の審査は、査読のある学術雑誌への原著論文、学位論文、学位論文研究発表会にお

ける質疑応答を厳正かつ総合的に査読し、判定する。  

3 薬学研究科の審査は、審査対象の学生が臨床研究等を行った外部協力機関の指導員の意見を

聴取し、それを判定の参考にすることができる。 

第 29 条 審査委員は、博士の学位論文審査の結果ならびに最終試験の結果を、研究科委員会に報告

しなければならない。 

2 研究科委員会は、前項の報告を検討し、得られた結果を大学院委員会に報告する。 

（大学院委員会の審議および報告） 

第 30 条 大学院委員会は、研究科委員会の報告にもとづいて、博士の学位の授与の可否を、審議す

る。 

（博士の学位授与の決定） 

第 31 条 学長は、大学院委員会の議を経て、博士の学位授与を決定する。 
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（学位の授与） 

第 32 条 学長は、前条の結果にもとづいて、博士の学位記（様式第 3 号－2 または様式第 3 号－3）を

授与する。 

（記録の公表・保存） 

第 33 条 博士の論文審査に合格した学位論文は、本学図書館において製本保管する。  

2 本学が、博士の学位を授与したときは、授与した日から 3 か月以内にその学位論文の要旨および

論文審査の結果の要旨、その他必要事項を記録した学位授与記録簿を作成し、インターネットの利

用により公表するとともに、記録簿を保存するものとする。 

第34条 本学が、博士の学位を授与したときは、授与した日から3か月以内に、学位授与に関する報告

書（様式第 4 号）を、文部科学大臣に電子メールの利用により提出するものとする。 

第 35条 本学において博士の学位を授与された者は、授与された日から 1年以内に、博士学位の授与

に係る論文の全文を本大学所定のリポジトリシステムの利用により、当該博士論文の全文をインター

ネットを通じて公表しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、本学において、やむを得ない事由と認

めた場合、研究科委員会に報告し、大学院委員会の承認を得て、学位論文の全文に代えて、その内

容要旨をインターネットの利用により公表することができる。ただし、やむを得ない事由が解消した場

合には、速やかに全文を公表しなければならない。 

3 やむを得ない事由により本学が全文をインターネット公表できないと認めたときは、本学図書館に

おいて製本保管している論文の全文を閲覧に供する。 

（学位の名称） 

第 36 条 修士または博士の学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、本学名を附記するも

のとする。 

（学位授与の取消） 

第 37 条 本学で学位の授与を受けた者について、次の事実があったときは、大学院委員会の議を経て、

学長は学位の授与を取消すものとする。 

(1) 不正の方法によって、学位の授与を受けた事実が判明したとき。

(2) 学位の名誉を汚辱する行為があったとき。

2 大学院委員会において、前項の議決をする場合、出席者の過半数の同意を必要とする。 

附 則 

この規程は、昭和 50 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この規程は、昭和 53 年４月１日から改正施行する。 

附 則 

 この規程は、平成３年７月１日から改正施行する。 

附 則 

 この規程は、平成５年４月１日から改正施行する。 

附 則 

この規程は、平成７年４月１日から改正施行する。 
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附 則 

 この規程は、平成 12 年４月１日から改正施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 15 年３月 18 日から改正施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 16 年４月１日から改正施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 17 年４月１日から改正施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 18 年４月１日から改正施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 21 年４月１日から改正施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 22 年４月１日から改正施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 24 年４月１日から改正施行する。 

附 則  

 この規程は、平成 25 年４月１日から改正施行する。 

附 則  

第 33 条、第 34 条、第 35 条に係る改定は、平成 25 年４月１日以降に博士の学位を授与した場合に 

ついて適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例によるものとする。 

附 則  

この規程は、平成 26 年４月１日から改正施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 27 年４月１日から改正施行する。 

附 則  

この規程は、平成 31 年４月１日から改正施行する。 

様式第１号－１～様式第４号 省略 

別表 

学位論文審査手数料 

種 別 金  額 

第 21 条第 1 項による学位（甲） 25,000 円 

第 21 条第 2 項による学位（乙） 50,000 円 
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薬学部実験研究棟の主な共同利用設備及び機器

共 通 機 器 室 機    器 

P 2 実 験 室 

安全キャビネット 

細胞マニュピレーター装置 

細胞タイトジャンクションリアルタイムモニタリング装置 

生細胞タイムラプスイメージング装置 など 

分 析 室 1 

共焦点レーザースキャン顕微鏡 

正立型蛍光位相差顕微鏡 

倒立型蛍光顕微鏡 など 

分 析 室 2 

LC/MS/MS 

高分解能質量分析装置 

全自動元素分析装置 など 

N M R 室 
核磁気共鳴装置 

フーリエ変換赤外分光光度計 など

共 通 機 器 室 1 HPLC など 

共 通 機 器 室 2 
組織切片作製装置一式 

クライオスタット など

共 通 機 器 室 3 マイクロ波合成装置 など

共 通 機 器 室 4 

フローサイトメーター

セルソーター

遺伝子導入装置 など 

共 通 機 器 室 5 
原子吸光光度計 

高速遠心分離機 など 

共 通 機 器 室 6 

走査型電子顕微鏡、熱分析装置、粉末 X線回折装置、HPLC 

マイクロチップ電気泳動装置、リアルタイム PCR

マルチマイクロプレートリーダー、集細胞遠心装置、イメージアナライザー

蛍光分光光度計、凍結乾燥器、超遠心分離機、高速遠心分離機 

超音波ホモジナイザー、大型バイオシェーカー など 
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生体機能薬学分野

発生、増殖、分化から代謝にかかわるタンパク
質の発現変化、機能調節を分子レベルで明らかに
し、疾病のメカニズム、また治療戦略を考究する。
また、免疫系は多種の細胞が時間・空間的に制御
されている高次複雑系であることから、全身レベル
の臓器間細胞移動と移動した細胞の役割を明ら
かにし、免疫細胞動態の調節による癌・アレル
ギー疾患の制御を目指す。さらには、薬物の設計、
治療部位への的確な送達、生命現象解明のため
の必須ツールといえる細胞機能解析法や細胞工
学的技術などについての知識と技能を修得する。

臨床薬学分野

医療の専門化、複雑化に伴って、各医療職の協
働によるチーム医療が発展してきている。その中
で、薬学的観点から医療に貢献するためには、各
疾患における薬物療法を熟知するとともに、科学
的論理思考が必要である。本分野では、臨床栄
養、緩和医療、妊婦・授乳婦の薬物療法の適正化
を主要なテーマとする。In vitro、in vivoのモデル実

験、さらには臨床データ解析に基づく適正医療の
推進および薬物療法の発展に寄与し、セルフメ
ディケーションを含めた将来的な地域医療の質の
向上へと繋げ、近未来の薬物療法を提案する。

衛生薬学分野

ヒトが健康で安全に、安心して過ごせる環境を作
り出すことを本分野の大きな目的とする。その実
現のため、基礎薬学と臨床薬学との連携など既存
の学問分野の壁を超えた学際的研究を進め、ヒト
と化学物質、食品、微生物等との関係、さらには医
薬品の持つ社会的課題についても考究する。とく
に、健康を多角的な視点からとらえ、疾病の予防、
医薬品や食品製造における高度な微生物管理、
また社会的ニーズの高いサプリメント等に関する
基礎と応用研究を進め、社会に直接的に貢献する。

設置する大学院薬学研究科の構成と6年制薬学部教育における専門領域の関係

６年制薬学部
大学院薬学研究科の構成

薬学教育支援・開発センター

臨
床
薬
学
教
育
セ
ン
タ
ー

分子化学講座

有機化学講座

生化学講座

分子生物学講座

衛生・微生物学講座

臨床薬理学講座

医療薬学講座

実践医療薬学講座

臨床薬剤学講座

薬物治療学講座

薬物動態学講座

天然薬物学講座

医薬品開発学講座

医薬品化学講座

免疫学講座

薬理学講座

薬剤学講座

衛生・毒性学講座

臨床薬学教育支援部門

基
礎
薬
学
系

応
用
薬
学
系

医
療
薬
学
系

－ －1
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大学院 新研究科設置計画に係る
入口ニーズ調査報告書

平成29年12月
丸善雄松堂株式会社

教育・環境ソリューション事業部
コンサルティング部

大阪大谷大学 御中
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目次

 調査概要 P2

 全体集計結果 P3  

 補記 P11
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調査概要

１．調査目的 大阪大谷大学 大学院 薬学研究科 博士課程（仮称）設置計画検討のため

本アンケート調査により薬学部在学生及び薬剤師の進学需要等を把握し、

設置計画の基礎資料とすることを目的とする。

２．調査対象 ①大阪大谷大学 薬学部在学生（1～5年生）

②大阪大谷大学 薬学部 実務実習等で協力関係にある薬剤師。

３．アンケート実施時期

平成29年11月24日～平成29年11月30日

４．回収状況 薬学部在学生748人に対しては、授業でアンケートを配布し、629件の回収

が得られ(回収率84.1%)、実務実習等で協力関係にある薬剤師117人に対し

ては、郵送による調査票の配布、回収によってアンケートを実施し103件の

回収が得られた。 (回収率88.0%)

５．調査方法 調査票による定量調査(アンケート調査)

６．利用調査票 添付アンケート調査票参照
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全体集計結果
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Q1)現在の所属・職業（薬学部在学生）

Q1)あなたの現在について、該当するものを１つ選び○を付けてください。

回答者（薬学部在学生）の現在の所属・職業は、「大学3年生」141人（22.4％）が最も多く、
「大学1年生」138人（21.9％）、「大学2年生」131人（20.8％）と続いている。尚、「未回答・無効回
答」として集計した未回答、もしくは判別不能の回答は無かった。

*パーセンテージは小数点以下第二位を四捨五入し記載

回答数（人） 構成比（％）
全体 629 100.0%
大学1年生 138 21.9%
大学2年生 131 20.8%
大学3年生 141 22.4%
大学4年生 112 17.8%
大学5年生 107 17.0%
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Q2)大学院 薬学研究科 博士課程への
興味・関心（薬学部在学生）

Q2）あなたは大学院薬学研究科博士課程について、どのように考えていますか？

回答者（薬学部在学生）の大学院 薬学研究科 博士課程への興味・関心は、「進学したい」
が18人（2.9％）で、「関心がある」が63人（10.0％）、「やや関心がある」が125人（19.9％）となっ
ており、これら合計は206人（32.8％）で、回答者（薬学部在学生）の3割以上が薬学研究科博
士課程に何らかの興味・関心をもっている。一方、「関心がない」は270人（42.9％）で、149人
（23.7％）は「どちらとも言えない」と回答している。尚、「未回答・無効回答」として集計した未回
答、もしくは判別不能の回答は全体の0.6％となっている。
＊Q1）で「１ 大学1年生」、「２ 大学2年生」、「３ 大学3年生」、「４ 大学4年生」、「５ 大学5年生」を選択した回答者
（薬学部在学生）が回答。

*パーセンテージは小数点以下第二位を四捨五入し記載

回答数（人） 構成比（％）
全体 629 100.0%
進学したい 18 2.9%
関心がある 63 10.0%
やや関心がある 125 19.9%
どちらとも言えない 149 23.7%
関心がない 270 42.9%
未回答・無効回答 4 0.6%
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Q5)大阪大谷大学 大学院 薬学研究科
博士課程への興味・関心(薬学部在学生）

Q5）大阪大谷大学 大学院 薬学研究科 博士課程に興味・関心がありますか？

回答者(薬学部在学生）の大阪大谷大学 大学院 薬学研究科 博士課程への興味・関心は、
「進学したい」が10人（4.9％）、「関心がある」が45人（21.8％）、「やや関心がある」が90人
（43.7％）で、これらの合計が145人（70.4％）で7割以上がなんらかの興味・関心を持っている。
一方、「関心がない」は18人（8.7％）で、34人（16.5％）が「どちらとも言えない」と回答している。
尚、「未回答・無効回答」として集計した未回答、もしくは判別不能の回答は全体の4.4％となっ
ている。
＊Q2）で「１進学したい」、「２関心がある」、「３やや関心がある」を選択した回答者（薬学部在学生）が回答。

*パーセンテージは小数点以下第二位を四捨五入し記載

回答数（人） 構成比（％）
全体 206 100.0%
進学したい 10 4.9%
関心がある 45 21.8%
やや関心がある 90 43.7%
どちらとも言えない 34 16.5%
関心がない 18 8.7%
未回答・無効回答 9 4.4%

薬学部在学生 回答数内訳 (人)

学年
進学

したい

関心が

ある

やや

関心が

ある

どちら

とも言え

ない

関心が

ない
総数

1～5年生 10 45 90 34 18 197

1年生 0 9 15 9 5 38

2年生 5 13 19 9 5 51

3年生 2 6 21 10 3 42

4年生 1 11 13 3 3 31

5年生 2 6 22 3 2 35

*総数は未回答・無効回答9人を除く
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Q1)現在の所属・職業（薬剤師）

Q1)あなたの現在について、該当するものを１つ選び○を付けてください。

回答者（薬剤師）の現在の所属・職業は、「病院勤務」63人（61.2％）が最も多く、「薬局勤務」
37人（35.9％）、「その他」2人（1.9％）と続いている。尚、「未回答・無効回答」として集計した未
回答、もしくは判別不能の回答は無かった。

*パーセンテージは小数点以下第二位を四捨五入し記載

回答数（人） 構成比（％）
全体 103 100.0%
病院勤務 63 61.2%
薬局勤務 37 35.9%
企業勤務 1 1.0%
行政機関勤務 0 0.0%
その他 2 1.9%
未回答・無効回答 0 0.0%
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Q3)年齢（薬剤師）

Q3）あなたの年齢について、該当するものを１つ選び○を付けてください。

回答者（薬剤師）の年齢は、「20代」39人（37.9％）が最も多く、「30代」24人（23.3％）、「40代」
17人（16.5％）と続いている。尚、「未回答・無効回答」として集計した未回答、もしくは判別不能
の回答は全体の2.9％となっている。
＊Q1）で「６ 病院勤務」、「７ 薬局勤務」、「８ 企業勤務」、「９ 行政機関勤務」、「10 その他」を選択した回答者(薬
剤師）が回答。

*パーセンテージは小数点以下第二位を四捨五入し記載

回答数（人） 構成比（％）
全体 103 100.0%
20代 39 37.9%
30代 24 23.3%
40代 17 16.5%
50代 16 15.5%
60代 2 1.9%
70代以上 2 1.9%
未回答・無効回答 3 2.9%
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Q4)大学院 薬学研究科 博士課程（社会人入学）
への興味・関心（薬剤師）

Q4）あなたは大学院薬学研究科博士課程（社会人入学）について、どのように考
えていますか？

回答者（薬剤師）の大学院 薬学研究科 博士課程（社会人入学）への興味・関心は、「進学し
たい」が7人（6.8％）で、「関心がある」が27人（26.2％）、「やや関心がある」が30人（29.1％）と
なっており、これらの合計は64人（62.1％）で、回答者（薬剤師）の6割以上が何らかの興味・関
心を持っている。尚、「未回答・無効回答」として集計した未回答、もしくは判別不能の回答は
全体の6.8％となっている。
＊Q1）で「６ 病院勤務」、「７ 薬局勤務」、「８ 企業勤務」、「９ 行政機関勤務」、「10 その他」を選択した回答者(薬
剤師）が回答。

*パーセンテージは小数点以下第二位を四捨五入し記載

回答数（人） 構成比（％）
全体 103 100.0%
進学したい 7 6.8%
関心がある 27 26.2%
やや関心がある 30 29.1%
どちらとも言えない 22 21.4%
関心がない 10 9.7%
未回答・無効回答 7 6.8%
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Q5)大阪大谷大学 大学院 薬学研究科
博士課程への興味・関心(薬剤師）

Q5）大阪大谷大学 大学院 薬学研究科 博士課程に興味・関心がありますか？

回答者(薬剤師）の大阪大谷大学 大学院 薬学研究科 博士課程への興味・関心は、「進学し
たい」が2人（3.1％）、「関心がある」が21人（32.8％）、「やや関心がある」が27人（42.2％）で、こ
れらの合計が50人（78.1％）で8割近くがなんらかの興味・関心を持っている。一方、「関心がな
い」は3人（4.7％）で、11人（17.2％）が「どちらとも言えない」と回答している。尚、「未回答・無効
回答」として集計した未回答、もしくは判別不能の回答はなかった。
＊Q4）で「１進学したい」、「２関心がある」、「３やや関心がある」を選択した回答者（薬剤師）が回答。

*パーセンテージは小数点以下第二位を四捨五入し記載

回答数（人） 構成比（％）
全体 64 100.0%
進学したい 2 3.1%
関心がある 21 32.8%
やや関心がある 27 42.2%
どちらとも言えない 11 17.2%
関心がない 3 4.7%
未回答・無効回答 0 0.0%
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補記
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アンケート説明文
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アンケート調査票１/2
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アンケート調査票2/2
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学生の確保の見通し等を記載した書類 

(1) 学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況

① 学生の確保の見通し

ア 定員充足の見込み

本研究科の入学定員設定の考え方及び定員充足の見込みについては、本学薬学部1

～5年生、病院・薬局の薬剤師を対象とした進学に関する意向についてのアンケート

調査や本学薬学部学生の進学実績、さらに近隣の薬学研究科博士課程（4年制）の入

学定員状況を総合的に勘案したうえで、入学定員を3名としており、十分な定員充足

が見込めると考えている。 

イ 定員充足の根拠となる客観的なデータの概要

ａ）学生確保の見通しに関するニーズ調査 

本学に薬学研究科博士課程を設置するにあたり、第三者機関を通じて学生確保

の見通しに関するニーズ調査を実施した。以下にその調査内容の詳細を示す（資

料 1）。 

（i） 調査機関

丸善雄松堂株式会社

（ii） 調査目的

大阪大谷大学大学院薬学研究科博士課程（仮称）設置計画検討のため、アンケ

ート調査により薬学部在学生及び薬剤師の進学需要等を把握し、設置計画の基

礎資料とする。

（iii）調査対象

本研究科では、一般入試と社会人入試を実施することからアンケート調査は、

・大阪大谷大学薬学部在学生（1～5年生）

・大阪大谷大学薬学部実務実習等で協力関係にある薬剤師

を対象とした。 

（iv） アンケート実施時期

平成 29年 11月 24日～平成 29年 11月 30日

（v） 回収状況
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薬学部在学生 748名に対しては授業でアンケートを配布し、629件の回答が得

られた。(回収率 84.1%)、実務実習等で協力関係にある薬剤師 117名に対して

は郵送により調査票を配布、回収し、103件の回答が得られた。(回収率 88.0%) 

【薬学部在学生に対するアンケート調査結果】 

＜大学院薬学研究科博士課程への興味・関心＞ 

回答者（薬学部 1年から 5年在学生）の大学院薬学研究科博士課程への興味・関

心は、「進学したい」が 18名（2.9％）で、「関心がある」が 63名（10.0％）、「やや

関心がある」が 125名（19.9％）となっており、これら合計は 206名（32.8％）で、

回答者（薬学部在学生）の 3割以上が薬学研究科博士課程に何らかの興味・関心を

もっている。一方、「関心がない」は 270名（42.9％）で、149名（23.7％）は「ど

ちらとも言えない」と回答している。尚、「未回答・無効回答」として集計した未回

答、もしくは判別不能の回答は全体の 0.6％となっている。 

  さらに、大学院薬学研究科博士課程に「進学したい」「関心がある」「やや関心が 

  ある」を選択した回答者に対して、大阪大谷大学大学院薬学研究科博士課程への興 

味・関心についても質問した。 

＜大阪大谷大学大学院薬学研究科博士課程への興味・関心＞ 

大学院薬学研究科博士課程に「進学したい」「関心がある」「やや関心がある」を 

選択した回答者(薬学部 1年から 5年在学生）の大阪大谷大学大学院薬学研究科博士 

課程への興味・関心は、「進学したい」が 10名（4.9％）、「関心がある」が 45名（21.8％）、 

「やや関心がある」が 90名（43.7％）で、これらの合計が 145名（70.4％）で 7割 

以上がなんらかの興味・関心を持っている。学年別では、5年生で「進学したい」 

が 2名、「関心がある」が 6名、4年生で「進学したい」が 1名、「関心がある」が 

11名、3年生で「進学したい」が 2名、「関心がある」が 6名、2年生で「進学した 

い」が 5名、「関心がある」が 13名、1年生で「関心がある」が 9名である。一方、 

「関心がない」は 18名（8.7％）で、34名（16.5％）が「どちらとも言えない」と 

回答している。尚、「未回答・無効回答」として集計した未回答、もしくは判別不能 

の回答は全体の 4.4％となっている。 

【薬剤師に対するアンケート調査結果】 

＜大学院薬学研究科博士課程への興味・関心＞ 
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回答者（薬剤師）の大学院薬学研究科博士課程（社会人入学）への興味・関心は、 

「進学したい」が7名（6.8％）で、「関心がある」が27名（26.2％）、「やや関心がある」 

が30名（29.1％）となっており、これらの合計は64名（62.1％）で、回答者（薬剤師） 

の6割以上が何らかの興味・関心を持っている。尚、「未回答・無効回答」として集計 

した未回答、もしくは判別不能の回答は全体の6.8％となっている。 

さらに、大学院薬学研究科博士課程に「進学したい」「関心がある」「やや関心があ 

る」を選択した回答者に対して、大阪大谷大学大学院薬学研究科博士課程への興味・

関心についても質問した。 

＜大阪大谷大学大学院薬学研究科博士課程への興味・関心＞ 

大学院薬学研究科博士課程に「進学したい」「関心がある」「やや関心がある」を

選択した回答者(薬剤師）の大阪大谷大学大学院薬学研究科博士課程への興味・関心

は、「進学したい」が2名（3.1％）、「関心がある」が21名（32.8％）、「やや関心があ

る」が27名（42.2％）で、これらの合計が50名（78.1％）で8割近くがなんらかの興

味・関心を持っている。一方、「関心がない」は3名（4.7％）で、11名（17.2％）が

「どちらとも言えない」と回答している。尚、「未回答・無効回答」として集計した

未回答、もしくは判別不能の回答はなかった。 

【薬学部在学生及び薬剤師に対するアンケートのまとめ】 

薬学部在学生の大阪大谷大学大学院薬学研究科博士課程への興味・関心は、「進学し

たい」が10名、「関心がある」が45名、「やや関心がある」が90名で、何らかの興味・

関心を持つこれらの合計が145名となっている。また、薬剤師では、「進学したい」が2

名、「関心がある」が21名、「やや関心がある」が27名で、何らかの興味・関心を持つ

これらの合計は50名であり、本学の薬学研究科博士課程は薬学部在学生（学生）及び

薬剤師（社会人）からの一定の進学需要があるといえる。 

ｂ）本学薬学部学生の進学等実績 

本学薬学部は平成18年に開設、平成24年3月、第1期生が卒業し、これまでに706

名の卒業生を社会に送り出し、そのうち626名（88.7%）が薬剤師免許を取得し、

活躍している。またほぼ毎年、医学・薬学系の研究科への進学実績があり、平成

25年卒業生で4名、平成26年卒業生で1名、平成28年卒業生で1名、平成29年卒業生

で1名が大学院に進学して 
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いる。 

また平成24年卒業生が研究生として、さらに平成29年卒業生が本学の非常勤研

究員として研究に従事している（資料2）。 

ｃ）近隣の私立大学大学院博士課程（4年制）の入学定員状況と定員充足率 

6年制薬学部を持つ近隣の私立11大学における、6年制薬学部の入学定員に対す 

る博士課程（4年制）の入学定員状況、また博士課程（4年制）の定員充足率（4年 

間平均）を以下に示した（資料3）（資料4）。 

 博士課程（4年制）の入学定員状況は、3名（6/11大学：55%）が最も多く、次い 

で2名（2/11大学：18%）と4名（2/11大学：1%）が続き、京都薬科大学のみが10名 

（1/11大学：9%）となっている。6年制薬学部の入学定員に対する博士課程（4年 

制）の定員の割合を地域別でみると、大阪府の3大学が1.1%～2.0%（平均：1.6%）、 

京都府の2大学が2.8%と3.3%（平均：3.1%）、兵庫県の4大学が1.0%～2.0%（平均： 

1.3%）、滋賀県の1大学が3.0%、三重県の1大学が2.0%となっている。 

博士課程（4年制）の入学定員充足率の4年間平均は、大阪府中部に位置 

する近畿大学で133%、大阪府北部に位置する大阪薬科大学と摂南大学でそれぞれ 

58％と94%、近隣11大学薬学研究科博士課程（4年制）の平均は93%であった。 

以上、アンケート結果、卒業生の進学実績、及び近隣大学薬学研究科博士課程（4 

年制）における入学定員状況、近年の定員充足率を総合的に勘案し、本研究科の入 

学定員3名（社会人を含む）は妥当であり、定員充足に問題はない。 

ウ 学生納付金の設定の考え方

学生納付金は、本学の既設学部・研究科の設定金額を参考に、学生の経済的負 

担の軽減と学生確保の観点から近隣の薬学研究科の水準に設定した（資料5）（資 

料6）。 

大阪府の3大学の入学金（他大学卒業生を対象）は、100,000円～220,000円（平 

均173,000円）、近隣11大学の入学金は、100,000円～300,000円（平均198,000円） 

に対し、本学の薬学研究科の入学金は、200,000円に設定している。 

授業料等についても、大阪府3大学は、500,000円～1,000,000円（平均760,000 

円）、近隣11大学でも、500,000円～1,000,000円（平均703,000円）に対し、本学 

の薬学研究科では、700,000円に設定していることから、本研究科の学生納付金の 
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設定は妥当であると考えられる。 

② 学生確保に向けた具体的な取組状況

薬学研究科の新設にあたっては、ホームページやパンフレット、オープンキャン

パスや社会人向けの講演会等、あらゆる機会を通じて本研究科の設置の趣旨等を広

く周知することに努める。とくに本学の在学生に対しては、博士課程への進学につ

いて教員の体験をもとに具体的に学生に伝える。 

ア 学生確保に向けた具体的な取組と予定

ａ）新聞媒体への広告及び本学ホームページへの掲出 

本研究科の設置趣旨ならびに教育目的を広く一般社会に宣言することにより、

本研究科の存在が広く社会へ認知される。 

ｂ）オープンキャンパス 

本学ではオープンキャンパスは毎年度 6回開催し、平成 29年度の参加者数は通 

算 2,036名である。この場での広報は薬学部卒業後の博士課程への進学が、将来

の進路の選択肢を広げることを高校在学時から認識させる。 

ｃ）高大連携事業での周知 

本学園では、併設校である東大谷高等学校と本学の間で 9年一貫教育を目的と 

した「大谷学園薬剤師育成プログラム」を実施している。薬学部に進学を希望す

る高校生に対して、博士課程における専門的経験がいかに貴重なものであるかを

わかりやすく説明し、高校生に夢と希望を与えるとともに進学が将来の進路の一

つとして認識できるよう努める。高大連携事業における広報は、将来の潜在的な

志願者である高校生に対し、博士学位取得の意義を認識させるためにも重要であ

る（資料 7）。 

ｄ）本学薬学部在学生への周知 

本学薬学部卒業生は、薬学研究科の志願者の中心となる。本学部では 4年生後 

期から講座に配属され、各自が選んだテーマについて研究室内での個別指導をう 

ける。教員は学生との日常的な研究などを通じて、博士課程への進学により、自 

ら考え、判断し、実行する能力を身につけることができること、その結果として、 
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卒業後の進路の幅が大きく広がることを学生に伝える。さらに研究者、また高等 

教育機関で教育者として第一線で活躍するにあたっては、博士課程での研究経験

が非常に重要なものであること、国際社会では博士の学位取得者が幅広い分野で

活躍していることを教員の体験をもとに具体的に示す。また内部からの本研究科

進学者に対しては RA及び TA制度があり、後進の学生を指導することによって、

教えること、また伝えることの面白さと重要性を認識できるようにする。さらに

給付型奨学金など、学生の経済的負担を軽減する制度のあることを周知し、本研

究科入学者確保に直接的な効果を得る。 

ｅ）パンフレットの配付 

「大阪大谷大学大学院薬学研究科」の概要、さらには修了後の進路や教育・研 

究内容等の体系的かつ詳細な情報を紙媒体で提供することにより、本研究科進学 

希望者に具体的なイメージを示し、入学の強い動機とする。 

ｆ）地域連携の講習会・講演会、近隣等の薬剤師会での周知 

本学薬学部は、平成 18年度開設以来、近隣 7市薬剤師会との間で地域学術交流 

に関する協定を締結し（資料 8）、これに基づく地域連携学術交流会の開催は平成

29年 9月までに通算 35回を重ね、のべ 5,129名の参加があった（資料 9）。この

ような場にも進学に関する相談の機会を設け、また地域の医療機関との共同研究

を積極的に進め、地域との連携をはかることにより本研究科を薬剤師等により身

近な存在となるように努める。 

(2) 人材需要の動向等社会の要請

①人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要）

高度に専門化された社会においては、自らが専門とする分野における先進的な専

門的知識はもとより、関連する他分野、さらには社会全体を俯瞰できる能力が必要

となる。本研究科では建学の精神である「報恩感謝」に基づき、豊かな人間性をも

ち、薬学分野はもとより、情報分野、また国際社会に深い理解を持つ研究者・教育

者並びに高い研究能力を持ち地域医療において先導的に活躍できる人材を養成する。

専門領域においては、現在、また将来直面するであろう多様な課題に専門的知識と

思考をもとに取り組み、解決し、新たな道を切り拓くことのできる人材を育成する。
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また、それぞれの分野で活躍するための豊かな人間性と高い倫理観、見識を持ち、

自らの知識と経験をもとに、研究はもとより後進を指導教育する能力を有する人材

を養成する。地域の医療施設に勤務する薬剤師等に対しては、科学的検証能力を養

うための環境を提供し、高度な専門知識を自らの研究を通じて体系的に修得し、地

域医療において先導的に活躍できる人材の育成を目指す。 

本研究科は、生体機能薬学分野、臨床薬学分野、衛生薬学分野の 3分野より構成 

する。生体機能薬学分野においては、薬学の基礎となる生化学、化学、薬理学等の 

先駆的研究を通じて、高い専門性と柔軟な思考力を身につけ、研究者、また技術者 

として科学技術の発展と文化の向上に貢献する人材を育成する。臨床薬学分野にお 

いては、高い研究能力を持ち、専門化・高度化する薬物治療を主導し、医薬品の適 

正使用及び安全使用を支え、医療現場において生じる多様な課題に対して専門知識 

をもとに科学的に対応し、チーム医療や地域医療に先導的に貢献できる人材を育成 

する。衛生薬学分野においては、医薬品のみならず食物、栄養補助食品（サプリメ 

ント）、さらには環境学的視点からヒトと環境との関係について考究し、「衛生」を

担保し、関係研究・試験機関等の研究者・技術者として活躍できる人材を養成する。 

② 上記①が社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的な

根拠

日本学術会議 薬学委員会の報告書『薬学分野の展望 （平成 22年）』では、「新し 

い薬学教育体制の下で、6 年制学部に基礎を置く大学院における養成人材像を考え

ると、病院・薬局で働く高度な職能を持つ薬剤師の養成に加え、医薬品の研究・開

発・情報提供等に従事する研究者や技術者、医薬品承認審査、公衆衛生等の行政従

事者、薬学教育に携わる教員等、多様な人材が養成されることになる。」と述べられ

ており、本研究科の人材養成の考え方はこの考え方と同じものである。 

  博士課程修了後の進路については、文部科学省平成 28年度大学における医療人養

成の在り方に関する調査研究委託事業「薬学教育の改善・充実に関する調査研究」

報告書（平成 29年 3月 日本薬学会）に調査結果がまとめられている。調査対象は、

全国 74 校の薬科大学・薬学部であり、73 校から回答が寄せられ、大学院が設置さ

れているすべての大学から回答が提出されている。大学院 4年制博士課程修了後（平

成 28年 3月修了予定者）159名の進路は、大学教員 25%、病院 15%、製薬系 16%、ポ

スドク（留学を含む）13%、薬局 12%の順であった。2+3 年制課程修了者 192 名では

52%が製薬系であるのに対し、4年制博士課程修了者はより多様な分野での活躍が期
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待されていることがわかる（資料 10）。 

  近隣11大学における薬学研究科博士課程（4年制）修了者の進路状況については「日

本私立薬科大学協会だより」（第88号、90号）をもとにまとめた（資料11）。平成

28年度修了者25名については、病院32％、教育24％、製薬24％、薬局12％等で非就

職者はなかった。また平成27年度修了者19名については、教育33％、その他28％、

病院17％、製薬17％等で非就職者は1名であった。進路は多様であり、幅広い分野で

薬学研究科博士課程（4年制）に対する人材需要があることを示すものである。 

一方、大阪府薬剤師会、及び大阪府病院薬剤師会から本学に薬学研究科設置の要

望書が提出されているように、すでに地域の医療機関等に勤務しながら社会人学生

として高度な専門知識と基礎・応用研究能力の修得を希望する薬剤師にも対応する

必要がある（資料12）。地域連携の講習会・講演会等においても、在職のまま大学

院に進学するにあたっての相談の機会を設け、また地域の医療機関との共同研究を

さらに積極的に進める計画である。すでに地域の医療機関等に勤務しながら社会人

学生として高度な専門知識と基礎・応用研究能力を修得した薬剤師は、将来の医療

薬学の新たな道筋を開拓し、地域医療を担う医療機関においての活躍が期待される。 

以上を踏まえ、本研究科の設置は、社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえ

たものであり、大学院薬学研究科を設置することで、大阪大谷大学薬学部卒業生に

対しては、大学院教育・研究の場を提供し、地域社会に対してはより高度な貢献が

可能となる。 
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調査概要

１．調査目的 大阪大谷大学 大学院 薬学研究科 博士課程（仮称）設置計画検討のため

本アンケート調査により薬学部在学生及び薬剤師の進学需要等を把握し、

設置計画の基礎資料とすることを目的とする。

２．調査対象 ①大阪大谷大学 薬学部在学生（1～5年生）

②大阪大谷大学 薬学部 実務実習等で協力関係にある薬剤師。

３．アンケート実施時期

平成29年11月24日～平成29年11月30日

４．回収状況 薬学部在学生748人に対しては、授業でアンケートを配布し、629件の回収

が得られ(回収率84.1%)、実務実習等で協力関係にある薬剤師117人に対し

ては、郵送による調査票の配布、回収によってアンケートを実施し103件の

回収が得られた。 (回収率88.0%)

５．調査方法 調査票による定量調査(アンケート調査)

６．利用調査票 添付アンケート調査票参照
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全体集計結果



P-4

Q1)現在の所属・職業（薬学部在学生）

Q1)あなたの現在について、該当するものを１つ選び○を付けてください。

回答者（薬学部在学生）の現在の所属・職業は、「大学3年生」141人（22.4％）が最も多く、
「大学1年生」138人（21.9％）、「大学2年生」131人（20.8％）と続いている。尚、「未回答・無効回
答」として集計した未回答、もしくは判別不能の回答は無かった。

*パーセンテージは小数点以下第二位を四捨五入し記載

回答数（人） 構成比（％）
全体 629 100.0%
大学1年生 138 21.9%
大学2年生 131 20.8%
大学3年生 141 22.4%
大学4年生 112 17.8%
大学5年生 107 17.0%
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Q2)大学院 薬学研究科 博士課程への
興味・関心（薬学部在学生）

Q2）あなたは大学院薬学研究科博士課程について、どのように考えていますか？

回答者（薬学部在学生）の大学院 薬学研究科 博士課程への興味・関心は、「進学したい」
が18人（2.9％）で、「関心がある」が63人（10.0％）、「やや関心がある」が125人（19.9％）となっ
ており、これら合計は206人（32.8％）で、回答者（薬学部在学生）の3割以上が薬学研究科博
士課程に何らかの興味・関心をもっている。一方、「関心がない」は270人（42.9％）で、149人
（23.7％）は「どちらとも言えない」と回答している。尚、「未回答・無効回答」として集計した未回
答、もしくは判別不能の回答は全体の0.6％となっている。
＊Q1）で「１ 大学1年生」、「２ 大学2年生」、「３ 大学3年生」、「４ 大学4年生」、「５ 大学5年生」を選択した回答者
（薬学部在学生）が回答。

*パーセンテージは小数点以下第二位を四捨五入し記載

回答数（人） 構成比（％）
全体 629 100.0%
進学したい 18 2.9%
関心がある 63 10.0%
やや関心がある 125 19.9%
どちらとも言えない 149 23.7%
関心がない 270 42.9%
未回答・無効回答 4 0.6%
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Q5)大阪大谷大学 大学院 薬学研究科
博士課程への興味・関心(薬学部在学生）

Q5）大阪大谷大学 大学院 薬学研究科 博士課程に興味・関心がありますか？

回答者(薬学部在学生）の大阪大谷大学 大学院 薬学研究科 博士課程への興味・関心は、
「進学したい」が10人（4.9％）、「関心がある」が45人（21.8％）、「やや関心がある」が90人
（43.7％）で、これらの合計が145人（70.4％）で7割以上がなんらかの興味・関心を持っている。
一方、「関心がない」は18人（8.7％）で、34人（16.5％）が「どちらとも言えない」と回答している。
尚、「未回答・無効回答」として集計した未回答、もしくは判別不能の回答は全体の4.4％となっ
ている。
＊Q2）で「１進学したい」、「２関心がある」、「３やや関心がある」を選択した回答者（薬学部在学生）が回答。

*パーセンテージは小数点以下第二位を四捨五入し記載

回答数（人） 構成比（％）
全体 206 100.0%
進学したい 10 4.9%
関心がある 45 21.8%
やや関心がある 90 43.7%
どちらとも言えない 34 16.5%
関心がない 18 8.7%
未回答・無効回答 9 4.4%

薬学部在学生 回答数内訳 (人)

学年
進学

したい

関心が

ある

やや

関心が

ある

どちら

とも言え

ない

関心が

ない
総数

1～5年生 10 45 90 34 18 197

1年生 0 9 15 9 5 38

2年生 5 13 19 9 5 51

3年生 2 6 21 10 3 42

4年生 1 11 13 3 3 31

5年生 2 6 22 3 2 35

*総数は未回答・無効回答9人を除く
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Q1)現在の所属・職業（薬剤師）

Q1)あなたの現在について、該当するものを１つ選び○を付けてください。

回答者（薬剤師）の現在の所属・職業は、「病院勤務」63人（61.2％）が最も多く、「薬局勤務」
37人（35.9％）、「その他」2人（1.9％）と続いている。尚、「未回答・無効回答」として集計した未
回答、もしくは判別不能の回答は無かった。

*パーセンテージは小数点以下第二位を四捨五入し記載

回答数（人） 構成比（％）
全体 103 100.0%
病院勤務 63 61.2%
薬局勤務 37 35.9%
企業勤務 1 1.0%
行政機関勤務 0 0.0%
その他 2 1.9%
未回答・無効回答 0 0.0%
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Q3)年齢（薬剤師）

Q3）あなたの年齢について、該当するものを１つ選び○を付けてください。

回答者（薬剤師）の年齢は、「20代」39人（37.9％）が最も多く、「30代」24人（23.3％）、「40代」
17人（16.5％）と続いている。尚、「未回答・無効回答」として集計した未回答、もしくは判別不能
の回答は全体の2.9％となっている。
＊Q1）で「６ 病院勤務」、「７ 薬局勤務」、「８ 企業勤務」、「９ 行政機関勤務」、「10 その他」を選択した回答者(薬
剤師）が回答。

*パーセンテージは小数点以下第二位を四捨五入し記載

回答数（人） 構成比（％）
全体 103 100.0%
20代 39 37.9%
30代 24 23.3%
40代 17 16.5%
50代 16 15.5%
60代 2 1.9%
70代以上 2 1.9%
未回答・無効回答 3 2.9%
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Q4)大学院 薬学研究科 博士課程（社会人入学）
への興味・関心（薬剤師）

Q4）あなたは大学院薬学研究科博士課程（社会人入学）について、どのように考
えていますか？

回答者（薬剤師）の大学院 薬学研究科 博士課程（社会人入学）への興味・関心は、「進学し
たい」が7人（6.8％）で、「関心がある」が27人（26.2％）、「やや関心がある」が30人（29.1％）と
なっており、これらの合計は64人（62.1％）で、回答者（薬剤師）の6割以上が何らかの興味・関
心を持っている。尚、「未回答・無効回答」として集計した未回答、もしくは判別不能の回答は
全体の6.8％となっている。
＊Q1）で「６ 病院勤務」、「７ 薬局勤務」、「８ 企業勤務」、「９ 行政機関勤務」、「10 その他」を選択した回答者(薬
剤師）が回答。

*パーセンテージは小数点以下第二位を四捨五入し記載

回答数（人） 構成比（％）
全体 103 100.0%
進学したい 7 6.8%
関心がある 27 26.2%
やや関心がある 30 29.1%
どちらとも言えない 22 21.4%
関心がない 10 9.7%
未回答・無効回答 7 6.8%
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Q5)大阪大谷大学 大学院 薬学研究科
博士課程への興味・関心(薬剤師）

Q5）大阪大谷大学 大学院 薬学研究科 博士課程に興味・関心がありますか？

回答者(薬剤師）の大阪大谷大学 大学院 薬学研究科 博士課程への興味・関心は、「進学し
たい」が2人（3.1％）、「関心がある」が21人（32.8％）、「やや関心がある」が27人（42.2％）で、こ
れらの合計が50人（78.1％）で8割近くがなんらかの興味・関心を持っている。一方、「関心がな
い」は3人（4.7％）で、11人（17.2％）が「どちらとも言えない」と回答している。尚、「未回答・無効
回答」として集計した未回答、もしくは判別不能の回答はなかった。
＊Q4）で「１進学したい」、「２関心がある」、「３やや関心がある」を選択した回答者（薬剤師）が回答。

*パーセンテージは小数点以下第二位を四捨五入し記載

回答数（人） 構成比（％）
全体 64 100.0%
進学したい 2 3.1%
関心がある 21 32.8%
やや関心がある 27 42.2%
どちらとも言えない 11 17.2%
関心がない 3 4.7%
未回答・無効回答 0 0.0%
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補記
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アンケート説明文
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アンケート調査票１/2
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アンケート調査票2/2
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卒業生の進学先等一覧 

卒業年 進学先等 課程等 

平成24年 公立大学大学院医学研究科（大阪府） 研究生 

平成25年 

国立大学大学院医学系研究科（大阪府） 

博士課程 

国立大学大学院医学系研究科（大阪府） 

国立大学大学院医学教育部（熊本県） 

私立大学大学院薬学研究科（兵庫県） 

平成26年 国立大学大学院医学系研究科（大阪府） 博士課程 

平成28年 公立大学大学院医学研究科（大阪府） 博士課程 

平成29年 

国立大学大学院医学系研究科（愛知県） 修士課程 

大阪大谷大学薬学部（大阪府）  非常勤研究員 
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平成29年度 近隣の薬学研究科博士課程（4年制）の入学定員状況（学部との関係） 

・「日本私立薬科大学協会」の調査データを基に作成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大学名 
設置 

場所 

学部 
入学定員 
（A） 

大学院 
入学定員 
（B） 

（B）/（A）

 大阪大谷大学 (予定) 大阪府 140 3 2.1%

1 大阪薬科大学 大阪府 270 3 1.1%

2 近畿大学 大阪府 150 3 2.0%

3 摂南大学 大阪府 220 4 1.8%

 大阪府平均 ― ― ― 1.6%

4 京都薬科大学  京都府 360 10 2.8%

5 同志社女子大学 京都府 120 4 3.3%

 京都府平均 ― ― ― 3.1%

6 神戸学院大学 兵庫県 250 3 1.2%

7 神戸薬科大学 兵庫県 270 3 1.1%

8 兵庫医療大学 兵庫県 150 3 2.0%

9 武庫川女子大学 兵庫県 210 2 1.0%

 兵庫県平均 ― ― ― 1.3%

10 立命館大学 滋賀県 100 3 3.0%

11 鈴鹿医療科学大学 三重県 100 2 2.0%

11大学合計 2,200 40 1.8%
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平成29年度 近隣の薬学研究科博士課程（4年制）の定員充足率（4年間平均） 

  大学名 

入

学

定

員 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

4 年間 

平均 

入

学

者

数 

定員 

充足 

（%） 

入

学

者

数

定員 

充足 

（%） 

入

学

者

数

定員 

充足 

（%） 

入

学

者

数

定員 

充足 

（%） 

1 大阪薬科大学 3 2 66.7% 3 100.00% 2 66.7% 0 0.00% 58.4%

2 近畿大学 3 5 166.7% 5 166.7% 2 66.7% 4 133.3% 133.4%

3 摂南大学 4 4 100.0% 3 75.0% 5 125.0% 3 75.0% 93.8%

大阪府 計 10 11 110.0% 11 110.0% 9 90.0% 7 70.0% 95.0%

4 京都薬科大学 10 9 90.0% 11 110.0% 14 140.0% 10 100.0% 110.0%

5 同志社女子大学 4 0 0.0% 3 75.0% 0 0.0% 2 50.0% 31.3%

京都府 計 14 9 64.3% 14 100.0% 14 100.0% 12 85.7% 87.5%

6 神戸学院大学 3 4 133.3% 4 133.3% 4 133.3% 3 100.0% 125.0%

7 神戸薬科大学 3 2 66.7% 1 33.3% 2 66.7% 2 66.7% 58.4%

8 兵庫医療大学 3 2 66.7% 3 100.0% 3 100.0% 1 33.3% 75.0%

9 武庫川女子大学 2 1 50.0% 2 100.0% 1 50.0% 2 100.0% 75.0%

兵庫県 計 11 9 81.8% 10 90.9% 10 90.9% 8 72.7% 84.1%

10 立命館大学 3 2 66.7% 5 166.7% 4 133.3% 2 66.7% 108.4%

滋賀県 計 3 2 66.7% 5 166.7% 4 133.3% 2 66.7% 108.4%

11 鈴鹿医療科学大学 2 4 200.0% 2 100.0% 3 150.0% 2 100.0% 137.5%

三重県 計 2 4 200.0% 2 100.0% 3 150.0% 2 100.0% 137.5%

合計 40 35 87.5% 42 105.0% 40 100.0% 31 77.5% 92.5%

・「日本私立薬科大学協会」の調査データを基に作成。 
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既設学部および研究科の主な学生納付金（年額） 

（単位 千円） 

入学金 授業料 

文学部 文学研究科 文学部 文学研究科 

320 200 ※ 880 400 

入学金 授業料 

薬学部 薬学研究科（予定） 薬学部 薬学研究科（予定）

400 200 ※ 1,380 600 

※本学の卒業生は、入学金免除。 

・薬学研究科は、授業料以外に施設費として100,000円（年額）を設定している。 
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平成29年度 近隣大学における薬学研究科の大学院生納付金状況（年額）    

（単位 千円） 

  大学名 

入学金 

授
業
料 

そ
の
他 

※ 

授
業
料
等 
計 

初年度納付額計 

自
大
学 

卒 

他
大
学 

卒 

自
大
学 

卒 
他
大
学 

卒 

  
大阪大谷大学   

（予定） 
― 200 600 100 700 700 900

1 大阪薬科大学 ― 100 500 ― 500 500 600 

2 近畿大学 200 200 1,000 ― 1000 1,200 1,200 

3 摂南大学 110 220 780 ― 780 890 1,000 

 大阪府 3 大学平均 155 173 760 ― 760 863 933

4 京都薬科大学 100 100 700  ― 700 800 800 

5 同志社女子大学 90 180 840 10 970 1,030 1,120 

6 神戸学院大学 ― 200 460 140 600 600 800 

7 神戸薬科大学 100 200 600 ― 600 700 800 

8 兵庫医療大学 ― 200 400 20 600 600 800 

9 武庫川女子大学 140 280 705 10 805 945 1,085 

10 立命館大学 ― 300 500 ― 500 500 800 

11 鈴鹿医療科学大学 ― 200 680 ― 680 680 880 

  11 大学平均 123 198 651 ― 703 768 899 

・「日本私立薬科大学協会」の調査データを基に作成。 

 ・自大学卒の入学金平均値は、入学金納付免除の大学は含まずに計算。 

 ※その他には、施設設備費、実験実習費、教育充実費等を含む。 
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大阪狭山市薬剤師会と大阪大谷大学薬学部との地域学術交流に関する協定書

(目 的)

第1条 大阪狭山市薬剤師会 (以下「甲」という)と大阪大谷大学薬学部 (以下「乙」という)は、教育・研究活

動および地域医療等の全般における交流・連携を推進し、相互の教育口研究や薬剤師の資質向上の一層

の進展と地域住民の健康の向上に資することを目的として、地域学術交流に関する協定 (以下「本協定」と

いう)を締結する。

(連携事項 )

第2条 本協定による主な連携事項は、次のとおりです。

(1)教育口研究・実務などに関する相互支援に関すること

(2)薬剤師会会員口教職員口薬学生の相互交流に関すること

(3)地域医療等への貢献に関すること

(4)研修会等の共同開催に関すること

(5)薬剤師ならびに薬学生の資質向上のための教育に関すること

(6)その他甲及び乙が協議し同意した連携事業に関すること

(連絡調整窓国の設置 )

第3条 前条に掲げる連携を円滑に進めるため、甲及び乙に窓口を設置し、必要な連絡調整を行う。

(経費 )

第4条 本協定に基づく連携の実施に要する経費は、原則として、甲及び乙の双方においてそれぞれ応分

に負担することとする。

(協定期間)

第5条 本協定の有効期間は、協定締結日より1年間とし、特段の事情がない限り1年毎に自動的に更新

するものとする。ただし、協定を終了する場合は、有効期間満了の3か月前までに本協定の更新について

協議する。

(その他 )

第6条 本協定に定めない事項又は本協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の両者が協議の上定

めるものとする。

本協定締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が各自1通を保有する。

2013年 12月 1日

(甲 )大阪狭山市西山台3丁 目5-16
大阪狭山市薬剤師会 会長

や 
ラ協υ

(乙 )富田林市錦織北 3-11-1 ″

勅 熔 婢 紳 線  7手 三秤 久



河内長野市薬剤師会と大阪大谷大学薬学部との地域学術交流に関する協定書

(目 的)

第1条 河内長野市薬剤師会 (以下「甲」という)と大阪大谷大学薬学部 (以下「乙」という)は、教育・研究活

動および地域医療等の全般における交流・連携を推進し、相互の教育・研究や薬剤師の資質向上の一層

の進展と地域住民の健康の向上に資することを目的として、地域学術交流に関する協定 (以下「本協定」と

いう)を締結する。                            ・

(連携事項 )

第2条 本協定による主な連携事項は、次のとおりです。

(1)教育口研究口実務などに関する相互支援に関すること

(2)薬剤師会会員・教職員口薬学生の相互交流に関すること

(3)地域医療等への貢献に関すること

(4)研修会等の共同開催に関すること

(5)薬剤師ならびに薬学生の資質向上のための教育に関すること

(6)その他甲及び乙が協議し同意した連携事業に関すること

(連絡調整窓回の設置 )

第3条 前条に掲げる連携を円滑に進めるため、甲及び乙に窓口を設置し、必要な連絡調整を行う。

(経費 )

第4条 本協定に基づく連携の実施に要する経費は、原則として、甲及び乙の双方においてそれぞれ応分

に負担することとする。

(協定期間)

第5条 本協定の有効期間は、協定締結日より1年間とし、特段の事情がない限り1年毎に自動的に更新

するものとする。ただし、協定を終了する場合は、有効期間満了の3か月前までに本協定の更新について

協議する。

(その他 )

第6条 本協定に定めない事項又は本協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の両者が協議の上定

めるものとする。

本協定締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が各自1通を保有する。

2013年 12月 1日

(甲 )河内長野市菊水町2-13
河内長野市薬剤師会 会長

(乙 )富田林市錦織北 3-11-1  っ

大阪大谷大学 薬学部長
   筍弓

ЪT擁
手静z登■



富田林薬剤師会と大阪大谷大学薬学部との地域学術交流に関する協定書

(目 的)

第1条 富田林薬剤師会 (以下「甲」という)と大阪大谷大学薬学部 (以下「乙」という)は、教育・研究活動お

よび地域医療等の全般における交流・連携を推進し、相互の教育口研究や薬剤師の資質向上の一層の進

展と地域住民の健康の向上に資することを目的として、地域学術交流に関する協定 (以下「本協定」という)

を締結する。

(連携事項)

第2条 本協定による主な連携事項は、次のとおりです。

(1)教育・研究・実務などに関する相互支援に関すること

(2)薬剤師会会員口教職員・薬学生の相互交流に関すること

(3)地域医療等への貢献に関すること

(4)研修会等の共同開催に関すること

(5)薬剤師ならびに薬学生の資質向上のための教育に関すること

(6)その他甲及び乙が協議し同意した連携事業に関すること

(連絡調整窓回の設置 )

第3条 前条に掲げる連携を円滑に進めるため、甲及び乙に窓口を設置し、必要な連絡調整を行う。

(経費 )

第4条 本協定に基づく連携の実施に要する経費は、原則として、甲及び乙の双方においてそれぞれ応分

に負担することとする。

(協定期間)

第5条 本協定の有効期間は、協定締結日より1年間とし、特段の事情がない限り1年毎に自動的に更新

するものとする。ただし、協定を終了する場合は、有効期間満了の3か月前までに本協定の更新について

協議する。

(その他 )

第6条 本協定に定めない事項又は本協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の両者が協議の上定

めるものとする。

本協定締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が各自1通を保有する。

2013年 12月 1日

(甲 )富 田林市向陽台1丁 目3-38
富田林薬斉1師会 会長

(乙 )富田林市錦織北 3-11-1
大阪大谷大学 薬学部長

太嬌 7■希

ノ
π手 澤、ム



羽曳野市薬剤師会と大阪大谷大学薬学部との地域学術交流に関する協定書

(目 的)

第1条 羽曳野市薬剤師会 (以下「甲」という)と大阪大谷大学薬学部 (以下「乙」という)は 、教育・研究活動

および地域医療等の全般における交流・連携を推進し、相互の教育・研究や薬剤師の資質向上の一層の

進展と地域住民の健康の向上に資することを目的として、地域学術交流に関する協定 (以下「本協定」とい

う)を締結する。

(連携事項 )

第2条 本協定による主な連携事項は、次のとおりです。

(1)教育・研究・実務などに関する相互支援に関すること

(2)薬剤師会会員・教職員・薬学生の相互交流に関すること

(3)地域医療等への貢献に関すること

(4)研修会等の共同開催に関すること

(5)薬剤師ならびに薬学生の資質向上のための教育に関すること

(6)その他甲及び乙が協議し同意した連携事業に関すること

(連絡調整窓国の設置 )

第3条 前条に掲げる連携を円滑に進めるため、甲及び乙に窓口を設置し、必要な連絡調整を行う。

(経費 )

第4条 本協定に基づく連携の実施に要する経費は、原則として、甲及び乙の双方においてそれぞれ応分

に負担することとする。

(協定期間)

第5条 本協定の有効期間は、協定締結日より1年間とし、特段の事情がない限り1年毎に自動的に更新

するものとする。ただし、協定を終了する場合は、有効期間満了の3か月前までに本協定の更新について

協議する。

(その他 )

第6条 本協定に定めない事項又は本協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の両者が協議の上定

めるものとする。

本協定締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が各自1通を保有する。

2013年 12月 1日

(甲 )羽曳野市誉田4-2-3

11曳
野市薬剤師会 会長

   htt FD髪 彗、ラ
珂

(乙 )富田林市錦織北 3-11-1
大阪大谷大学 薬学部長

  衝翠



藤井寺市薬剤師会と大阪大谷大学薬学部との地域学術交流に関する協定書

(目 的)

第 1条 藤井寺市薬剤師会 (以下「甲」という)と大阪大谷大学薬学部 (以下「乙」という)は、教育・研究活動

および地域医療等の全般における交流・連携を推進し、相互の教育口研究や薬剤師の資質向上の一層の

進展と地域住民の健康の向上に資することを目的として、地域学術交流に関する協定 (以下「本協定」とい

う)を締結する。                             ・

(連携事項)

第2条 本協定による主な連携事項は、次のとおりです。

(1)教育・研究・実務などに関する相互支援に関すること

(2)薬剤師会会員口教職員・薬学生の相互交流に関すること

(3)地域医療等への貢献に関すること

(4)研修会等の共同開催に関すること
・
(5)薬剤師ならびに薬学生の資質向上のための教育に関すること

(6)その他甲及び乙が協議し同意した連携事業に関すること

(連絡調整窓回の設置 )

第3条 前条に掲げる連携を円滑に進めるため、甲及び乙に窓口を設置し、必要な連絡調整を行う。

(経費 )

第4条 本協定に基づく連携の実施に要する経費は、原則として、甲及び乙の双方においてそれぞれ応分

に負担することとする。

(協定期間)

第5条 本協定の有効期間は、協定締結日より1年間とし、特段の事情がない限り1年毎に自動的に更新

するものとする。ただし、協定を終了する場合は、有効期間満了の3か月前までに本協定の更新について

協議する。

(その他)

第6条 本協定に定めない事項又は本協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の両者が協議の上定

めるものとする。

本協定締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が各自1通を保有する。

2013年 12月 1日

(甲 )藤井寺市小山9丁 目4-33
藤井寺市薬剤師会 会長

轟 永 教 氏

(乙 )富 田林市錦織北 3-11-1
大阪大谷大学 薬学部長 ′

Z千 憚2五



一般社団法人松原市薬剤師会と大阪大谷大学薬学部との地域学術交流に関する協定書

(目 的)

第1条 松原市薬剤師会 (以下「甲」という)と大阪大谷大学薬学部 (以下「乙」という)は、教育・研究活動お

よび地域医療等の全般における交流口連携を推進し、相互の教育・研究や薬剤師の資質向上の一層の進

展と地域住民の健康の向上に資することを目的として、地域学術交流に関する協定 (以下「本協定」という)

を締結する。                              ・

(連携事項)

第2条 本協定による主な連携事項は、次のとおりです。

(1)教育口研究・実務などに関する相互支援に関すること

(2)薬剤師会会員口教職員・薬学生の相互交流に関すること

(3)地域医療等への貢献に関すること

(4)研修会等の共同開催に関すること

(5)薬剤師ならびに薬学生の資質向上のための教育に関すること

(6)その他甲及び乙が協議し同意した連携事業に関すること

(連絡調整窓回の設置 )

第3条 前条に掲げる連携を円滑に進めるため、甲及び乙に窓口を設置し、必要な連絡調整を行う。

(経費 )

第4条 本協定に基づく連携の実施に要する経費は、原則として、甲及び乙の双方においてそれぞれ応分

に負担することとする。

(協定期間)

第5条 本協定の有効期間は、協定締結日より1年間とし、特段の事情がない限り1年毎に自動的に更新

するものとする。ただし、協定を終了する場合は、有効期間満了の3か月前までに本協定の更新について

協議する。

(その他 )

第6条 本協定に定めない事項又は本協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の両者が協議の上定

めるものとする。

本協定締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が各自1通を保有する。

2013年 12月 1日

(甲 )松原市田井城3丁 目104-2

松原市薬剤自T会 会長
    ァ

(乙 )富田林市錦織北 3-11-1 、

大阪大谷大学 薬学部長
 衝理 千 ■

,
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開催日 参加人数

第 1 回 H18年11月11日 医療制度改革と今後の展望 144名
・ 「処方せん様式変更に伴う後発医薬品の活用」

 廣谷芳彦（大阪大谷大学薬学部　教授）
・ 「医薬品の安全対策の新展開と薬剤師の役割」

平山佳伸（大阪市立大学医学部　教授）
・ 「大阪府の薬務行政」

藤田敬三（大阪府健康福祉部薬務課　課長）

第 2 回 H19年 3月17日 135名
・ 「循環器病の治療薬」

雪村時人（大阪大谷大学薬学部　教授）
・ 「胃癌治療の現況と栄養療法」

飯島正平（箕面市立病院胃腸センター外科　副部長）

第 3 回 H19年 5月19日 180名

・

           谿　忠人（大阪大谷大学薬学部　教授）
・ 「漢方診療の基本と「氣」の失調に繁用される処方解説」

 新谷卓弘（近畿大学東洋医学研究所　教授）

第 4 回 H19年 7月14日 127名
・ 「副作用情報を患者にどう伝えるか」

小川雅史（大阪大谷大学薬学部　教授）
・ 「泌尿器科領域の薬剤副作用とその対策」

杉村一誠（太成学院大学看護学部　教授）

第 5 回 H19年 9月15日 150名
・

 田中静吾（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

              谷口典男（浅香山病院　副院長）

第 6 回 H20年 5月10日 169名
・

 谿　忠人（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

伊藤壽記 （大阪大学医学部　教授）

第 7 回 H20年 7月  5日 204名
・

山本新一郎 （山本保健薬局）
・

名徳倫明 （大阪大谷大学薬学部　准教授）
・

後明郁男 （彩都友紘会病院　副院長）

第 8 回 H20年 9月13日 149名
・

東田有智 （近畿大学医学部 教授）
・

石原英樹 （大阪府立呼吸器・アレルギーセンター　部長）

第 9 回 H21年 5月 ９日 141名
・

楠本茂雅 （ベルランド総合病院医療安全管理室）
・

大城　孟 （おおしろクリニック　院長）

大阪大谷大学薬学部地域連携学術交流会 開催状況

回数 テーマ・演題・演者

各疾患の病態と 新治療薬

漢方製剤の経験知と科学知及び漢方診療

薬剤副作用情報とその対策

「漢方製剤の「使用上の注意」における経験知と科学知
                                 －理氣剤と補氣剤を中心にして－」

医療安全と薬剤師の役割

精神・神経領域の治療薬とその臨床

補完代替医療と薬剤師

緩和医療と薬剤師の役割

呼吸器疾患とその薬物治療

「神経内科領域の疾患と治療薬」

「精神科領域の疾患と治療薬 －統合失調症、うつ病を中心に－」

「現代医療の3Pと漢方製剤療法」

「緩和医療における薬局薬剤師の役割」

「補完代替医療とその臨床」

「緩和医療における病院薬剤師の役割」

「緩和医療とその臨床」

「呼吸器疾患に用いられる治療薬とその使用上の注意」

「呼吸器疾患における臨床と薬物療法」

「薬剤関連事故とシステムエラー」

「医療安全対策の現状と今後」

－1－



第 10 回 H21年 7月18日 184名
・

西野隆雄 （病院・薬局実務実習近畿調整機構　事務局長）
・

土屋照雄 （岐阜薬科大学薬学科　教授）
・

山元　弘 （大阪大学薬学研究科　教授）

第 11 回 H21年 9月12日 140名
・

前田和久 （大阪大学大学院医学系研究科　准教授）
・

幸原晴彦 （大阪南医療センター第三内科　医長）

第 12 回 H22年 5月 8日 161名
・

野口民夫 （大阪大谷大学薬学部　教授）
・

山中英治 （若草第一病院　院長）

第 13 回 H22年 7月17日 160名
・

 石村栄治（大阪市立大学大学院学医学研究科　准教授）
・

竹内一秀（大阪市立大学大学院医学研究科　教授）

第 14 回 H22年 9月 4日 169名
・

中尾絵莉奈、和田 宏美（大阪大谷大学5回生)
・

小西廣己（大阪大谷大学　教授）
田中高志（大阪大谷大学　講師）

・
竹内昌司（市立総合医療センター　薬剤部長）
谷澤 靖博（長崎屋薬局　代表取締役）

・
　　　　　　掛見正郎（大阪薬科大学　教授）

第 15 回 H23年 5月  7日 201名
・

前田頼伸（大阪労災病院　薬剤部長）
・

永井崇之（大阪府立呼吸器・アレル ギー医療センター　部長）

第 16 回 H23年 7月16日 精神科領域における臨床と薬物治療 165名
・

小山　豊（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

白川　治（近畿大学医学部　教授）

第 17 回 H23年 9月10日 薬学生実務実習のさらなる充実に向けて 114名
・

小川雅史（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

西野隆雄（近畿調整機構　事務局長）
・

竹内昌司（市立総合医療センター　薬剤部長）
・

谷澤靖博（長崎屋薬局　代表取締役）

薬学６年制における実務実習に向けて
「病院・薬局実務実習近畿調整機構の取り組み」

よりよい薬学実務実習に向けて

「CKDから見た高血圧治療と腎機能低下の予防 」

「虚血性心疾患から見た高血圧 」

糖尿病の発症及び治療の 前線
「メタボリックシンドロームのメカニズムと食事戦略について」

「糖尿病合併症予防に向けた 新治療」

栄養の新知見と臨床栄養の役割
「栄養素と遺伝子発現」

「モデルコアカリキュラムに準じた実務実習の取り組み」

「薬学教育改革 －これまでの取り組み－」

「医療における栄養療法の役割と今後」

循環器病（高血圧）の治療とその予防

「呼吸器感染症における臨床とその治療」

感染症における薬物治療と薬剤師の役割

「抗精神病薬の薬効評価と 近の話題」

「うつ病の診断と抗うつ薬治療の現在」

「学生からの病院・薬局実務実習報告」

｢訪問担当教員からの病院・薬局実務実習報告」

｢指導薬剤師からの病院・薬局実務実習報告」

「近畿調整機構による病院・薬局実務実習の取り組みと展望」

「抗菌薬適正使用における薬剤師の役割」

「病院・薬局実務実習での大阪大谷大学の取組み」

「病院・薬局実務実習近畿調整機構の取組み」

｢指導薬剤師からの病院実務実習の取組み」

｢指導薬剤師からの薬局実務実習の取組み」
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第 18 回 H24年 5月19日 134名
・

森田みつ子（SMC代表）
・

藤崎和彦（岐阜大学医学部　教授）

第 19 回 H24年 7月28日 155名
・

但馬重俊（八尾市立病院　薬剤部長）
・

狭間研至（ファルメディコ（株）　代表取締役社長）　

第 20 回 H24年 9月12日 193名
・

橋本 淳（大阪南医療センター　部長）
・

乾健太郎（東住吉森本病院整形外科　部長）

第 21 回 H25年 5月11日 141名
・

小川雅史（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

平田収正（大阪大学薬学研究科　教授）

第 22 回 H25年 7月13日 101名
・

池邉一典（大阪大学歯学部　講師）
・

北村正博（大阪大学歯学部　准教授）

第 23 回 H25年 9月14日 142名
・

平田純生（熊本大学薬学部　教授）
・

山内　淳（大阪労災病　院副院長）

第 24 回 H26年 5月10日 145名
・

小川雅史（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

平田収正（大阪大学薬学研究科　教授）

第 25 回 H26年 7月  5日 103名
・

小川雅史（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

見田　活（医薬品医療機器総合機構　課長）　　　
・

林　昌洋（虎ノ門病院薬剤部　部長）

第 26 回 H26年 9月13日 113名
・

吉原正治（大阪労災病院　副院長）
・

富永和作（大阪市立医大学医学研究科　准教授）

第 27 回 H27年 5月16日  91名
・

名徳倫明（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

西野隆雄（大阪大学薬学研究科　特任教授）
・

平田収正（大阪大学薬学研究科　教授）

「患者さんとのコミュニケーションについて」

「医療コミュニケーションの重要性を考える」

在宅医療と病院・薬局との連携
「外来患者のための地域医療連携と病院薬剤師の役割」

「在宅医療への参画と地域医療における薬局薬剤師の役割」

医療コミュニケーションの重要性を考える

「病院・薬局実務実習の充実に向けて」

口腔ケアと全身疾患との関わり
 「高齢者の歯と栄養摂取」

 ｢歯周病と全身との関連」

腎臓疾患領域の臨床と 新治療

整形外科領域の臨床と 新治療
｢骨粗鬆症の臨床と 新治療」

「関節リウマチの臨床と 新治療」

病院・薬局実務実習の充実に向けて
「大阪大谷大学の実務実習への取組み」

病院・薬局実務実習の現状と問題点
「大阪大谷大学の実務実習への取組み」

「平成26年度近畿地区病院・薬局実務実習報告」

「実務実習の充実の現状と問題点～新実務実習制度に向けて～」

｢慢性腎臓病治療における薬剤師の役割」

「腎臓疾患領域の臨床と 新治療」

病院・薬局実務実習の充実に向けて

医薬品の適正使用情報の活用と安全性の評価
「医薬品情報の過去・現在・未来」

「医薬品副作用被害救済制度について」

「医薬品適正使用のための安全性評価と安全対策の実践」

消化器疾患領域の臨床と 新治療
「ウィルス性慢性肝炎の臨床と 新治療」

「機能性胃腸障害における臨床と 新治療」

「大阪大谷大学の実務実習への取組み」

「病院・薬局実務実習の充実に向けて」
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第 28 回 H27年 7月11日 137名
・

大野能之(東京大学医学部附属病院薬剤部　副部長)
・

谷山佳弘（近畿大学医学部　准教授）

第 29 回 H27年 9月12日  96名
・

中川浩一(大阪府済生会富田林病院　部長)
・
　　　　　　片山一郎(大阪大学大学院医学系研究科　教授)

第 30 回 H28年 5月13日 156名
・

松原和夫（京都大学大学院医学系研究科　教授・薬剤部長）
・

鈴木　匡（名古屋市立大学大学院薬学系研究科　教授）

第 31 回 H28年 7月 9日 141名
・

冨田晃司（大阪大谷大学薬学部　教授）
・

室井延之（赤穂市民病院　薬剤部長）

第 32 回 H28年 9月10日 140名
・

上島悦子（大阪大学薬学研究科　教授）
・

久米典昭（神戸学院大学薬学部）

第 33 回 H29年 5月13日 169名
・

上島悦子（大阪大学薬学研究科　教授）
・

林 哲也（大阪薬科大学薬学部　教授）

第 34 回 H29年 7月 8日 134名
・

徳山尚吾（神戸学院大学薬学部　教授）
・

田中静吾（大阪大谷大学薬学部　教授）

第 35 回 H29年 9月 9日 145名
・

前田朋子（医療法人杏和会阪南病院　薬剤課長）
・

 田中静吾（大阪大谷大学薬学部　教授）

「アレルギー性皮膚炎の診断と 新治療～皮膚外用療法を中心に～」

高齢者薬物治療における薬剤師の役割

薬剤師のための実践的薬物治療講座～第5回精神神経疾患～
「精神神経疾患における薬物療法と薬剤師の役割」

「神経変性疾患の病態と薬物治療」

「心疾患における薬物療法の実際」

「心不全の病態と薬物治療」

薬剤師のための実践的薬物治療講座～第４回脳血管障害～
「脳血管障害における薬物療法と薬剤師の役割」

「急性期脳梗塞の診断と薬物治療」

「糖尿病薬物療法の基礎知識」

薬剤師のための実践的薬物治療講座 ～第２回高血圧症～
「高血圧症における薬物療法の実際」

「病態に応じた高血圧症薬の使い分けと副作用対策」

薬剤師のための実践的薬物治療講座 ～第３回心疾患～

今後の薬剤師職能と薬剤師の未来
「今後の薬剤師職能とチーム医療」

「地域医療に真に貢献する薬局薬剤師を目指して」

薬剤師のための実践的薬物治療講座  ～第１回糖尿病～
「糖尿病の病態と薬物治療」

「高齢者における薬物動態と医薬品使用時の留意点」

「高血圧症治療のポイント」

皮膚疾患領域の臨床と 新治療
「皮膚がんの診断と 新治療」
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文部科学省 平成28年度 大学における医療人養成の在り方に関する調査研究委託事業 

「薬学教育の改善・充実に関する調査研究」報告書（平成29年3月 日本薬学会）抜粋 

 

  大学院修了生の進路 （平成28年3月修了予定者） 
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近隣大学における薬学研究科の大学院修了者進路状況                         

大学名 

平成28年度 博士課程（4年制）  

修
了
者
数 

修了者内訳 就職者数業種別内訳 

就
職 

者
数 

進
学 

者
数 

そ
の
他 

薬
局 

病
院 

製
薬 

（
営
業
）

製
薬 

（
学
・
研
）

 

食
品
・ 

 

化
学  

 
そ
の
他 

官
公
庁 

教
育 

そ
の
他 

1 大阪薬科大学   3 3 ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐

2 近畿大学      1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

3 摂南大学     4 4 ‐ ‐ ‐ 2 ‐ 1 ‐ ‐ 1 ‐

4 京都薬科大学   5 5 ‐ ‐ 1 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 ‐

5 同志社女子大学  1 1 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

6 神戸学院大学   1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐

7 神戸薬科大学   7 7 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 4 1 ‐ 1 ‐

8 兵庫医療大学 2 2 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐

9 武庫川女子大学  1 1 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

10 立命館大学             

11 鈴鹿医療科学大学             

11大学合計 25 25 0 0 3 8 0 6 1 0 6 1 

修了者数に対する割合（％） 100.0 100.0 0.0 0.0 12.0 32.0 0.0 24.0 4.0 0.0 24.0 4.0

・「日本私立薬科大学協会」の調査データを基に作成。 

・平成29年3月末時点の数で、立命館大学、鈴鹿医療大学は該当者なし。 

 

大学名 

平成27年度 博士課程（4年制） 

修
了
者
数 

修了者内訳 就職者数業種別内訳 

就
職 

者
数 

進
学 

者
数 

そ
の
他 

薬
局 

病
院 

製
薬 

（
営
業
） 

製
薬 

（
学
・
研
）

 

食
品
・ 

 

化
学  

 

そ
の
他 

官
公
庁 

教
育 

そ
の
他 

1 大阪薬科大学   1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐

2 近畿大学      0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3 摂南大学     5 5 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1 ‐ ‐ 1 2 

4 京都薬科大学   5 5 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 ‐ 3 ‐

5 同志社女子大学  1 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

6 神戸学院大学   1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

7 神戸薬科大学   4 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 2 

8 兵庫医療大学             

9 武庫川女子大学  2 2 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐

10 立命館大学             

11 鈴鹿医療科学大学             

11大学合計 19 18 0 1 0 3 0 3 1 0 6 5 

修了者数に対する割合（％） 100.0 94.7 0.0 5.3 0.0 16.7 0.0 16.7 5.6 0.0 33.3 27.8

・「日本私立薬科大学協会」の調査データを基に作成。 

・平成28年3月末時点の数で、立命館大学、兵庫医療大学、鈴鹿医療大学は該当者なし。 

・修了者数に対する就職者数業種別内訳の割合は、少数第2位を四捨五入しているため合計を100.1％とする。  
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フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

― 学長
ｱｻｵ　ﾋﾛﾖｼ
浅尾　広良

＜平成29年12月＞

博士
（文学）

大阪大谷大学 学長
（平成29.12～平成31.11）

別記様式第３号（その１）

教 員 名 簿

年齢
調書
番号

役職名
現　職

（就任年月）

学 長 の 氏 名 等

保有
学位等

月額基本給
（千円）

－1－



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

情報薬学特論※
医療国際比較演習※
特別演習

1前
1前

1～4通

0.1
1.4
1

1
1
1

特別研究 1～4通 4 1

2 専 教授
ｲﾄｳ　ﾀｸﾔ
伊藤　卓也

＜平成31年4月＞

博士
(薬学)

薬学総合演習※ 1後 0.1 1
大阪大谷大学 薬学部

教授
（平30.4）

6日

応用生物情報薬学特論※【隔年】
地域医療薬学特論※【隔年】
チーム医療薬学特論※【隔年】
臨床薬物動態学特論※【隔年】
医療国際比較演習※
特別演習

1前～2前
1後～2後
1後～2後
1前～2前

1前
1～4通

0.1
0.1
0.3
0.2
1.1
1

1
1
1
1
1
1

特別研究 1～4通 4 1

複合生命薬学特論※
地域医療薬学特論※【隔年】
食品機能学特論※【隔年】
医療国際比較演習※
薬学総合演習※
特別演習

1後
1後～2後
1前～2前

1前
1後

1～4通

0.1
0.1
0.3
1.1
0.1
1

1
1
1
1
1
1

特別研究 1～4通 4 1

地域医療薬学特論※【隔年】
食品機能学特論※【隔年】
分子病態生化学特論※【隔年】
医療国際比較演習※
薬学総合演習※
特別演習

1後～2後
1前～2前
1後～2後

1前
1後

1～4通

0.1
0.1
0.3
1.1
0.1
1

1
1
1
1
1
1

特別研究 1～4通 4 1

複合生命薬学特論※
食品機能学特論※【隔年】
分子病態生化学特論※【隔年】
医療国際比較演習※
特別演習

1後
1前～2前
1後～2後

1前
1～4通

0.1
0.3
0.3
1.1
1

1
1
1
1
1

特別研究 1～4通 4 1

複合生命薬学特論※
食品機能学特論※【隔年】
細胞工学特論※【隔年】
細胞解析学特論※【隔年】
医療国際比較演習※
特別演習

1後
1前～2前
1前～2前
1前～2前

1前
1～4通

0.3
0.3
0.1
0.4
1.1
1

1
1
1
1
1
1

特別研究 1～4通 4 1

8 専 教授
ﾅｶﾀﾞ　ﾕｳｲﾁﾛｳ
中田　雄一郎

＜平成31年4月＞
薬学博士

応用生物情報薬学特論※【隔年】
複合生命薬学特論※
チーム医療薬学特論※【隔年】
薬学総合演習※

1前～2前
1後

1後～2後
1後

0.1
0.1
0.1
0.1

1
1
1
1

大阪大谷大学 薬学部
教授

（平28.4）
6日

9 専 教授
ﾊｼﾂﾞﾒ　ﾀｶﾉﾘ
橋爪　孝典

＜平成31年4月＞

博士
(薬学)

臨床薬物動態学特論※【隔年】 1前～2前 0.4 1
大阪大谷大学 薬学部

教授
（平24.4）

6日

10 専 教授
ﾏｴｻﾞｷ　ﾅｵﾖｼ
前﨑　直容

＜平成31年4月＞

博士
(薬学)

医薬品有機化学特論※【隔年】
薬学総合演習※

1後～2後
1後

0.2
0.1

1
1

大阪大谷大学 薬学部
教授

（平18.4）
6日

分子病態生化学特論※【隔年】
細胞工学特論※【隔年】
細胞解析学特論※【隔年】
医療国際比較演習※
薬学総合演習※
特別演習

1後～2後
1前～2前
1前～2前

1前
1後

1～4通

0.3
0.1
0.1
1.1
0.6
1

1
1
1
1
1
1

特別研究 1～4通 4 1

専任
等

区分
職位 年齢

保有
学位等

月額
基本給
(千円)

調書
番号

別記様式第３号（その２の１）

教 員 の 氏 名 等

（薬学研究科薬学専攻）

6日医学博士
大阪大谷大学 薬学部

客員教授
（平28.4）

担当授業科目の名称
配当
年次

担
当
単
位
数

年
間
開
講
数

現　職
（就任年月）

申請に係
る大学等
の職務に
従事する
週当たり
平均日数

1 専 教授
(研究科長)

ﾅｽ　ﾏｻｵ
那須　正夫

＜平成31年4月＞

博士
(薬学)

大阪大谷大学 薬学部
教授

（平20.4）
6日

4 専 教授
ｻｶｻﾞｷ　ﾌﾐﾄｼ
坂崎　文俊

＜平成31年4月＞

博士
(薬学)

大阪大谷大学 薬学部
教授

（平24.4）
6日

3 専 教授
ｺﾆｼ　ﾋﾛｷ
小西　廣己

＜平成31年4月＞

博士
(薬学)

大阪大谷大学 薬学部
教授

（平18.4）
6日

6 専 教授
ﾄﾐﾀ　ｺｳｼﾞ
冨田　晃司

＜平成31年4月＞

博士
(医学)

大阪大谷大学 薬学部
教授

（平24.4）
6日

5 専 教授
ﾀﾆ　ｶﾂｼﾞ
谷　佳津治

＜平成31年4月＞

博士
(医学)

大阪大谷大学 薬学部
教授

（平27.4）
6日

11 専 教授
ﾐｽﾞｸﾞﾁ　ﾋﾛﾕｷ
水口　博之

＜平成31年4月＞

博士
(医学)

大阪大谷大学 薬学部
教授

（平29.9）
6日

7 専 教授
ﾄﾑﾗ　ﾐﾁｵ
戸村　道夫

＜平成31年4月＞

－1－



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

専任
等
区分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給
(千円)

調書
番号

担当授業科目の名称
配当
年次

担
当
単
位
数

年
間
開
講
数

現　職
（就任年月）

申請に係
る大学等
の職務に
従事する
週当たり
平均日数

応用生物情報薬学特論※【隔年】
複合生命薬学特論※
地域医療薬学特論※【隔年】
チーム医療薬学特論※【隔年】
医療国際比較演習※
特別演習

1前～2前
1後

1後～2後
1後～2後

1前
1～4通

0.1
0.1
0.7
0.1
1.1
1

1
1
1
1
1
1

特別研究 1～4通 4 1

チーム医療薬学特論※【隔年】
医療国際比較演習※
薬学総合演習※
特別演習

1後～2後
1前
1後

1～4通

0.3
1.1
0.1
1

1
1
1
1

特別研究 1～4通 4 1

医療国際比較演習※
特別演習

1前
1～4通

1.2
1

1
1

特別研究 1～4通 4 1

地域医療薬学特論※【隔年】
チーム医療薬学特論※【隔年】
医療国際比較演習※
特別演習

1後～2後
1後～2後

1前
1～4通

0.3
0.1
1.1
1

1
1
1
1

特別研究 1～4通 4 1

16 専 准教授
ｲｹｼﾞﾘ　ﾏｻﾋﾛ
池尻　昌宏

＜平成31年4月＞

博士
(薬学)

医薬品有機化学特論※【隔年】
薬学総合演習※

1後～2後
1後

0.4
0.1

1
1

大阪大谷大学 薬学部
准教授

（平20.4）
6日

応用生物情報薬学特論※【隔年】
複合生命薬学特論※
チーム医療薬学特論※【隔年】
臨床薬物動態学特論※【隔年】
医療国際比較演習※
特別演習

1前～2前
1後

1後～2後
1前～2前

1前
1～4通

0.3
0.1
0.1
0.3
1.2
1

1
1
1
1
1
1

特別研究 1～4通 4 1

18 専 准教授
ｸｽﾓﾄ　ﾕﾀｶ
楠本　豊

＜平成31年4月＞

博士
(歯学)

地域医療薬学特論※【隔年】
分子病態生化学特論※【隔年】
薬学総合演習※
特別演習

1後～2後
1後～2後

1後
1～4通

0.1
0.3
0.1
1

1
1
1
1

大阪大谷大学 薬学部
准教授

（平18.4）
6日

応用生物情報薬学特論※【隔年】
細胞解析学特論※【隔年】
医療国際比較演習※
特別演習

1前～2前
1前～2前

1前
1～4通

0.3
0.4
1.1
1

1
1
1
1

特別研究 1～4通 4 1

21 専 准教授
ﾀﾅｶ　ﾀｶｼ
田中　高志

＜平成31年4月＞

博士
(医学)

分子病態生化学特論※【隔年】
細胞工学特論※【隔年】
薬学総合演習※
特別演習

1後～2後
1前～2前

1後
1～4通

0.1
0.3
0.1
1

1
1
1
1

大阪大谷大学 薬学部
准教授

（平20.4）
6日

複合生命薬学特論※
分子病態生化学特論※【隔年】
細胞工学特論※【隔年】
医療国際比較演習※
薬学総合演習※
特別演習

1後
1後～2後
1前～2前

1前
1後

1～4通

0.1
0.3
0.2
1.1
0.1
1

1
1
1
1
1
1

特別研究 1～4通 4 1

23 専 准教授
ﾋﾛｶﾜ　ﾖｼﾐ
広川　美視

＜平成31年4月＞

博士
(薬学)

医薬品有機化学特論※【隔年】 1後～2後 0.4 1
大阪大谷大学 薬学部

准教授
（平19.4）

6日

24 専 講師
ｳﾀﾞｶﾞﾜ　ﾁｶｺ
宇田川　周子

＜平成31年4月＞

博士
(薬学)

薬学総合演習※
特別演習

1後
1～4通

0.1
1

1
1

大阪大谷大学 薬学部
講師

（平23.5）
6日

① 専 講師
ﾀｹﾊｼ　ﾏｻﾉﾘ
竹橋　正則

＜平成31年4月＞

博士
(医学)

薬学総合演習※ 1後 0.1 1
大阪大谷大学 薬学部

准教授
（平19.4）

6日

博士
(薬学)

大阪大谷大学 薬学部
教授

（平19.4）
6日

13 専 教授
ﾑﾗｶﾐ　ﾏｻﾋﾛ
村上　正裕

＜平成31年4月＞

博士
(薬学)

大阪大谷大学 薬学部
教授

（平18.4）
6日

12 専 教授
ﾐｮｳﾄｸ　ﾐﾁｱｷ
名德　倫明

＜平成31年4月＞

博士
(理学)

大阪大谷大学 薬学部
教授

（平19.4）
6日

15 専 教授
ﾖﾈﾀﾞ　ｺｳｿﾞｳ
米田　耕造

＜平成31年4月＞
医学博士

大阪大谷大学 薬学部
教授

（平28.4）
6日

14 専 教授
ﾓﾘﾓﾄ　ｼｮｳﾀﾛｳ
森本　正太郎

＜平成31年4月＞

博士
(薬学)

大阪大谷大学 薬学部
准教授

（平18.4）
6日

19 専 准教授
ｹﾝｻﾞｶ　ﾀｹﾋｺ
見坂　武彦

＜平成31年4月＞

博士
(薬学)

大阪大谷大学 薬学部
准教授

（平19.4）
6日

17 専 准教授
ｲｹﾀﾞ　ｹﾝｼﾞ
池田　賢二

＜平成31年4月＞

博士
(薬学)

大阪大谷大学 薬学部
准教授

（平18.4）
6日22 専 准教授

ﾆｼﾅｶ　ﾄｵﾙ
西中　徹

＜平成31年4月＞

－2－



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

専任
等

区分
職位 年齢

保有
学位等

月額
基本給
(千円)

調書
番号

担当授業科目の名称
配当
年次

担
当
単
位
数

年
間
開
講
数

現　職
（就任年月）

申請に係
る大学等
の職務に
従事する
週当たり
平均日数

地域医療薬学特論※【隔年】
臨床薬物動態学特論※【隔年】
医療国際比較演習※
薬学総合演習※
特別演習

1後～2後
1前～2前

1前
1後

1～4通

0.5
0.1
1.1
0.1
1

1
1
1
1
1

特別研究 1～4通 4 1

26 専 講師
ﾔﾏｶﾞﾀ　ﾏｻﾖ
山形　雅代

＜平成31年4月＞

博士
(薬学)

薬学総合演習※
特別演習

1後
1～4通

0.1
1

1
1

大阪大谷大学 薬学部
講師

（平19.4）
6日

27 専 講師
ﾔﾏﾀﾞ　ｹｲﾀ
山田　佳太

＜平成31年4月＞

博士
(薬学)

応用生物情報薬学特論※【隔年】
細胞解析学特論※【隔年】
特別演習

1前～2前
1前～2前
1～4通

0.1
0.1
1

1
1
1

大阪大谷大学 薬学部
講師

（平26.4）
6日

28 兼担 教授
ｺﾔﾏ　ﾄｼｺ
小山　敏子

＜平成31年4月＞

博士
(外国語
教育学)

医療国際比較演習※ 1前 0.4 1

大阪大谷大学
教育学部
 教授

（平20.4）

－

29 兼担 准教授
ﾅｶﾑﾗ　ﾏｻｼ
中村　雅司

＜平成31年4月＞
工学修士 情報薬学特論※ 1前 0.4 1

大阪大谷大学
人間社会学部

准教授
（平8.4）

－

② 兼任 講師
ｳｴﾀﾞ　ｶｽﾞﾋﾄ
上田　一仁

＜平成31年4月＞

博士
（保健学）

複合生命薬学特論※
地域医療薬学特論※【隔年】

1後
1後～2後

0.1
0.1

1

関西医療大学
保健医療学部

教授
（平30.3）

－

③ 兼任 講師
ｶﾀｵｶ　ﾖｳｺ
片岡　葉子

＜平成31年4月＞
医学士 分子病態生化学特論※【隔年】 1後～2後 0.3 1

地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪はびきの医療センター

皮膚科 主任部長
アトピー・アレルギーセンター長

（平18.04）

－

④ 兼任 講師
ｻｸﾗｲ　ﾋﾃﾞﾄｼ
櫻井　英俊

＜平成31年4月＞

博士
（医学）

細胞工学特論※【隔年】 1前～2前 0.3 1

京都大学
iPS細胞研究所 CiRA
臨床応用研究部門

准教授
（平22.4）

－

⑤ 兼任 講師
ﾀｶｷﾞ　ﾀﾂﾔ
高木　達也

＜平成31年4月＞
薬学博士 情報薬学特論※ 1前 0.5 1

大阪大学
大学院薬学研究科

教授
(昭55.10)

－

⑥ 兼任 講師
ﾔﾏｻﾞｷ　ｶｽﾞﾋﾛ
山﨑　和裕

＜平成31年4月＞
医学博士 分子病態生化学特論※【隔年】 1後～2後 0.1 1

京都大学
大学院医学研究科

講師
（平27.2）

－

25 専 講師
ﾅｶﾞｲ　ｶﾂﾋﾄ
長井　克仁

＜平成31年4月＞

博士
(薬学)

大阪大谷大学 薬学部
講師

（平23.11）
6日

－3－



職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士 人 人 2人 3人 8人 1人 1人 15人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 1人 4人 2人 人 人 7人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 2人 3人 人 人 人 5人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 5人 10人 10人 1人 1人 27人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

助 教

別記様式第３号（その３）

合 計

専任教員の年齢構成・学位保有状況

教 授

准 教 授

講 師

－1－



審査意見への対応を記載した書類（6月） 

（目次） 薬学研究科 薬学専攻（D） 

1. ＜養成する人材像とディプロマ・ポリシーの整合性が不明確＞

養成する人材像として、「情報分野、また国際社会に深い理解を持つ研究者・教育者並びに高い研究能

力を持ち地域医療において先導的に活躍できる人材を養成する」と説明しているが、ディプロマ・ポリ

シーと整合しているか不明確であるため、改めて説明するか、ディプロマ・ポリシーを適切に改めるこ

 と。（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

2. ＜入学者選抜に関する具体的計画が不明確＞

社会人入試について、書類審査と面接試験により選抜すると説明されているが、アドミッション・ポリ

シーに沿った学生が選抜できるのか不明確であるため、出願資格と選抜の具体的な方法を改めて説明す

 ること。（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

3. ＜実験に対する体制の整備状況が不明確＞

動物実験、遺伝子組み換え実験、ＲＩ実験等を行うと説明しているが、これらの実験を適切に行うため

の、指針や委員会等を学内で整備しているか改めて説明すること。（是正事項）・・・・・・・・・4

4．＜審査意見以外の対応＞ 

  「生命倫理委員会規程」の名称の修正があった。）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 
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（是正事項）薬学研究科 薬学専攻（D） 

（対応） 

本研究科では、情報分野、また国際社会に深い理解を持つことを重要と考えているため、「設置の趣旨等を

記載した書類」に記載しているディプロマ・ポリシーの「5.実践力」の項目に、「情報分野、また国際社会に

深い理解をもち、」を加筆し、「情報分野、また国際社会に深い理解をもち、専攻分野における高度な専門的

知識・技能を活用し、広く社会のために行動する力を身につけている。」とすることにより、養成する人材像

とディプロマ・ポリシーの整合性を図った。 

また本研究科修了後は、薬学分野等の研究・試験機関・教育機関等、多様な分野での研究者や技術者、教

育者等での活躍を期待している。一方、高度な専門知識と基礎・応用研究能力を修得した実地医療を担う薬

剤師は、修了後、地域医療においての活躍を期待している。したがって、「高い研究能力を持ち地域医療にお

いて先導的に活躍できる人材」については、ディプロマ・ポリシーの「5.実践力」の項目において「広く社

会のために行動する力」に含めて表現した。 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（4ページ、16ページ） 

新 旧 

ディプロマポリシー 

5.実践力

情報分野、また国際社会に深い理解をも

ち、専攻分野における高度な専門的知識・技能

を活用し、広く社会のために行動する力を

身につけている。 

ディプロマポリシー 

5.実践力

専攻分野における高度な専門的知識・技能を

活用し、広く社会のために行動する力を身

につけている。 

1. ＜養成する人材像とディプロマ・ポリシーの整合性が不明確＞

養成する人材像として、「情報分野、また国際社会に深い理解を持つ研究者・教育者並びに高い研

究能力を持ち地域医療において先導的に活躍できる人材を養成する」と説明しているが、ディプロ

マ・ポリシーと整合しているか不明確であるため、改めて説明するか、ディプロマ・ポリシーを適

   切に改めること。 
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（是正事項）薬学研究科 薬学専攻（D） 

（対応） 

社会人入試について、出願資格を明確にするため、一般入試に準じて「設置の趣旨等を記載した書類」の

「⑧入学者選抜概要」の「3.出願資格」、および「⑨「大学院設置基準」第 2条の 2又は第 14条による教育

方法の実施」の「（ｆ）入学者選抜の概要・出願資格」に加筆した。また、「設置の趣旨等を記載した書類」

の「⑨「大学院設置基準」第 2条の 2又は第 14条による教育方法の実施」の「（ｆ）入学者選抜の概要・選

抜方法」の項目に、アドミッション・ポリシーに沿った学生が選抜できるよう、選抜の具体的な方法を加筆

した。 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（21 ページ） 

新 旧 

⑧入学者選抜の概要

3.出願資格

・社会人入試

1)6年制課程の大学を卒業した者で、3 年以上の

社会経験を有する者 

2)大学院において修士の学位を取得した者で、3

年以上の社会経験を有する者 

3)4年制課程の大学を卒業した者で、3 年以上の

社会経験を有し、本研究科において前記 1)、

2)と同等以上の学力があると認められた者

⑧入学者選抜の概要

3.出願資格

・社会人入試

大学を卒業後、3 年以上の社会経験を有する者

で、6 年制薬系大学を卒業した者または修士の

学位を取得した者と同等以上の学力があると認

めた者

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（23 ページ） 

新 旧 

⑨「大学院設置基準」第 2条の 2又は第 14条に

よる教育方法の実施

（ｆ）入学者選抜の概要 

・出願資格

1)6年制課程の大学を卒業した者で、3 年以上の

社会経験を有する者 

2)大学院において修士の学位を取得した者で、3

年以上の社会経験を有する者 

3)4年制課程の大学を卒業した者で、3 年以上の

社会経験を有し、本研究科において前記 1)、

2)と同等以上の学力があると認められた者

⑨「大学院設置基準」第 2条の 2又は第 14条に

よる教育方法の実施

（ｆ）入学者選抜の概要 

・出願資格

大学を卒業後、3 年以上の社会経験を有する者

で、6 年制薬系大学を卒業した者または修士の

学位を取得した者と同等以上の学力があると認

めた者

2. ＜入学者選抜に関する具体的計画が不明確＞

社会人入試について、書類審査と面接試験により選抜すると説明されているが、アドミッション・

ポリシーに沿った学生が選抜できるのか不明確であるため、出願資格と選抜の具体的な方法を改め

て説明すること。



- 3 -

・選抜方法

書類審査、面接試験により選抜する。書類審査

では、「実務に関する経歴書」、「研究業績書」、「研

究に対する抱負」によって、実務経験・研究業

績を確認し、研究に必要な基礎学力と多様な能

力を評価する。面接試験は、プレゼンテーショ

ンおよび口頭試問により行う。実務経験・研究

業績に関するプレゼンテーションにより、各自

の専攻領域における高度な論理的思考力・判断

力・表現力を評価する。口頭試問により、自ら

の課題を見出し、真理を探究する意欲、多様な

人々と協働して諸課題に取り組み、社会に貢献

しようとする姿勢を確認する。 

・選抜方法

書類審査、面接試験により選抜する。
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（是正事項）薬学研究科 薬学専攻（D） 

（対応） 

動物実験、遺伝子組み換え実験、ＲＩ実験の実施にあたって、これらの実験等を適切に行うための指針や

委員会等を学内で整備していることを改めて説明するため、「設置の趣旨等を記載した書類」の「⑤教育方法、

履修指導、研究指導の方法及び修了要件」の「（ｃ） 研究指導の方法」に、動物実験、遺伝子組み換え実験、

ＲＩ実験に関する事項を加筆した。また、これらの指針や委員会等を学内で整備していることを改めて説明

するにあたって、研究の倫理審査体制について「設置の趣旨等を記載した書類」の「⑤教育方法、履修指導、

研究指導の方法及び修了要件」に、新たに「（ｈ）研究の倫理審査体制」の項目を設け、加筆した。 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（12 ページ） 

新 旧 

⑤教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了

要件 

（ｃ） 研究指導の方法 

 主研究指導教員は、副研究指導教員の助言並び

に研究指導補助教員の補佐を得て、学生の博士論

文の作成のために必要な課題研究を主導し、指導

する。課題の選定から、関連情報の収集・解析、

研究計画の策定、実験、研究結果の考察、成果の

まとめ、学会発表、学術雑誌投稿の過程において、

学生が主体的に行うように指導する。さらに、当

該分野の最新の学術情報を収集し、セミナー等に

おいて積極的に発表するとともに自らの研究にフ

ィードバックするよう指導する。 

研究計画は、必要に応じて予め本学の「動物実

験委員会」、「遺伝子組換え実験安全委員会」、「RI

実験室運営委員会」、「放射線安全委員会」に諮り

承認を受けることとする。 

動物実験は、「大阪大谷大学動物実験実施規程」

に基づいて実施する（資料 16）。また、学長より委

嘱された 5名の教員から構成される「動物実験委

員会」が設置され、実験の実施に際しては、事前

に動物実験に関する教育訓練を受講の上、「動物実

験計画書」を提出し、動物実験委員会による審査

承認後に開始できることになっている。また年度

毎に動物実験の自己点検票の提出と、教育訓練の

再受講が義務づけられている。 

遺伝子組換え実験は、「大阪大谷大学遺伝子組換

⑤教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了

要件 

（ｃ） 研究指導の方法 

 主研究指導教員は、副研究指導教員の助言並び

に研究指導補助教員の補佐を得て、学生の博士論

文の作成のために必要な課題研究を主導し、指導

する。課題の選定から、関連情報の収集・解析、

研究計画の策定、実験、研究結果の考察、成果の

まとめ、学会発表、学術雑誌投稿の過程において、

学生が主体的に行うように指導する。さらに、当

該分野の最新の学術情報を収集し、セミナー等に

おいて積極的に発表するとともに自らの研究にフ

ィードバックするよう指導する。 

3. ＜実験に対する体制の整備状況が不明確＞

動物実験、遺伝子組み換え実験、ＲＩ実験等を行うと説明しているが、これらの実験を適切に行う

ための、指針や委員会等を学内で整備しているか改めて説明すること。
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え実験安全管理規程」および「大阪大谷大学遺伝

子組換え実験実施規則」に従って実施する（資料

17）（資料 18）。また、学長より委嘱された 3名の

教員から構成される「遺伝子組換え実験安全委員

会」が設置され、実験の実施に際しては、事前に

遺伝子組換え教育訓練を受講の上、「遺伝子組換え

実験計画書」を提出し、遺伝子組換え実験安全委

員会による審査承認後に開始できることになって

いる。P2 レベルの実験に関しては、本学薬学部実

験研究棟 P2 実験施設にて実施する。また、年度毎

に実施報告書の提出と、教育訓練の再受講が義務

づけられている。 

RI 実験は、「大阪大谷大学薬学部放射性同位元素

実験室放射線障害予防規程」に準じて実施する（資

料 19）。また、放射線取扱主任者 1 名と薬学部教員

2 名から構成される「RI実験室運営委員会」と「放

射線安全委員会」が設置され、実験の実施に際し

ては、事前に RI実験に関する教育訓練を受講の上、

「放射性同位元素等取扱者登録票」を放射線取扱

主任者に提出し、登録後に開始できることになっ

ている。また年度毎に教育訓練の再受講が義務づ

けられている。 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（17 ページ） 

新 旧 

⑤教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了

要件

（ｈ）研究の倫理審査体制 

本学薬学部には「生命倫理委員会」、本学には

「動物実験委員会」、「遺伝子組換え実験安全委員

会」が設置されており、適切な運営、管理体制の

もと本研究科で実施される研究について倫理的

観点から実験並びに試験の目的、計画等の妥当性

を審査する。 

「生命倫理委員会」では、ヒトを対象とした医

学・薬学の研究についての生命倫理に関する事項

を審議する。本委員会では、「大阪大谷大学薬学

部の生命倫理委員会規程」に基づき、研究目的、

研究計画等の事前審査を行う（資料 8）。本委員会

は、ヒトを対象とした医学・薬学の研究に関して

識見を有する薬学部教員（3 名）に加え、その他

⑤教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了

要件

追加 



- 6 -

の学識経験を有する他部局の教員（1 名）で構成

されている。このような審査体制によって、本研

究科で行われる研究についてもその倫理面にお

ける妥当性が担保されている。 

「動物実験委員会」は、「大阪大谷大学動物実

験実施規程」に基づき、本学で実施される動物実

験の管理・運営にあたっている（資料 16）。本規

程は、「動物の愛護及び管理に関する法律（昭和

48 年法律第 105 号）」、「実験動物の飼養及び保管

並びに苦痛の軽減に関する基準（平成 18 年環境

省告示第 88 号）」、および「研究機関等における

動物実験等の実施に関する基本指針（平成 18 年

文部科学省告示第 71 号）」を踏まえ、動物実験委

員会の設置、動物実験計画の承認手続き等必要な

事項を定め、動物実験の適正な実施を確保するこ

とを目的としたものである。本委員会は、動物実

験等に関して優れた識見を有する薬学部教員（2

名）と実験動物に関して優れた識見を有する薬学

部教員（2 名）に加え、その他の学識経験を有す

る他部局の教員（1 名）で構成されている。 

「遺伝子組換え実験安全委員会」は、「大阪大

谷大学遺伝子組換え実験安全管理規程」および

「大阪大谷大学遺伝子組換え実験実施規則」に基

づき、本学で実施される遺伝子組換え実験の管

理・監督にあたっている（資料 17）（資料 18）。

本委員会は、遺伝子組換え実験の経験を持つ教員

（3 名）から構成され、実験申請時に提出される

「遺伝子組換え実験計画書」の審査ならびに年度

毎の提出が必須である「遺伝子組換え実験実施計

画報告書」の確認、また毎年の教育訓練を実施す

る。 
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薬学研究科 薬学専攻（D） 

（対応） 

「生命倫理委員会規程」を「大阪大谷大学薬学部の生命倫理委員会規程」に修正した。 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（13 ページ） 

新 旧 

⑤教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了

要件

（ｃ）研究指導の方法 

＜入学時＞ 

主研究指導教員および副研究指導教員は、特別

研究テーマおよび科目履修スケジュールを学生と

十分に相談して決定する。なお、ヒトを対象とし

た研究にあたっては、「大阪大谷大学薬学部の生命

倫理委員会規程」に準じて、研究目的、研究計画

等の事前審査を行う（資料 8）。 

⑤教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了

要件

（ｃ）研究指導の方法 

＜入学時＞ 

主研究指導教員および副研究指導教員は、特別

研究テーマおよび科目履修スケジュールを学生と

十分に相談して決定する。なお、ヒトを対象とし

た研究にあたっては、大阪大谷大学生命倫理委員

会の「生命倫理委員会規程」に準じて、研究目的、

研究計画等の事前審査を行う（資料 8）。 

4. ＜審査意見以外の対応＞

「生命倫理委員会規程」の名称の修正があった。
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